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はじめに

ฒ木　ܼ
まさる

新座市長

　新座市は、首都近郊に在りながら、ଂ野の面影をײじられる豊かな自然にܙまれてお

ります。本市では、こうした強みや特性を最大限にいかしながら、「住Μでみたい、ずっ

と住み続けたい」と思っていただける魅力あるまちの実現を目指して様々な取組を進めて

いるところです。

　第5࣍新座市総合計画は、令和5年度（2023年度）から令和14年度（2032年度）までの

10年間における福祉、教育、都市整備など市政の全ての分野における施策を総合的かつ

計画的に進めるために策定したものであり、市政推進に当たっての最も基ૅとなる最上位

の計画です。

　本計画では、令和14年度（2032年度）において、本市が目指すべきক来都市૾として、

「未来もずっと　暮らしに『プラス』が生まれる　豊かなまち　新座」

をܝげました。

　新ܕコロナウイルスײછ症、地球温ஆ化、SDGsなどੈք的なை流の影響を受け、デジ

タル化の加速やゼロカーボンの推進など、地方自治体はこれまでの日常からٸ速な変化を

求められており、新たな時代への過期にあります。

　今後は、こうした社会情の変化に適切かつॊೈに対応しながら、本計画に基づき、あ

らゆるੈ代のօ様の暮らしに様々なh プラス をɦもたらすことができるよう市政を推進し

てまいりますので、一層の御理解と御協力を心からおئい申し上げます。

　結びに、本計画の策定に当たり、御ਚ力いただきました新座市総合計画審議会委員、市

議会議員のօ様を始め、御意見、御提言をきました多くのօ様に心から御ྱ申し上げま

して、御ѫࡰといたします。

令和5年（2023年）3月
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ୈ�ষɹܭըࡦఆͷഎܠ

　新座市ではこれまで、ক来都市૾を示し、その実現に向けた施策を総合的・体系的に整理した長期

計画を策定して、市政運営に取り組Μできました。平成22年度（2010年度）には第4࣍新座市基本構

総合ৼڵ計画（以下「第4࣍基本構」といいます。）を策定して、গ子高齢化の進行や市民ニーズの

多様化などの行政課題に対応しながら、ক来都市૾としてܝげた「連帯と協働で築く　ࡶ木林とせせ

ら͗のある　շ適創造都市にいざ」の実現に向けて取り組Μできたところです。

　こうした中、平成23年（2011年）8月に施行された地方自治法の一部改正により、基本構の策定

義務がなくなり、策定の要൱については、市町村の判断に委ねられることとなりました。

　新座市では、基本構や基本計画については、市政運営の目標を明確にし、その目標を達成するた

めの施策等を位置付ける最上位計画であることから、引き続き策定することとしました。また、計画

の構成については、第4࣍基本構までは基本構及び基本計画の2層の計画としていましたが、よ

り計画的に市政を推進すべきとの考えから、第5࣍となる計画は基本構、基本計画及び実施計画の

3層の計画とすることとしました。

　これらの検౼結果を整理し、基本構等の計画策定や新座市総合計画審議会の設置、議会の議決な

ど総合計画に関する基本的事߲を定めた新座市総合計画策定条例を平成31年（2019年）3月に制定し

ました。

　そして、第4࣍基本構の計画期間が令和2年度（2020年度）をもってऴྃすることから、第5࣍新

座市総合計画（以下「総合計画」といいます。）の策定に向けて検౼を進めていましたが、新ܕコロナウ

イルスײછ症（以下「新ܕコロナウイルス」といいます。）の影響や総合計画のཪ付けとなる今後の財政

見通しを立てることが難しくなったことから、総合計画の策定を2年ઌ送りすることとしました。

　この度、本市を取り巻く社会状況や課題を改めて整理した上で、今後10年間のまちづくりにおいて、

本市が目指すべき姿や方向性を明らかにするため、令和5年度（2023年度）以߱の市政運営の指針と

なる総合計画を策定するものです。

　今後は、この計画に基づき、これまでのまちづくりの成果も౿まえつつ、10年ઌのক来を見ਾえ

た取組を進めていきます。

ୈ̍અࢫఆͷझࡦ
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こΕまͰのมભ

˞　令和3年度（2021年度）及び令和4年度（2022年度）は、「市政運営の基本方針ʙ難ہをりӽえ、持続可能なまちを目指
してʙ」に基づき、市政を推進しました。

第1次
第1次新座市総合振興計画（基本構想）
計 画 期 ؒ ত和48年度（1973年度）ʙত和59年度（1984年度）
কདྷ都市૾ 自然と人間の調和した住宅都市

第2次
第2次新座市基本構想総合振興計画
計 画 期 ؒ ত和60年度（1985年度）ʙ平成12年度（2000年度）
কདྷ都市૾ 自然と人間の調和した健康都市

第3次
第3次新座市基本構想総合振興計画
計 画 期 ؒ 平成13年度（2001年度）ʙ平成22年度（2010年度）
কདྷ都市૾ 元気の出る　人と自然が共生する　շ適環境都市

第4次
第4次新座市基本構想総合振興計画
計 画 期 ؒ 平成23年度（2011年度）ʙ令和2年度（2020年度）
কདྷ都市૾ 連帯と協働で築く　ࡶ木林とせせら͗のある　շ適創造都市にいざ
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ୈ�ষɹܭըࡦఆͷഎܠ

　総合計画の策定に当たってཹ意した点は、࣍のとおりです。

　人口減গ・গ子高齢化の進行を見ਾえ、持続可能なまちの実現に向けた計画とします。また、「持続

可能な開発目標（SDGs）˞ 」の視点や考え方を取り入れながら、市政を推進する上でSDGsの達成につ

ながる計画とします。

　新座市の財政状況を౿まえ、施策・事業内容について検証し、実効性のある計画とします。

　従来の計画体系を見直し、シンプルな構成とすることで、市民に分かりやすく、৬員が活用しやす

い計画とします。

ୈ̎અࢹఆͷࡦ

に向͚た計画ݱଓ可能なまちの࣮࣋　１

２　財政状況を౿ま͑た࣮ޮੑのある計画

３　市民に͔り͢く৬һが活༻͢͠い計画
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　総合計画は、「基本構」、「基本計画」及び「実施計画」から構成します。

　市政運営の指針となる長期構であり、市が目指すべきক来都市૾をܝげ、分野ごとの基本政策を

示します。

　基本計画にܝげる施策を推進するための主要な事業の֓要、事業費などを示します。̏年間を計画

期間とし、事業の進ḿ状況等を౿まえ、ຖ年度見直しを行います。

　基本構にܝげるক来都市૾及び基本政策を実現するため、各分野における施策の現況と課題や主

な施策展開などを示します。

ୈ̏અؒظͱߏըͷܭ

１　基本構想

計画ࢪ࣮　３

２　基本計画

ʲྩ̑	����
 ʙྩøû	����
ʢø÷ؒʣr

ʲલظɿྩ ̑	����
 ʙྩ̕	����
ʢ̑ؒʣr
ʲظޙɿྩ ø÷	����
 ʙྩøû	����
ʢ̑ؒʣr

第５次新座市総合計画の構成
令和
5年度

（2023年度）

令和
6年度

（2024年度）

令和
7年度

（2025年度）

令和
8年度

（2026年度）

令和
9年度

（2027年度）

令和
10年度

（2028年度）

令和
11年度

（2029年度）

令和
12年度

（2030年度）

令和
13年度

（2031年度）

令和
14年度

（2032年度）

基本構想（10年）

前期基本計画（5年）

基本構想

基本計画

計画ࢪ࣮

別計画　総合計画の下、必要に応じて個別の計画を策定し、事業を円に実施します。

後期基本計画（5年）

ローリング方ࣜにΑり
ຖ年度見͠

計画（3年）ࢪ࣮
計画（3年）ࢪ࣮

計画（3年）ࢪ࣮
計画（3年）ࢪ࣮
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ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ

1　新型コロφウイルスのӨڹ

　令和元年（2019年）末に発生が確認された新ܕコロナウイルスは、人々の健康や生命をڴかすとと

もに、医療提供体制に大きな影響を与えました。また、不要不ٸの外出自ॗに加え、学校のٳ校や商

業施設に対する営業自ॗ要、ײછ防止対策をపఈするための新しい生活様ࣜへの適応など、人々の

生活を一変させました。

　これにより、人々の生活様ࣜや子どもたちへの教育、働き方や価値؍など、社会の構造が大きく変

わることが予測されており、こうした社会変容を౿まえた、ウィズコロナ、ポストコロナの時代を見

ਾえた取組が新たに求められています。

2　人ݮޱ少・少子高齢化の進行

　զが国は出生数の減গなどをഎܠとして、平成20年（2008年）ࠒをピークに人口減গہ面にಥ入

しました。国立社会保障・人口問題ڀݚ所の推計（平成29年（2017年））によれば、平成27年（2015

年）に1ԯ 2,709 ສ人だった総人口はその後も減り続け、令和35年（2053年）には1ԯ人を下回ると

予されています。また、出生数の減গとともに、平均寿命が伸びていることをഎܠとして、今後も

গ子高齢化の向が続くとされています。

　人口減গとগ子高齢化の進行は、経済規模のॖ小につながるほか、年金・医療・介護等の社会保障の

負担、給付が増加し、制度維持や財政面にもਂࠁな影響が及ぶとみられています。また、有識者でつ

くる民間団体が、ক来的に「消໓する可能性が高い」自治体が896市区町村に上るとのࢉࢼを発表す

るなど人口減গに伴う自治体の存続に対するة機ײがこれまでになく強まっています。

　こうした状況に対応するため、国は東京一ۃ集中と人口減গのࠀを目指し、政府機関・ا業の地

方移転や、地方でのى業支援などを重点的に進めている一方、各市区町村は「地方൛総合ઓ略」を策

定し、子育て環境の整備や移住者のݺびࠐみに取り組Μでいます。

৽ࢢ࠲ΛऔΓࣾ͘רձঢ়گୈ̍અ
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3　安全・安心な環境づくりのॏཁੑ

　平成23年（2011年）3月に発生した東日本大災は、大規模なを伴い、東地方を始め、ਙ大

なඃ害を与えました。その後も、平成28年（2016年）4月の۽本地のほか、日本をऻった平成

30年（2018年）7月߽Ӎ、同年9月のւ道ৼ東部地、また、令和元年（2019年）には、9月に

総ౡ台風（台風第15号）、10月に東日本台風（台風第19号）と、ඇ常に強い力の台風が立て続

けに関東地方や近ྡの地域に上するなど、近年、地、風水害を始めとする自然災害がස発してい

ます。

　そのため、ඃ害を最小化する「減災」や、「自助」、「互助」、「共助」に向けた防災意識の向上、地域

の支え合いを基൫とした自主防災組織の強化など、災害に強いまちづくりがこれまで以上に求められ

ています。

　一方、高度成長期以߱に整備した社会資本のٺ化が全国でਂࠁな問題となっており、道路・ڮྊ

などの都市インフラだけでなく、公共施設の維持管理・更新やٺ化対策がٸ務となっています。

　暮らしの中では、高齢者をૂった特घٗやインターネットを使用した൜ࡑが問題となっており、

地域全体で安全・安心な環境づくりに取り組むことが求められています。
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ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ

4　ٕज़ֵ新の進ల

　近年、AI（人工知能）˞ やIoT（モノのインターネット）˞ 、多様かつෳࡶな࡞業を自動化するロボッ

トなどに代表される技術ֵ新がੈք規模で進展しています。国においては、こうしたઌ端技術をあら

ゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立し、誰もがշ適で活力にຬちた

質の高い生活を送ることができるような新たな社会「Society5.0˞」の実現を目指しています。

　また、新ܕコロナウイルスのײછ֦大において行政のデジタル化のれがුきூりとなる中、国に

おいては、社会経済活動全般のデジタル化の推進を通じて制度や政策、組織の在り方等をそれに合わ

せて変ֵしていく社会全体のD9（デジタル・トランスフΥーメーション）˞ の取組を加速しています。

令和3年（2021年）5月にデジタル改ֵ関連法が成立し、同年9月にデジタル社会の形成に関する施策

をਝ速かつ重点的に推進するデジタル庁˞が設置され、マイナンバーカードの利ศ性向上やԡҹの見

直しなど、国民目線で行政サービス向上につながる取組をできるものから積ۃ的に実ફするとしてい

ます。

8



5　SDGs˞のୡ成に向͚た取組

　平成27年（2015年）9月の国連サミットにおいて、「持続可能な開発目標（SDGs）」が全会一致で採

択されました。SDGsは17の目標（ゴール）と169のターゲットで構成され、地球環境や経済活動、人々

の暮らし等を持続可能なものとするために、全ての国連加ໍ国が令和12年（2030年）までに取り組

む国際目標です。

　զが国においても「持続可能で強㔸、そして誰一人取り残さない経済、社会、環境の౷合的向上が

実現された未来へのઌۦ者を目指す」というビジョンが示されたことにより、地方公共団体、民間ا業、

金༥機関等の多様なステークϗルダー˞による取組の活性化が重要視されています。

9



ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ

1　Ґ置と地

　新座市は、埼玉県の最ೆ端に位置する総面積22.78ὕの市です。県内では朝霞市、志木市、所沢市、

。ถ市、清市と接していますཹٱ๕町の3市1町と接するほか、東京都の練馬区、東京市、東ࡾ

　部を༄、ೆ部をࠇ目が流れ、両Տにڬまれた中ԝ部は野火止台地とݺばれる高台となっ

ています。

　東京都心から約25ᶳ圏内に位置し、+Rଂ野線、東東上線、ା線のほか、国道254号、

国道463号によって東京都や県ԝと結ばれています。

　新座市は、自然を多く残しながら、首都圏へのアクセスの利ศ性が高いなど、住環境や立地条件に

。まれた住みやすいまちであるといえますܙ

৽ࢢ࠲ͷ֓گୈ̎અ

図表　新座市の位置

埼玉県

新座市
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東久留米市

西東京市

練馬区

和光市

新座駅

志木駅

JR武蔵野線

国道254号

清瀬駅

ひばりヶ丘駅

国道463号

東
武
東
上
線

西武池袋線
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2　Ԋֵ

　新座市の名称は、ಸ良時代に朝ౡの新
㆗ ㇉ ㆍ

ཏから来人が移住し、「新
㆗ ㇉ ㆍ

ཏ܊
㇓

」が置かれたことに端

を発しており、その後は「新
ㆫㆂㆎ㇉㇓

܊」や「新
ㆫ ㆂ ㆖  ㇓

座܊」などと名称が変ભしていきました。

時代からೆ朝時代にかけては、ח　
㇀ ㆕ ㆗

ଂ
ㆶ ㆗

士が台頭し、ย
ㆉ㆟㇄ㆾ

ڷࢁ
㆔ㆄ

の出身であるยࢯࢁがࠇ目流域

を中心に活躍しました。また、普光明ࣉやණ神社を中心とする༄流域の大
ㆈ ㆈ ㇏ ㆠ

和ాڷ
㆔ㆄ

一帯も文化的

な発展をげました。

　近ੈに入り、江戸時代には、野火止台地が開され、野火止用水の開やാ・ࡶ木林の整備が行わ

れたほか、ӽ街道の整備や平林ࣉの移転などを経て、「ංཊな農村地帯」として発展してきました。

　明治時代には、多くの村が合ซして「大和ా町」と「ยࢁ村」となり、ত和30年（1955年）3月にこ

の二つの町村が合ซして新座町が成立しました。さらに、ত和45年（1970年）11月、県下で30番目

の市として市制を施行し、現在の新座市となりました。

　その後、宅地開発が進み、首都近郊のベッドタウンとして発展し、近年では、ࡾつの大学が立地す

る文教都市の性֨も有しています。
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ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ

1　人ޱの推Ҡ

（1）総人ޱの推Ҡ
　平成23年（2011年）から令和4年（2022年）までの総人口（各年10月1日時点の住民基本台ா

人口及び外国人登録人口の合計）の推移を見ると、؇やかに増加しています。

155,000

160,000

165,000

170,000
（人）

令和4年
（2022年）

令和̎年
（2020年）

令和元年
（2019年）

平成30年
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平成29年
（2017年）

平成28年
（2016年）

平成27年
（2015年）

平成26年
（2014年）

平成25年
（2013年）

平成24年
（2012年）

平成23年
（2011年）

令和̏年
（2021年）

1�5��5 1��21� 

1��220 
1�5�24 

1�5434 

1�54�1 
1�4�50 

1�3��4 
1�310� 

1�23�� 
1�1�1� 

1�10�2 

図表　総人口の推移

資料ɿ「住民基本台ா人口」「外国人登録人口」（各年10月1日現在、新座市）

৽ࢢ࠲ͷਓޱୈ̏અ
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社会૿ݮ

自વ૿ݮ
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平成23年
（2011年）

˛532
˛454˛2��
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�0�

53�534

�2

�52

図表　人口動ଶの推移

資料ɿ「住民移動月報」「人口動ଶ一ཡ表」（新座市）

（2）人ޱ動ଶの推Ҡ
　人口動ଶを見ると、平成28年（2016年）までは出生者数がࢮ者数を上回る人口の自然増が

続いてきましたが、平成29年（2017年）以߱は出生者数がࢮ者数を下回り、令和3年（2021年）

は532人の自然減となっています。

　一方、転入者が転出者を上回る社会増が続いており、令和3年（2021年）は432人の増となっ

ています。
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ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ

（3）年齢3区別人ޱ比の推Ҡ
　新座市の年齢3区分別人口比の推移（平成22年（2010年）ʙ令和2年（2020年））を見ると、年

গ人口（0ʙ14歳）が13.6ˋから12.9ˋへと0.7ポイント、生産年齢人口（15ʙ64歳）が65.6ˋ

から61.0ˋへと4.6ポイント減গする一方、年人口（65歳以上）は20.3ˋから26.1ˋへと5.8

ポイント増加しており、গ子高齢化が進行していると考えられます。

平成22年
（2010年）

平成27年
（2015年）

令和̎年
（2020年）

13.�� �5.�� 20.3�

24.3�

2�.1�

�2.1�

�1.0�

13.5�

12.��

0 10

˙ 年গ人口　　˙ 生産年齢人口　　˙ 年人口

20 30 40 50 60 70 80 90 100�

図表　年齢̏区分別人口比の推移

資料ɿ「国調査」（総務省）
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2334�
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2�221

20001

�5�4�

2051�

25�51

2044�
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1��3�
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100�43

1�20�

2�5��

21�2�

����2

2015�

222�2

21��5

100��0
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1��1�

15��101�05331�221�1�4�411�422�1�2122

総合計画の推進期ؒதɿ1�3��2 人

˙ 後期高齢者人口（75歳以上）
˙ 前期高齢者人口（65ʙ74歳）
˙ 生産年齢人口（15ʙ64歳）
˙ 年গ人口（0ʙ14歳）

図表　国立社会保障・人口問題ڀݚ所による推計（平成30年（2018年）3月）

2　人ޱの見通͠

　国立社会保障・人口問題ڀݚ所の推計によれば、総合計画の推進期間中である令和12年（2030

年）には、新座市の人口は163,772人（国調査人口ベース）となるとされており、その後も؇

やかに減গしていくことが予測されています。
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　新座市のগ子高齢化の進行は、財政状況にも反映されているところであり、歳出については、扶助

費˞を始めとした社会保障関連経費が増え続けています。これは全国的な向ですが、加えて新座市

は独自の事業を積ۃ的に展開してきたことも要因として伸びがݦஶになっています。

　一方、歳入については、財源の中心である市税は微増向にあるものの、事業を維持していくため

には十分ではなく、不測の事ଶに備えるための財政調整基金˞の取่しや不用土地の売いなど、ྟ

時的な財源により対応してきましたが、このような財源も限りがあることから、平成30年（2018年）

9月に財政健全化方針を策定し、財政運営の立て直しに向けた取組を進めてきました。

　そのような中で発生した新ܕコロナウイルスは市政運営に大きな影響を与え、その対策をߨじるた

め、国の交付金の活用にซせ、財政調整基金の取่しや他の基金を廃止して財源を೧出しながら対応

しました。こうした結果、本市の財政調整基金はগ額となり、このઌの財政運営が更にݫしいものと

なることが予測されたことから、令和2年（2020年）10月から令和4年（2022年）3月までの約1年

の間、財政ඇ常事ଶ宣言を発出し、事業の減を通じて歳出の抑制を図った経Ңがあり、今後も引き

続き財政健全化に向けた取組を行うこととしています。

৽ࢢ࠲ͷࡒঢ়گୈ̐અ

ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ
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図表　歳出（決ࢉ額）

図表　歳入（決ࢉ額）

˞　令和2年度（2020年度）は国の新ܕコロナウイルスײછ症対応地方創生ྟ時交付金の交付や、特別定額給付金の給付
事務等により、歳入・歳出ともに大෯に増加しています。
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　市民の生活環境に対する意識や市政への要望、評価などを把握し、今後の市政運営の基ૅ資料とす

るため、「新座市民意識調査」を実施しました。

ㅡ調ࠪର　6,000人（ແ࡞ҝந出による20歳以上の市民）
ㅡ調ࠪ期ؒ　平成30年（2018年）6月16日から同年7月16日まで
ㅡճ 収 　2,626ථ

ຽҙࣝୈ̑અࢢ

ୈ��ճ৽ࢢ࠲ຽҙࣝௐ ʢࠪฏ��ʢ����ʣ࣮ ʣࢪ
ㅡ調査対象　6,000人（ແ࡞ҝந出による20歳以上の市民）
ㅡ調査期間　平成25年（2013年）10月11日から同月28日まで
ㅡ回 収 数　2,918ථ

ୈ��ճ৽ࢢ࠲ຽҙࣝௐ ʢࠪฏ��ʢ����ʣ࣮ ʣࢪ
ㅡ調査対象　6,000人（ແ࡞ҝந出による20歳以上の市民）
ㅡ調査期間　平成21年（2009年）2月13日から同月27日まで
ㅡ回 収 数　3,073ථ

比ֱデータ

ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ

第14ճ新座市民ҙࣝ調 （ࠪฏ成30年度（201�年度）࣮ （ࢪ
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平成30年度
(2018年度)

平成25年度
(2013年度)

平成20年度
(2008年度)

0 10

˙ 今後もずっと住み続けたい　˙ 当面は住み続けたい　˙ 新座市外に転居したい　˙ どちらともいえない　˙ ແ回答
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5.2 11.4
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1.�

図表　定住意向

（2）定ॅҙ向
　平成30年度（2018年度）は「当面は住み続けたい」と「今後もずっと住み続けたい」を合わせた

ʰ定住に前向きな回答 がɦ8割以上（計83.4ˋ）を占めており、平成25年度（2013年度）（71.1ˋ）

から12.3ポイント、平成20年度（2008年度）（64.4ˋ）から19.0ポイント上ঢしていることから、

市民の定住意向は強まっていると考えられます。

平成30年度
(2018年度)

平成25年度
(2013年度)

平成20年度
(2008年度)

0 10

˙ 住みよい　˙ どちらかといえば住みよい　˙ どちらかといえば住みにくい　˙ 住みにくい　˙ どちらともいえない　˙ ແ回答
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22.0
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12.�
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図表　新座市の住み心地

1　ॅΈ心地・定ॅҙ向

（1）新座市のॅΈ心地
　「住みよい」と「どちらかといえば住みよい」を合わせたߠ定的な意見は計73.6ˋで、平成25

年度（2013年度）調査時（計70.8ˋ）と比べて2.8ポイント、平成20年度（2008年度）調査時（計

60.8ˋ）と比べて12.8ポイント伸びており、長期的に見て、住み心地が良いとײじる市民の割

合が多くなっていることが分かります。
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2　ॅΈΑいと͡ײる理༝

　平成20年度（2008年度）以߱、上位の4߲目は同様であることから、市民が住みよいとײじる

理由は、大きな変化はないといえます。
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ແ回答

教育、生涯学習などが
充実している

公共施設が整っている

防൜や防災などの安全な
生活環境が整っている

近所づきあいがよい

福祉や保健サービスが
充実している

道路や下水道などの
都市基൫が整っている

平林ࣉ、野火止用水などの
歴史的文化Ҩ産が

数多く残されている

交通のศがよい

ാやࡶ木林が多く残り
自然環境が豊かである

買い物など日常生活が
ศ利である

その他

˙ 平成30年度
 (2018年度)
˙ 平成25年度

(2013年度)
˙ 平成20年度

(2008年度)

図表　住みよいとײじる理由（ࡾつまでෳ数回答可）

ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ
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3　ॅΈにくいと͡ײる理༝

　「交通のศ」や「日常生活での利ศ性」については、住みよいとײじる理由としても挙げられて

いると同時に、住みにくいとײじる理由にも挙げられていることから、住み心地を判断するに当

たって、重要な要素であることが分かります。
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近所づきあいが
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ാやࡶ木林が減গし
自然環境がѱい

教育、生涯学習などが
充実していない

防൜や防災などの安全な
生活環境が整っていない

福祉や保健サービスが
充実していない

公共施設が整っていない

道路や下水道などの
都市基൫が整っていない

買い物など日常生活が
不ศである

交通のศがѱい

ແ回答

˙ 平成30年度
 (2018年度)
˙ 平成25年度

(2013年度)
˙ 平成20年度

(2008年度)

図表　住みにくいとײじる理由（ࡾつまでෳ数回答可）
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4　新座市のイメージ

　「都心に近いศ利なまち」、「水と緑にܙまれた自然環境豊かなまち」とした回答が過去3回の結

果全てでಥ出しており、東京都心へのアクセスの利ศ性を有しながらも豊かな自然にܙまれたま

ちといった市民が๊くイメージに変化はないといえます。

　このことから、これらのイメージを౿まえつつ、これからのまちづくりを進めていく必要があ

ることが分かります。

　また、「イメージのബいあり;れたまち」とײじている市民もいることから、新座市のイメー

ジを市内外に発信していくことが重要です。
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2�.�

4�.�
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1.�

4.4

4.�

34.0

0.�

0.�

1.0

3.3

3.�

3.3

�.0

�.�

12.0

20.�

1�.�
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4�.�

3.0

�.�

�.�

0.�

0.�

1.1

3.�

3.4
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図表　新座市のイメージ（ࡾつまでෳ数回答可）

ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ
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ʪߟࢀʫখ・த学生アンケートの݁Ռ

　市民意識調査とซせて、未来の新座市を担う子どもたちの市に対する望みなどを把握するため、

「小・中学生アンケート」を実施しました。

新座市のݏ͖い
　「好き」と「どちらかと言えば好き」を合わせたߠ定的な回答は計84.1ˋで、平成20年度(2008

年度)の「好き」（60.0ˋ）を24.1ポイント上回っていることから、新座市を好きだとײじる児童・

生徒は増えているといえます。

平成30年度
(2018年度)

平成20年度
(2008年度)

0 10

˙ 好き　˙ どちらかと言えば好き　˙ どちらかと言えばきらい　˙ きらい　˙ 未回答　˙ その他

20 30 40 50 60 70 80 90 100�

0.1
3.412.441.�42.5

20.�1�.4�0.0

図表　「新座市」の好きݏい

「˞どちらかと言えば好き」「どちらかと言えばきらい」の選択ࢶは平成30年度(2018年度)アンケートから取り入れられ
たため、平成20年度(2008年度)アンケートにはありませΜ。

ㅡ調ࠪର 市内17小学校の5、6年生各1クラス（ただし、4クラス以上ある
学年は、2クラス）、市内6中学校の1ʙ3年生各1クラス

ㅡ調ࠪ期ؒ　平成30年（2018年）10月8日から同年11月30日まで
ㅡର人　1,835人

খɾதֶੜΞϯέʔτʢฏ��ʢ����ʣ࣮ ʣࢪ
ㅡ調査対象　市内17小学校の5、6年生各1クラス、市内6中学校の1ʙ3

年生各1クラス
ㅡ調査期間　平成20年（2008年）12月18日から平成21年（2009年）1月

15日まで
ㅡ対象人数　1,658人

比ֱデータ

খ・த学生アンケート（ฏ成30年度（201�年度）࣮ ࢪ
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な理༝͖
　平成30年度（2018年度）と平成20年度（2008年度）で、上位2߲目の組合せ（「東京に近くの

Μびり」、「自然がたくさΜあるところ」）に変わりはありませΜが、ॱ位がٯ転しており、東京

都心へのアクセスの利ศ性により好ײを持つ児童・生徒が増えていると考えられます。

いな理༝ݏ
　「༡び場所がগないところ」に「東京に比べてా舎なところ」が続いています。「ా舎」は「好き

な理由」で挙げられていた自然豊かなイメージにも通じる要素ですが、ָޘ施設といった都市的

なインフラのগなさがネガティブなものとしてଊえられている可能性があります。

0 5 10 15 20 25 30 35�

�.�

12.0

12.5

13.1

23.3

30.4

4.�

�.0

1�.�

20.4

32.5

2�.1

その他

安全なところ

買い物にศ利なところ

༡び場所が多いところ

自然がたくさΜあるところ

東京に近くのΜびり

˙ 平成30年度
 (2018年度)
˙ 平成20年度

(2008年度)

0 5 10 15 20 25 40 55�

24.4

3.5

�.0

�.5

23.2

32.4

1�.4

12.5

15.�

13.4

24.3

50.5

˙ 平成30年度
 (2018年度)
˙ 平成20年度

(2008年度)

35 4530 50

その他

ंが多いところ

買い物が不ศなところ

ిंのӺが遠いところ

東京に比べてా舎なところ

༡び場所がগないところ

図表　好きな理由（ෳ数回答可）

図表　ݏいな理由（ෳ数回答可）

ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ
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新座市の自ຫ
　「文化財が多いところ」に「自然や緑が多いところ」が続いています。

　「好きな理由」として挙げられた豊かな自然環境に加え、新座市の歴史的な財産も好ײが持た

れているといえます。

こΕ͔らもॅΈたいと͔͏ࢥ
　「গし思う」に「すごく思う」が続いています。全体として今後の定住に前向きな子どもが多い

。向にあります

0 5 10 15 20 25 40 45�

22.2

3.4

4.�

�.1

20.�

35.�

2�.�

2.�

�.3

5.2

1�.0

40.0

˙ 平成30年度
 (2018年度)
˙ 平成20年度

(2008年度)

3530

未回答

その他

特にない

ものの値段が安いところ

༡び場所が多いところ

交通のศが多いところ

自然や緑が多いところ

文化財が多いところ

4.4

0.�
3.3

0 5 10 15 20 25 40 50�

0.4
1.�

�.3

34.�

2�.4
14.1

2�.5

15.5
1�.3

45.�

˙ 平成30年度
 (2018年度)
˙ 平成20年度

(2008年度)

35 4530

未回答ʗ不明

その他

考えたことがない

ͥΜͥΜ思わない

あまり思わない

গし思う

すごく思う

�.3

図表　新座市の自ຫ（ෳ数回答可）

図表　これからも住みたいと思うか
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ʪߟࢀʫ 新型コロφウイルスײછのӨڹԼに͓͚る生活ҙ ・ࣝ行動のม化に
ؔ͢る調ࠪにͭいて

　内閣府では、新ܕコロナウイルスの影響下における人々の生活意識・行動の変化を調査し、テ

レワーク実施率を含む働き方の変化や家族と過ごす時間などの生活の変化、地方移住への関心や

生活ຬ度などの意識の変化を明らかにするための調査を実施しています。

　総合計画においては、平成30年度（2018年度）に実施した市民意識調査及び小・中学生アンケー

トの結果に加え、新ܕコロナウイルスの影響による国民の意識の変化を補するため、調査結果

の一部をൈਮしてࡌܝします。

ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ

ㅡ調ࠪ方๏ インターネット調査
ㅡର  者 国内居住のインターネットパネルモニター
ㅡճ 収 　10,128
ㅡ調ࠪ期ؒ　令和3年（2021年）4月30日から同年5月11日まで

第3ճ新型コロφウイルスײછのӨڹԼに͓͚る
生活ҙ ・ࣝ行動のม化にؔ͢る調 （ࠪྩ3年度（2021年度）࣮ （ࢪ
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社会のม化
　デジタル化については良くなっているとײじている人が上回っている一方で、その他の質問で

はѱ化しているとײじている人が上回っています。

ࣗࣗͷΒ͠ͷσδλϧԽ͕ਐΜͰ͍Δͱ͡ײ·͔͢ɻ
˞�5点ʙ �5点までの11段֊評価で回答。「ඇ常に良化している」が�5点、現状維持が0点、「ඇ常にѱ化している」を�5点としている。

࣭　

0 10
˙ 5 ~ 3（良化）　˙ 2 ~ 1（やや良化）　˙ 0（現状維持）　˙ �1 ~ �2（ややѱ化）　˙ �3 ~ �5（ѱ化）

20 30 40 50 60 70 80 90 100�

11.� 22.0 52.3 �.� �.2

54.2 �.1 �.3�.� 20.�

2020年
12月

2021年
4�5月

Ҭͷͭͳ͕Γॿ͚߹͍͕͍͕ͯͬΔͱ͡ײ·͔͢ɻ
˞�5点ʙ �5点までの11段֊評価で回答。「ඇ常に良化している」が�5点、現状維持が0点、「ඇ常にѱ化している」を�5点としている。

࣭　

˙ 5 ~ 3（良化）　˙ 2 ~ 1（やや良化）　˙ 0（現状維持）　˙ �1 ~ �2（ややѱ化）　˙ �3 ~ �5（ѱ化）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100�

2.� 5.� �2.4 14.� 14.5

15.� 15.51.4 4.4 �2.�

2020年
12月

2021年
4�5月

৬ɾҬɾߦͷมԽ͕ਐΜͰ͍Δͱ͡ײ·͔͢ɻ
˞�5点ʙ �5点までの11段֊評価で回答。「ඇ常に良化している」が�5点、現状維持が0点、「ඇ常にѱ化している」を�5点としている。

࣭　

˙ 5 ~ 3（良化）　˙ 2 ~ 1（やや良化）　˙ 0（現状維持）　˙ �1 ~ �2（ややѱ化）　˙ �3 ~ �5（ѱ化）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100�

5.5 15.1 50.5 15.� 13.1

53.3 15.� 14.33.3 13.4

2020年
12月

2021年
4�5月

ҬڥͳͲͷࡍࠃత՝ͷऔΓΈ͕͍͕ͯͬΔͱ͡ײ·͔͢ɻ
˞�5点ʙ �5点までの11段֊評価で回答。「ඇ常に良化している」が�5点、現状維持が0点、「ඇ常にѱ化している」を�5点としている。

࣭　

˙ 5 ~ 3（良化）　˙ 2 ~ 1（やや良化）　˙ 0（現状維持）　˙ �1 ~ �2（ややѱ化）　˙ �3 ~ �5（ѱ化）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100�

3.� 10.� 5�.5 15.5 13.�

5�.5 15.� 14.12.� 11.0

2020年
12月

2021年
4�5月

図表　社会の変化等（対象者ɿ全員）
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子どものデジタルの活༻
　数ऑの割合で端末が活用されており、自宅学習や学校との連བྷへの活用が見受けられます。

15.�

22.�

1�.�

1�.�

43.�

自宅と学校の連བྷ用に
活用している

自宅学習に活用しているが、
プラスの効果はײじない

配されたが、
活用状況は良くわからない

自宅学習に活用しており、
学習意欲向上等の

プラスの効果がある

子どもから学校のत業で
活用しているとฉいている

0 302010 40 50�

小学生 43.9� 22.0� 21.1� 14.7� 10.7�

46.5� 20.4� 17.6� 17.6� 16.9�

39.8� 30.7� 12.5� 22.7� 33.0�

中学生

高校生

自宅と学校の
連བྷ用に
活用している

自宅学習に
活用しているが、
プラスの効果は
じないײ

配されたが、
活用状況は
良くわからない

自宅学習に
活用しており、
学習意欲向上等の
プラスの効果がある

子どもから
学校のत業で
活用している
とฉいている

図表　子どものデジタル端末の活用（対象者ɿ̍ 人̍台端末を配された子どもの親）

ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ
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ෆ安の૿Ճ
　新ܕコロナウイルスのײછ֦大前と比較して、健康に関する不安が最も増加しています。また、

生活の維持、収入、仕事といった、日常生活に直結する不安の増加が多く見受けられます。

0 10 20 30 40�

˙ 2020年
　 12月
˙ 2021年
 4 ʙ 5月
˙ 2021年
 9 ʙ 10月わからない

不安はײじていない

不安はあるが増してはいない

結ࠗ、家庭

地球環境、地球規模の課題

親などの生活の維持、支援

子どもの育児、教育

人間関係、社会との交流

仕事

生活の維持、収入

ক来全般

健康

�.2

1�.�

�.�

�.5

12.4

10.2

15.3

21.0

2�.0

2�.�

32.�

�.�

1�.�

�.3

�.�

11.4

�.�

15.4

1�.�

2�.�

2�.2

32.4

�.0

�.�
�.0

�.5

24.�

�.1

�.�

�.4

�.1

14.3

1�.�

23.�

24.1

2�.�

図表　不安の増加（対象者ɿ全員）

ㅡ調ࠪ方๏ インターネット調査
ㅡର  者 国内居住のインターネットパネルモニター
ㅡճ 収 　10,128
ㅡ調ࠪ期ؒ　令和3年（2021年）9月28日から同年10月5日まで

第4ճ新型コロφウイルスײછのӨڹԼに͓͚る
生活ҙ ・ࣝ行動のม化にؔ͢る調 （ࠪྩ3年度（2021年度）࣮ （ࢪ
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ʻ東京都23区ʼ

ʻ東京圏ʼ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100�

2.� 5.5 1�.0 2�.� 4�.4

3.3 �.0 1�.� 24.� 45.2

4.2 �.1 1�.2 24.1 44.4

4.5 �.� 1�.0 30.2 3�.�

4.1 10.1 1�.� 2�.� 3�.1

2019年12月

2020年5月

2020年12月

2021年4�5月

2021年9�10月

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100�

3.� �.3 1�.0 24.5 4�.�

4.� �.1 1�.� 23.1 44.1

5.� �.� 1�.5 22.� 43.5

�.0 10.� 21.2 2�.3 32.�

5.� 10.0 21.� 2�.� 35.�

2019年12月

2020年5月

2020年12月

2021年4�5月

2021年9�10月

˙ 強い関心がある　˙ 関心がある　˙ やや関心がある　˙ あまり関心がない　˙ まったく関心がない

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100�

3.5 �.� 20.� 2�.3 3�.�

4.� 10.� 24.0 23.� 3�.1

5.� �.� 24.� 23.� 35.�

�.2 12.� 22.0 31.� 2�.4

�.1 14.0 24.� 2�.2 2�.�

2019年12月

2020年5月

2020年12月

2021年4�5月

2021年9�10月

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100�

�.0 11.0 20.� 22.� 3�.4

�.1 14.5 20.3 20.3 3�.�

�.� 12.� 25.� 1�.0 34.�

�.3 15.5 24.4 2�.4 24.4

�.� 14.1 2�.4 22.� 2�.2

2019年12月

2020年5月

2020年12月

2021年4�5月

2021年9�10月

˙ 強い関心がある　˙ 関心がある　˙ やや関心がある　˙ あまり関心がない　˙ まったく関心がない

ʻ東京都23区ʼ

ʻ東京圏ʼ

地方Ҡॅのؔ心
　年代にかかわらず、新ܕコロナウイルスのײછ֦大前と比較して、地方移住への関心の増加が

うかがえます。

図表　地方移住への関心（対象者ɿ東京圏在住者）

全年齢

代ࡀ20

ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ
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　これまで֓؍してきたように、新座市は東京都心からの良好なアクセスを有しながら、豊かな自然

にもܙまれたまちです。新座市はこれまで、こうした自然と調和した都市基൫の整備を図ることで、

誰もが住みやすいとײじるまちの実現にめてきました。

　今後も、人口減গやগ子高齢化のٸ速な進行、環境問題に対するੈք規模での取組の必要性、自然

災害や未知のײછ症などのリスクなど、新座市を取り巻く社会状況が変化していく状況にあっても、

ক来にわたって持続し、発展するまちを目指して市政を推進していく必要があります。

　市政を推進するに当たっては、子どもから高齢者までの全ੈ代を対象とした取組を進めることはも

ちろΜですが、SDGs˞の達成も目指し、より長期的な؍点からまちづくりに取り組み、まちの持続

可能性を確保していくことも求められます。

　このような視点を౿まえた上で、新座市を取り巻く社会状況や市民意識調査結果なども考ྀしなが

ら、今後10年間にわたって新座市が特に取り組Μでいくべき「まちづくりの基本的な課題」を࣍のと

おり整理しました。

子育てと子どもの成を支͑るまちをͭくる

　全国的な向と同様、新座市においてもগ子高齢化が進行しており、年গ人口、生産年齢人口が減

る一方、年人口が増加しています。さらに、合計特घ出生率˞については、人口を維持するのに必

要な水準である2.07を大きく下回っているのが現状です。こうした向は今後も続くことが予測さ

れる中、新座市がこれからも活気あ;れるまちとして発展していくためには、子育てや子どもの成長

をまち全体で支えていくことが重要です。

　このため、今後も子育てと仕事の両立への支援や地域͙るみで子育てを支援する環境づくり、児童相

談の充実などにめ、子育てがしやすく、子どもがのびのびと育つまちづくりに取り組む必要があります。

　また、教育については、地域との協働で子どもたちの豊かな成長を支えていくとともに、

Society5.0˞にも対応できる子どもを育成するために、ICT˞の更なる֦充やICTを活用した問題解決

力の養成、グローバル人ࡐの育成に向けた外国語教育の充実など、ক来を見ਾえた教育環境の整備も

求められます。

·ͪͮ͘Γͷجຊతͳ՝ୈ̒અ
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安全・安心なまちをͭくる

　近年、地球温ஆ化の影響による各地での異常気象や、地などの大災害に加え、新たなײછ症の発

生により、新座市においても、市民生活の基ૅとなる安全・安心な環境の実現に対する要望が高まっ

ています。こうした中、災害に強い都市ۭ間の整備（ハード面）や、地域防災力の向上（ιフト面）な

どの防災・減災対策を始めとして、ウィズコロナ、ポストコロナにおける取組を進めていく上では、

市民が安全に安心して暮らすことができる環境を確保していくことを大切にしながらまちづくりに取

り組む必要があります。

　市民生活の安全性の向上に向けては、「自助」の取組を基ૅとしながら、「互助」、「共助」、「公助」

の支え合いによる取組が重要です。今後も引き続き、地域や事業者と連携し、安全・安心なまちづく

りに取り組Μでいくことが求められます。

　また、都市インフラを始めとした、公共施設等のٺ化が全国的に問題となっています。新座市の

公共施設等の多くは整備後30年以上が経過し、更新が集中することが見ࠐまれており、公共施設等

の更新・౷廃合・長寿命化などの計画的な実施と、それに伴う財政負担のܰ減・平準化が求められます。

ୈ�ষɹ৽ࢢ࠲ͷگݱ
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ັ力的ͰॅΈ͢いまちをͭくる

　新座市の人口は長年、؇やかな増加を続けてきましたが、現状の人口動ଶのまま推移した場合には、

ক来的に人口減গが進行することが予測されています。人口減গを抑制し、持続可能なまちへの発展

につなげていくためには、首都近郊に位置する利ศ性を有しながらも自然が豊かな新座市の魅力をい

かして、市民には住み続けたいとײじてもらい、市外の人にはまちに関心を持ってもらった上で、更

には住Μでみたいと思ってもらうための取組を積ۃ的に進めることが求められます。

　このため、今後も土地区画整理事業˞の計画的な実施などにより、地域ごとの特性を౿まえながら、

に͗わいや活気を生み出す都市機能の充実や交通利ศ性の向上を図り、自然とのバランスに配ྀした

良好な住環境を創出することが重要です。

　また、ଂ野台地の強固な地൫であることに加え、東京都心との良好なアクセスや住宅ߪ入のしや

すさなど、新座市の特性を౿まえた積ۃ的なシティプロモーション˞に取り組み、特に子育てੈ代を

含むए年層をऒきつけるまちづくりを進める中で、新座市のブランド力向上を図っていくことが大き

な課題となっています。

　さらに、新ܕコロナウイルスの影響による社会変容を౿まえ、ウィズコロナ、ポストコロナ社会を

見ਾえたまちづくりを推進することが重要です。特に、国を挙げたD9˞の取組が加速化していく中、

コロナՒを経て、ෳࡶ化・多様化する市民ニーズに適切に対応するため、デジタル技術の更なる活用

により市民への利ศ性を高め、住みやすいまちを実現していく必要があります。

33



34



第̎ฤ

基本構想

第̍ষ　基本方向 P36

第̎ষ　ক来都市૾ P37

第̏ষ　基本政策 P40
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ୈ�ষɹجຊํ
　前ฤ「ং論」において整理した「まちづくりの基本的な課題」を受けて、新座市が目指すまちづくり

のࡾつの基本方向を࣍のとおり示します。

　これからの10年間は、ࡾつの基本方向を೦頭に置いた取組を進めることとしながら、࣍ষにܝげ

る「ক来都市૾」の実現を目指します。

家庭、地域、学校、行政が手を携えながら、子どもの成長を見कり、
応援するため、未来を担う子どもたちが健やかにのびのびと育つこ
とができるまちづくりを進めます。

子どもがのびのびと育つまち

「自助」、「互助」、「共助」、「公助」˞ の理೦を౿まえつつ、日々の生
活での不安を和らげ、市民一人一人が日常にせをײじながら、安
心して暮らすことができるまちづくりを進めます。

安心して暮らすことができるまち

豊かな自然と都市の利ศ性が調和した理的な住環境の中で、誰も
が誇りを持って充実した生活を送ることができる新座市ならではの
魅力があ;れるまちづくりを進めます。

住みやすく魅力的なまち
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未来もずっと
暮らしに『プラス』が生まれる

豊かなまち　新座

ୈ�ষɹকདྷ૾ࢢ
　前ষの基本方向にԊって、総合計画の目標年࣍である令和14年度（2032年度）において、本市が

目指すべきক来都市૾は、࣍のとおりとします。

　東京都心から近く、都市の利ศ性を有しながらも、市内をาけば身近に自然をײじ、ܜいのۭ間も

ซせ持つまち、新座市。

　このܙまれた環境での暮らしの中では、子育てのしやすさ、学習環境のշ適さ、地域のឺが育む安

心やに͗わいなど、新座市ならではの豊かな魅力によって、住Μでよかったと思うことができる「プ

ラス」が生まれています。

　人口減গ・গ子高齢化という全国的な問題が進行する中でも、新座市は、今ある魅力を更にຏいて

未来につな͗、これからもずっと「プラス」が生まれる人々のসإと活気にあ;れた豊かなまちであ

ることを目指します。
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ୈ�ষɹকདྷ૾ࢢ

基本政策

ক来都市૾

基本方向

まちづくりの基本的な課題

ক来都市૾の実現に向けて

基本方向のઌに見ਾえるক来૾

全ての取組を進めるに当たって
基本とする方向性

社会情や市民意識調査などを
考ྀして整理

子育てと子どもの成長を支えるまちをつくる

子どもがのびのびと育つまち

安全・安心なまちをつくる

安心して暮らすことができるまち

魅力的で住みやすいまちをつくる

住みやすく魅力的なまち

課題̍

課題̎

課題̏
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基本構の構造イメージ

未来もずっと
   暮らしに『プラス』が生まれる
       豊かなまち　新座

基本政策❶
ʦ福祉健康ʧ ΈΜなにさ͠く୭もがͤを͡ײるまち

基本政策❷
ʦ教育文化ʧ 生͖る力と生͖がいを育Ήまち

基本政策❸
ʦ都市整備ʧ ͢ら͗と利ศੑが共ଘ͢るまち

基本政策❹
ʦ市民生活ʧ に͗わいと環境が調͢るまち

基本政策❺
ʦ安全安心ʧ 安全・安心を࣮ײͰ͖るまち

基本構想の推進のために

基本政策
ক来都市૾の実現に向けて

子育てと子どもの成長を支えるまちをつくる

子どもがのびのびと育つまち

安全・安心なまちをつくる

安心して暮らすことができるまち

魅力的で住みやすいまちをつくる

住みやすく魅力的なまち
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ୈ�ষɹجຊࡦ

ɹະདྷΛ୲͏ࢠͲ͕݈͔ʹͰ͖ΔΑ͏ɺҬ͙ΔΈͰࢠҭͯΛࢧ
ԉ͢Δͱͱʹɺ҆৺ͯ͠ࢠͲΛ࢈ΈҭͯΒΕΔͮ͘ڥΓɺࢧԉ
ͷॆ࣮ΛਐΊ·͢ɻ

子ҭͯࢧԉ

ɹ߁݈͕ऀྸߴͰੜ͖͕͍Λͯͬ࣋ΒͤΔΑ͏ɺհޢ༧ɾ݈ͮ͘߁Γ
ͷॆ࣮ΛਤΔͱͱʹɺҩྍհ͕ޢඞཁʹͳͬͯॅΈ׳ΕͨҬͰ҆
৺ͯ͠ΒͤΔΑ͏แׅతͳέΞମ੍ͷॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ

ࢱऀྸߴ

ɹڞ͏߹͑ࢧʹ͍ޓੜࣾձͷ࣮͚ͯʹݱɺʮڞʹΒͨ͢Ίͷ৽ࢢ࠲ো
ԉɺ৺ͷόϦΞࢧ͚ͨʹՃࢀɺཱࣗࣾձʹجຊྫʯΛجऀ͍͕
ϑϦʔ˞Խʹͮ͘ڥ͚ͨΓΛਐΊ·͢ɻ

ো͕͍ऀࢱ

ɹੜ͍ͯͬࠔʹ׆Δํ๊͕͑Δ༷ʑͳ՝ʹରԠͰ͖ΔΑ͏ɺแׅతͳ૬
ஊମ੍ͷॆ࣮ʹΊ·͢ɻ·ͨɺੜ׆ͷ҆ఆͱཱࣗͷଅਐʹ͚ɺঢ়ଶʹ
Ԡͯ͡ඞཁͳࢧԉΛ͍ߦ·͢ɻ

生ࢧऀځࠔ׆ԉ

基本政策推進のためのࢪ策ྖ域ٴͼࢪ策ྖ域の基本方

基本政策❶ 福祉健康

ΈΜͳʹ͘͞͠
୭͕ͤΛ͡ײΔ·ͪ
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　前ষで示した「ক来都市૾」を実現するため、分野ごとの施策の大ߝとして、

基本政策を࣍のとおり示します。

　未来の新座市を、誰もがせをײじて暮らすことができるまちにするためには、一人一人が
自分を大切にしながら、互いを理解して、共に支え合う社会づくりを進めていくことが大切で
す。
　このため、いつまでも住み׳れた場所で安心して暮らすことができるよう、地域で互いに協
力して支え合うための仕組みづくりを推進します。
　また、安心して子どもを産み、成長のتびを実ײしながら子育てができる環境の整備や支援
の充実のための取組を推進します。
　さらに、誰もが生涯にわたっていきいきと自分らしくいられるよう、それͧれに適した支援
の充実を図るとともに、社会保障制度の適正な運用を推進します。

ɹࢢຽ͕৺ͱʹ݈߁Ͱ҆৺ͯ͠ΒͤΔΑ͏ɺීൃܒٴʹΑΓ݈߁
ཧҙࣝΛߴΊɺҬͰͷ݈ͮ͘߁ΓͷͨΊͷऔΛࢧԉ͢Δͱͱʹɺ
Λਪਐ͠·͢ɻۀࣄʢ݈ʣͷอ݈༧ݕ

Γͮ͘߁݈
ɾ

อ݈Ӵ生

ɹࠃຽ݈߁อ੍ݥͷ҆ఆతͳӡӦͷͨΊɺదਖ਼ͳ՝੫ٴͼऩೲͷ্
ʹΊΔͱͱʹɺ݈߁ࠪͷॆ࣮ͳͲɺඃอऀݥͷ݈߁ͷอ࣋ɾ૿ਐͷ
ͨΊͷอ݈ۀࣄͷॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ·ͨɺࢢຽͷۚडݖڅͷ֬อʹ͚
ͯɺࠃຽ੍ۚͷपΛਤΓ·͢ɻ

国ຽ݈߁อݥ
ɾ

国ຽۚ

ɹҬڞੜࣾձ˞ͷ࣮͚ͯʹݱɺؔؔػͱͷ࿈ܞΛجʹɺҬ͕ओମ
తʹҬੜ׆՝ΛѲͯ͠解ܾͰ͖Δͮ͘ڥΓΛਐΊ·͢ɻ·ͨɺؔ
՝ʹର͢Δ૬ஊମ੍ͷॆ࣮ΛਤΔͱ׆ಇͯ͠ɺ༷ʑͳҬੜڠͱؔػ
ͱʹɺแׅతͳࢧԉͷఏڙΛਐΊ·͢ɻ

地域ࢱ
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ୈ�ষɹجຊࡦ

ɹࢠͲͨͪͷ݈͔ͳͷͨΊɺՈఉɾҬͰͷֶशػձΛॆ࣮͠ɺ
ͳଓͷҭͷԁڭߍҭͱখֶڭΊΔͱͱʹɺबֶલʹ্ҭྗͷڭ
ͨΊ༮ஓԂɾอҭԂɾখֶߍͷ࿈ܞͷॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ

ब学લ教ҭ

ɹະདྷΛ୲͏ɺશͯͷࣇಐੜె͕ओମతɾରతͳਂֶ͍ͼͷࢹ͔ΒΑ
Γॆֶ࣮ͨ͠शػձ͕ಘΒΕΔΑ͏ɺڭҭ׆ಈͷ࣭ͷٴ্ͼڭҭڥͷ
උΛਤΔͱͱʹɺֶߍɾՈఉɾҬ͕Ұମͱͳͬͯ҆৺ֶͯ͠Ϳ͜ͱ͕
Ͱ͖ΔֶߍΛ࣮͠ݱ·͢ɻ

学校教ҭ

ɹ੨গͷ݈͔ͳΛଅͨ͢Ίɺ҆શɾ҆৺ͳډॴͷ֬อͱ༷ʑͳ
ֶशɾମ׆ݧಈͷػձͷॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ·ͨɺ੨গΛऔΓࣾ͘רձత
՝ͷ解ܾʹ͚ɺҬશମͰऔΓΉͮ͘ڥΓΛਐΊ·͢ɻ

੨গ݈全ҭ

ɹશͯͷਓʹੜ͖͕͍ͷ͋Δɺॆ࣮ͨ͠ੜ׆Λ࣮͢ݱΔͱͱʹɺ͋ྗ׆Δ
ҬࣾձΛ࣮͢ݱΔͨΊɺࣗൃతͳֶश׆ಈͷࢧԉֶशػձͷॆ࣮ͱֶ
शࢪઃͷඋΛਐΊΔͱͱʹɺֶशՌͷ׆用ػձͷग़ʹΊ·͢ɻ

生֔学श

基本政策推進のためのࢪ策ྖ域ٴͼࢪ策ྖ域の基本方

基本政策❷ 教育文化

ੜ͖Δྗͱੜ͖͕͍Λ
ҭΉ·ͪ
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　未来の新座市を、子どもたちが健やかに育ち、誰もが生きがいを持って暮らすことができる
まちにするためには、いつまでも自らの可能性を伸ばすことができる環境づくりを進めていく
ことが大切です。
　このため、子どもたちが、家庭や地域でのびのびと学ぶことができる機会の充実を図るとと
もに、安心して自分のক来に向かって学習できる教育環境づくりを推進します。
　また、生涯にわたって学び、その成果をいかすことができる機会の充実を図るとともに、地
域の文化資源の保存と活用に取り組みながら、文化・スポーπに親しみやすい環境づくりを推
進します。

ɹ୭͕จԽܳज़׆ಈʹࢀՃ͍͢͠ػձͷॆ࣮ΛਤΔͱͱʹɺ౷త
ͳจԽΛܧঝɾൃలͤ͞Δ·ͪͮ͘ΓΛਪਐ͠·͢ɻ·ͨɺҬͷྺ࢙త
資࢈Ͱ͋ΔจԽࡒͷอଘɾ׆用Λ௨ͯ͡ɺҬͷѪணΛҭΈ·͢ɻ

จԽܳज़

ɹ୭͕ੜ֔ʹΘͨͬͯɺ݈߁Ͱॆ࣮ͨ͠ੜ׆ΛૹΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɺ
҆શʹར用Ͱ͖ΔࢪઃͷඋࢀՃ͍͢͠ػձͷग़ʹΊΔͱͱʹɺ
εϙʔπɾϨΫϦΤʔγϣϯͷৼڵͷͨΊͷਓࡐҭɾ׆用Λਪਐ͠·͢ɻ

εϙʔπ
ɾ

レクϦΤʔγϣϯ
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ୈ�ষɹجຊࡦ

ɹࢢຽͷੜڥ׆Λʹ͗Θ͍ͱ҆શੑɺշదੑΛ݉Ͷඋ͑ͨྑͳۭؒͱ
͢ΔͨΊɺࣗવڥʹྀ͠ͳ͕Βɺ۠ըཧۀࣄ˞ͷਪਐͳͲʹΑ
Δ༗ޮͳར用ʹΊ·͢ɻ·ͨɺ·ͪͮ͘ΓʹͨͬͯɺϢχόʔ
αϧσβΠϯ˞ٴͼόϦΞϑϦʔ˞ʹྀ͠·͢ɻ

市ͮ͘Γ

ɹࢢຽͷަ௨རศੑͷ্ͷͨΊɺߴࢢమಓ̍̎߸ઢ˞ͷԆ৳࣮ݱΛ
͢ࢦͱͱʹɺطଘͷެަڞ௨ͷར用ڥͷ্ҊػͷڧԽͳ
Ͳ૯߹తͳެަڞ௨ͷػڧԽΛਪਐ͠·͢ɻ

௨ަڞެ

ɹ͋ΒΏΔੈͷํ͕ҬަྲྀͳͲͷ͍ܜͷͱͯ͠ར用Ͱ͖ΔެԂͷ
උʹΊ·͢ɻ·ͨɺࡶྛΛ࢝Ίͱ͢ΔࣗવڥΛอશ͠ɺࣗવͱௐ
ۭͨؒ͠ࢢͷߏஙΛਪਐ͠·͢ɻ

ެԂɾ地

ɹ୭͕҆શͰշదͳΒ͠ΛૹΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɺಓ࿏ɾڮྊͷඋ
ΛਐΊΔͱͱʹɺఆظతͳௐࠪʹΑΓݱঢ়Ѳ͢Δ͜ͱͰɺܭըతͳิ
मʹΑΔण໋ԽʹΊ·͢ɻ

ಓ路

基本政策推進のためのࢪ策ྖ域ٴͼࢪ策ྖ域の基本方

基本政策❸ 都市整備

͢Β͗ͱརศੑ͕
ͪ·ଘ͢Δڞ
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　未来の新座市を、誰もが身近に自然をײじながら、շ適に暮らすことができるまちにするた
めには、暮らしを支える都市機能が充実した住環境づくりを進めていくことが大切です。
　このため、地域ごとの特性に応じながら、新座市の魅力や価値を高めて更なる発展を目指す
とともに、人にも環境にもやさしい持続可能なまちの実現に向け、計画的なまちづくりを推進
します。
　また、生活の基൫となる道路の整備・充実に取り組むとともに、公共交通の更なる可能性を
求し、交通利ศ性の確保に向けた取組を推進します。
　さらに、市民のܜいの場となる公園の充実や緑地の保全に取り組むとともに、生活にܽかせ
ない水の安定した供給や߽Ӎ等の発生時も定した下水道施設の整備や維持管理を推進しま
す。

ɹՏɾਫ࿏ͷ҆શੑͷ֬อͷͨΊɺஷ ɾླਁཱྀ ઃͷઃஔͳͲӍਫྲྀग़ࢪಁ
੍Λਪਐ͠ɺ͋Θͤͯਫۭؒͱͯ͠ɺࢢຽ͕͠ΊΔΑ͏पลڥͷ
උʹΊ·͢ɻ

Տɾਫ路

ɹਫಓۀࣄͷ݈શͳܦӦΛ֬อ͢Δͱͱʹɺ҆શͰӴੜతͳਫΛ҆ఆత
ߦԽͷରԠΛٺͰ͖ΔΑ͏ɺਫ࣭อશͷͨΊͷඋઃඋͷڅڙʹ
͍·͢ɻ

上ਫಓ

ɹԼਫಓۀࣄͷ݈શͳܦӦΛ֬อ͢Δͱͱʹɺެڞ用ਫҬͷਫ࣭อશͷ
ͨΊͷඋɺ߱ӍͷہԽɾܹਙԽʹඋ͑ͨӍਫͷඋઃඋͷ
ɻ͢·͍ߦԽͷରԠΛٺ

下ਫಓ
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ୈ�ষɹجຊࡦ

ɹҬͰ͑ࢧ߹͍ͳ͕Βɺʹ͗Θ͍͋Δ·ͪͮ͘ΓΛਪਐ͢ΔͨΊɺҬ
ίϛϡχςΟͷੑ׆Խɺ෯ੈ͍͕ࣗओతͳ׆ಈʹੵۃతʹࢀՃͰ͖
Δͮ͘ڥΓΛਐΊ·͢ɻ

地域׆ಈ

ɹ๛͔ͰັྗతͳҬࡁܦΛͭ͘ΔͨΊɺۀɾۀɾۀͷৼڵॆ࣮Λ
ਤΓ·͢ɻ·ͨɺ୭͕҆৺ͯ͠ΒͤΔফඅऀඃͷͳ͍ͮ͘ڥΓʹ
ɺ૬ஊମ੍ͷॆ࣮ʹΊ·͢ɻൃܒɺใൃ৴͚

地域ࡁܦৼڵ

基本政策推進のためのࢪ策ྖ域ٴͼࢪ策ྖ域の基本方

基本政策❹ 市民生活

ʹ͗Θ͍ͱ͕ڥ
ௐ͢Δ·ͪ
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　未来の新座市を、誰もが豊かでշ適に暮らすことができるまちにするためには、人とのつな
がりをਂめ合い、に͗わいと環境が調和する地域づくりを進めていくことが大切です。
　このため、多様な主体による地域活動への支援を推進します。
　また、都市農業のৼڵや商工業者への支援を通じて、地域経済活動の活性化を図るとともに、
都市基൫の整備等を通じた新たな雇用の創出にめていきます。
　さらに、豊かな暮らしをकり࣍のੈ代へと引き継͙ため、環境保全や循環ܕ社会˞の促進に
向けた取組を推進します。

ɹΧʔϘϯχϡʔτϥϧ˞ͷ࣮͚ʹݱɺڥෛՙ͚ͨʹݮϥΠϑε
λΠϧͷߏங࠶ੜՄΤωϧΪʔ˞ͷಋೖΛਪਐ͠·͢ɻ·ͨɺ॥
ར用ͷଅਐɺ͝Έॲཧମ੍ͷॆ࣮ʹΊɺ࠶ͷݯɺ資͚ʹܗձͷࣾܕ
ΛਤΓ·͢ɻܗଓՄͳࣾձͷ࣋

อ全ڥ

ɹ৽ࢢ࠲ͷ๛͔ͳࣗવΛकΓɺྑͳੜڥ׆Λग़͢ΔͨΊɺ༷ʑͳެ
͚ʹͷอશڥͷඒԽࣗવڥదʹରԠ͢Δͱͱʹɺۙͳʹ
ͨऔΛਪਐ͠·͢ɻ

生ڥ׆
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ࡂɾফ

ɹࢢຽͷੜ໋ͱΒ͠ΛकΓɺ͍ڧʹࡂ·ͪͮ͘ΓΛਪਐ͢ΔͨΊɺࡂ
ମ੍ͷඋΛਪࡂଈԠͰ͖Δʹ࣌ੜൃࡂࡦରࡂඋ͑ͨʹ࣌ੜൃ
ਐ͠·͢ɻ
ɹࢢຽͷࡂҙࣝͷ্ΛਤΔͱͱʹɺҬʹ͓͚Δࣗओ׆ࡂಈͷ
ԽΛਤΔͱͱʹɺڧػऔΛਪਐ͠·͢ɻ·ͨɺফஂͷ͚ͨʹԽڧ
ফਫརͷॆΛਤΓ·͢ɻ

管ཧػة

基本政策推進のためのࢪ策ྖ域ٴͼࢪ策ྖ域の基本方

基本政策❺ 安全安心

҆શɾ҆৺Λ
ͪ·Ͱ͖Δײ࣮
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　未来の新座市を、誰もがԺやかにসإで暮らすことができるまちにするためには、日々の暮
らしの中で安全・安心を実ײできる環境づくりを進めていくことが大切です。
　このため、災害への備えを充実させ、ඃ害を最小限に抑えられるよう、自助・互助・共助・公
助˞の役割を౿まえたそれͧれの主体の連携による地域防災力の強化を推進します。
　また、൜ࡑなどの日常生活における様々な不安の解消に向けた取組を推進し、市民の平Ժな
暮らしをकります。

൜

ɹଟ༷ԽɾෳࡶԽ͢Δ൜͔ࡑΒࢢຽͷฏԺͳΒ͠ΛकΔͨΊɺ൜ʹର͢ΔҙࣝൃܒҬʹ͓͚
Δ൜׆ಈͷॆ࣮ΛਤΔͱͱʹɺࢢຽɺߦɺܯͷ࿈ܞΛڧԽ͠ɺ൜ࡑͷͳ͍҆શͰ҆৺ͳ·ͪ
ͮ͘ΓΛਐΊ·͢ɻ

管ཧػة

ɹେنͳނࣄɾ݅ࣄɺྗࣄܸ߈ଶɺ৽ͨͳײછͳͲͷࣄػة͕ଟ༷Խ͢ΔதɺඃΛܰ͠ݮ
ຽͷੜࢢ ɾ໋ମɾ࢈ࡒΛकΔͨΊʹɺ૯߹తͳػةཧମ੍Λߏங͠·͢ɻ
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ɹࢢຽΛ࢝Ίɺ֤छஂମຽؒۀاͳͲͷଟ༷ͳओମͱߦ͕࿈͠ܞɺͦ
ΕͧΕ͕ͭ࣋ΞΠσΞϊϋɺྗ׆ͱ͍ͬͨ資ݯΛେ͍ʹ׆用͠ͳ͕
Βɺ·ͪͷൃల՝解ܾʹڞʹऔΓΜͰ͍ ʮ͘ڞͷ·ͪͮ͘ΓʯΛ
ɺ֤छऔΛਪਐ͠·͢ɻ͛ܝͱͯ࢟͠ຊجͷࢢ

のまͪͮ͘Γڞ

ɹࢢຽҰਓҰਓͷਓݖΛଚॏ͠ͳ͕Βɺ͍ޓͷଟ༷ੑΛೝΊ߹͏ΠϯΫ
ϧʔγϒࣾձ˞ͷ࣮ݱΛ͠ࢦɺ༷ʑͳਓݖʹର͢Δਖ਼͍͠ཧ解ͱೝ
ࣝΛਂΊΔऔΛਐΊɺ୭͕ࣗΒ͘͠׆༂Ͱ͖Δͮ͘ڥΓΛਪਐ͠
·͢ɻ

人ݖ

ɹ༷ʑͳϝσΟΞΛ׆用͠ͳ͕ΒɺຊࢢͷັྗΛੵۃతʹࢢ֎ʹൃ৴͠ɺ
ΓʢγϏοΫϓϥΠυ˞ʣͷৢΛਤΔͱͱʹɺތຽͷ·ͪͷѪணࢢ
ઓུతʹࢢ֎ʹ͓͚ΔຊࢢͷೝΛ্ͤ͞Δ͜ͱͰɺఆॅਓޱަྲྀ
ਓޱͷ֦େΛਤΓ·͢ɻ

γςΟ
ϓϩϞʔγϣϯ

基本構想推進のためのࢪ策ྖ域ٴͼࢪ策ྖ域の基本方

ʹͷਪਐͷͨΊߏຊج
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　未来の新座市が、持続可能なまちとして発展していくためには、̨̙̜͂˞がܝげるゴール
を意識しながら、基本政策としてܝげた目標を着実に推進していく必要があります。
　このため、未来の新座市を、市民を始めとする様々な主体と共に創っていくという認識の下、
まちづくりのプロセスの共有を図りつつ、それͧれの主体の視点や価値؍をいかしながら、各
種取組を推進します。
　また、市民一人一人の人権をଚ重しながら、それͧれが持つ多様性を認め合うことができる
意識のৢ成に向けた取組を推進します。さらに、新座市の魅力を市内外に発信し、効果的にシ
ティプロモーション˞を展開します。
　市政運営に当たっては、時代にଈした行政運営の効率化・高度化を図るとともに、ক来を見
ਾえた公共施設等の適正な管理を推進します。また、財源の確保や事業の見直しを通じて財政
の健全化を進め、新座市の発展に向けてバランスに配ྀした財政運営を推進します。

ɹকདྷʹΘͨΔ࣋ଓՄͳ·ͪͷ࣮͚ͯʹݱɺࣾձঢ়گࢢຽχʔζͷ
มԽʹରԠ͢ΔͨΊɺৗʹมֵͷࢹΛͪ࣋ͳ͕Βɺ̞̘̩˞ͷར׆用ଅ
ਐʹΑΔߦαʔϏεͷσδλϧԽΛਤΔͳͲɺઓུత͔ͭޮతͳߦ
ӡӦΛ͍ߦ·͢ɻ
ɹࢢ੫ͷࣗओݯࡒͷ֬อडӹऀෛ୲ͷదਖ਼ԽͳͲΛ௨ͯ͡ɺࡀೖن
ʹԠͨ͡ࡀग़ߏͷసΛਤΓɺ݈શͳࡒӡӦΛ͍ߦ·͢ɻ
ɹެࢪڞઃΛҡ࣋ཧ͍ͯͨ͘͠Ίɺকདྷతͳݟ௨࣌͠ͷχʔζΛ౿
·͑ͨదਖ਼ஔෳ߹ԽΛਐΊɺࡒෛ୲ͷฏ४ԽΛਤΓͳ͕Βɺܭըత
ͳͯݐସ͑ɺվमٴͼ౷ഇ߹Λ͍ߦ·͢ɻ
ɹٸͳࣾձڥͷมԽʹॊೈ͔ͭػಈతʹରԠͰ͖ΔࢢӡӦΛͨ͏ߦ
Ίɺ৬һͷదਖ਼ཧͷԼɺ৬һ ɾྗ৫ྗͷޮՌతͳ্ΛਐΊ·͢ɻ

ӡӦࡒߦ
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画૾提供　金ࢁ平林ࣉ
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第3ฤ

前期基本計画

第̍ষ　基本政策❶　福祉健康 P56

第̎ষ　基本政策❷　教育文化 P74

第̏ষ　基本政策❸　都市整備 P90

第̐ষ　基本政策❹　市民生活 P106

第̑ষ　基本政策❺　安全安心 P118

第̒ষ　基本構の推進のために P124
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　日本ではॾ外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。新座市においても高齢者人口
は増加し続け、ซせて高齢者数の伸びを上回るϖースで要支援・要介護高齢者や認知症高齢者が増
加していくことが予測されています。また、単身ੈ帯や高齢者のみੈ帯の増加も見ࠐまれることか
ら、高齢者のଚݫの保持と自立生活を支援することも含め、団մのੈ代が75歳以上となる令和7年

（2025年）に向け、様々な施策の充実が必要となっています。

　支援や介護を必要とする高齢者が安心して暮らしていくことができるよう、新座市では日常生活
圏域6圏域に、8か所の高齢者相談センター（地域包括支援センター˞）を設置しています。今後に
ついても、地域における介護サービス基൫の整備や介護サービスのより一層の充実に取り組Μでい
くことが求められます。

　人生100年時代˞を迎え、健康寿命を延伸するため、高齢者の介護予防・健康づくりを推進する
ことが重要です。高齢者の有病率は高く、ૣ期発見・ૣ期対応とともに、重症化予防が課題となっ
ています。また、生活機能もٸ速に低下するため、高齢者がࢀ加しやすい通いの場の֦大や、フレ
イル対策を含めたプログラϜの充実も課題となっています。

　高齢期をいきいきと過ごすことができるよう、人福祉センターや高齢者いきいき広場などを拠
点として、高齢者による趣味や生涯学習、健康づくりなどの多様な活動が行われています。今後も、
こうした高齢者の社会ࢀ加の機会を充実させていく必要があります。

62

本ฤの見方

基
本
政
策

福
祉
健
康

１

基
本
政
策

福
祉
健
康

１




˞

 ˞



第２節ࢱऀྸߴ
⁞�ࡦຊج

人福祉センター利༻者

高齢者相談センター
（地域包括支援センター）利༻݅

ཁհ護認定率

成年後見制度利༻݅

策１　高齢者福祉のॆ࣮ࢪ

❶ 地域包括ケアシステム˞のॆ ・࣮推進
と高齢者の権利擁護˞の推進
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❷ 高齢者の社会ࢀՃと健康づくりの推進










❸ հ護サービスのॆ࣮と基൫の整備
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関連する
SDGs

人福祉センター利༻者

高齢者相談センター
（地域包括支援センター）利༻݅

ཁհ護認定率

成年後見制度利༻݅

策１　高齢者福祉のॆ࣮ࢪ

❶ 地域包括ケアシステム˞のॆ ・࣮推進
と高齢者の権利擁護˞の推進
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❷ 高齢者の社会ࢀՃと健康づくりの推進










❸ հ護サービスのॆ࣮と基൫の整備
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人福祉センター利༻者

高齢者相談センター
（地域包括支援センター）利༻݅

ཁհ護認定率

成年後見制度利༻݅

策１　高齢者福祉のॆ࣮ࢪ

❶ 地域包括ケアシステム˞のॆ ・࣮推進
と高齢者の権利擁護˞の推進









˞ ˞

❷ 高齢者の社会ࢀՃと健康づくりの推進










❸ հ護サービスのॆ࣮と基൫の整備






  況と課題ݱ

Ҭʹؔ͢Δࣾձྖࡦࢪ
ঢ়گɺࠃɾ࡛ݝۄͷಈ
·ͷऔΛ౿ࢢɺຊ
ͪ·ͷޙࠓͱگݱͨ͑
ͮ͘Γʹ͚ͨओཁ՝
Λ͍ࣔͯ͠·͢ɻ

Ҭͷ໊শΛࣔ͠ྖࡦࢪ
͍ͯ·͢ɻ

ؔ࿈͢Δ4%(Tͷΰʔ
ϧʢඪʣͷΞΠίϯ
Λද͍ࣔͯ͠·͢ɻ
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ɹ	 ㅡ৽ऀྸߴࢢ࠲ࢱ計画ɾ৽ࢢ࠲հޢอۀࣄݥ計画ୈ̔ظ計画

74,885人 104,363人

人福祉センター利༻者

16,245件 23,800件

高齢者相談センター
（地域包括支援センター）利༻݅

13.2ˋ 13.2％

ཁհ護認定率

245件 345件

成年後見制度利༻݅

  

❶ 地域包括ケアシステム˞のॆ ・࣮推進
と高齢者の権利擁護˞の推進

　高齢者が住み׳れた地域で自分らしく生活
ができるよう、介護予防・介護度の重度化防
止に向け、地域福祉活動との連携強化や保健・
医療・福祉の連携強化に取り組み、高齢者相
談センター（地域包括支援センター）を核と
した包括的な地域ケア体制の更なる充実を進
めます。

　医療と介護の両方を必要とする高齢者に、
在宅医療と介護を一体的に提供することがで
きるよう、関係機関との連携を推進します。

　認知症の予防からૣ期発見、意識ܒ発に取
り組み、認知症の方や家族を地域全体で見क
る地域づくりを推進します。また、認知症に
なっても本人の意思がଚ重された生活を送る
ことができるよう、医療・介護・生活支援サー
ビスが連携したネットワークを形成します。

　支援や介護を必要とする高齢者が安心して
地域で暮らしていくことができるよう、日常
生活自立支援事業˞の利用や成年後見制度
の周知及び利用の促進にめるとともに、権
利擁護における相談の充実を図ります。また、
高齢者虐待の防止やૣ期発見のため、地域に
おける関係者のネットワークづくりを進めま
す。

❷ 高齢者の社会ࢀՃと健康づくりの推進
　高齢者の生きがいや就労につながるよう、

地域ボランティア活動などの機会の提供を進
めるとともに、シルバー人ࡐセンターの機能
の充実を積ۃ的に支援し、高齢者が就労しや
すい環境の整備を図ります。

　市内大学などとも連携しながら生涯学習・
スポーπ活動や多様な交流活動の機会の充実
にめます。

　高齢者が主体的に社会ࢀ加に取り組み、社
会的役割や生きがいを持つことが介護予防に
つながることから、高齢者自身が様々な担い
手として地域で活躍できる仕組みの整備を進
めます。

　高齢者の心身の健康保持を図るため、介護
予防等自主的な取組を行う高齢者の通いの場
を֦充するとともに、個人でもできるフレイ
ル対策の取組を推進します。

 高齢者を対象とする医療制度の円な運営
にめるとともに、予防医療の充実を図ります。

❸ հ護サービスのॆ࣮と基൫の整備
　介護保険事業計画に基づき、支援や介護を

必要とする高齢者が安心して暮らしていくこ
とができるよう、引き続き介護サービス基൫
の整備や介護サービスの充実を図ります。

　ͻとり暮らし高齢者や認知症高齢者に対す
るサービス充実のため、認知症対応ܕ通所介
護、小規模多機能ܕ居宅介護など、地域ີ着
。サービスの充実にめますܕ

　介護人福祉施設や介護人保健施設を運
営する事業者に対して支援を進めます。
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人福祉センター利༻者

高齢者相談センター
（地域包括支援センター）利༻݅

ཁհ護認定率

成年後見制度利༻݅

策１　高齢者福祉のॆ࣮ࢪ

❶ 地域包括ケアシステム˞のॆ ・࣮推進
と高齢者の権利擁護˞の推進








地域で暮らしていくことができるよう、日常

˞の利用や成年後見制度˞

❷ 高齢者の社会ࢀՃと健康づくりの推進
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,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　高齢者福祉のॆ࣮ࢪ

❶ 地域包括ケアシステム˞のॆ ・࣮推進
と高齢者の権利擁護˞の推進
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　গ子化は社会経済に構造的な変化をもたらすため、զが国全体の課題となっています。また、核
家族化の進行や地域コミュニティのرബ化などによって、子育てに不安や負担をײじる保護者もগ
なくありませΜ。そのため、身近で包括的な相談ができる場をつくるとともに、子育ての仲間づく
りを通じて、地域全体で子育てに取り組Μでいくことが求められています。

　国では、令和5年（2023年）4月にこども家庭庁˞を創設し、子どもに関する政策を更に推し進め
ていくこととしており、全ての子どもが分け隔てなく、健やかに成長できる環境を整備し、関係機
関の一層の連携による切れ目のない支援に取り組Μでいくことが求められています。

　こども基本法が令和5年（2023年）4月に施行され、子どもを社会の中心にਾえ、常に子どもの
最善の利益を優ઌして考える社会にしていくことが求められています。

　新座市では、子ども・子育て支援事業計画を策定し、子育て支援の充実に取り組み、一定の成果
を上げてきました。今後も教育・保育の提供と地域の実情に応じた子ども・子育て支援の取組の一層
の充実が必要です。

　子どもの権利をଚ重し保護するため、関係機関との連携をਂめながら、児童相談の充実を図り、
児童虐待の未然防止や、ૣ期発見とૣ期対応の体制を強化していくことが課題となっています。

　生まれ育った環境にかかわらず、子どもが元気に成長できるよう、家庭に対する支援が必要となっ
ています。特に、子育てと生計の維持を一人で担わなければならないͻとり親家庭に向け、支援制
度の充実が求められています

ԉ第１節ࢧҭͯࢠ
⁞�ࡦຊج

関連する
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ओなࢪ策ల։  

❶ こども基本๏の基本理೦に基づいた
策の推進ࢪ

 のਪਐʹͨͬͯࡦࢪͲʹؔΘΔࢠ
ɺࢠͲのҙݟද໌ɾࢀ画のػ会の֬
อΛਤΓɺҙݟΛଚॏ͠ɺࢠͲの࠷ળ
のརӹΛ༏ઌྀͯ͢͠ߟΔΑ͏Ί·͢ɻ

❷ 地域に͓͚る子育て支援のॆ࣮
 ࣄԉࢧҭͯࢠ設Ҭのࢪҭɾอҭڭ
ॴࢢར༻Ͱ͖ΔΑ͏ɺʹͳͲΛԁۀ
૭ޱɺอ݈ηϯλʔҬࢠҭͯࢧԉڌ
ͳͲʹ͓͚Δใఏػڙ૬ஊମ੍
のॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ

 ৷͔Βग़࢈ɺࢠҭͯظ·ͰΕの
ͳ͍ࢧԉΛ͍ߦɺࢠอ݈ۀࣄɺࢠҭͯ
ҭࢠͳͲɺݣԉϗʔϜϔϧύʔ˞のࢧ
ͯՈఉのࢧԉΛਪਐ͠·͢ɻ

 ҬશମͰࢠҭͯΛࢧԉ͢ΔͨΊɺ
Ҭࢠҭͯࢧԉڌۀࣄ˞ɺϑΝϛϦʔɾ
αϙʔτɾηϯλʔ˞ۀࣄͳͲΛల։͠
·͢ɻ·ͨɺҬؔؔػͱ࿈͠ܞɺ
ҭͯϘϥࢠҭͯαʔΫϧɺࢠຽʹΑΔࢢ
ϯςΟΞɺ/10ͳͲの׆ಈのߋͳΔࢧ
ԉʹΊΔͱͱʹɺͦのωοτϫʔΫ
ͮ͘ΓΛਐΊ·͢ɻ

 ࢠͰָ݈͘͠શʹ༡Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ͱͯ͠ɺࣇಐηϯλʔのॆ࣮ΛਤΔͱ
ͱʹɺ৽ͨͳࢪ設の設置の֬อʹ
ɻ͢·͠౼ݕ͚ͯ

 ৺のൃୡʹΕ৺͕͋ΔͱࢥΘ
ΕΔࣇಐٴͼͦのอऀޢʹର͠ɺࣇಐൃ
ୡࢧԉηϯλʔΛத৺ʹɺྍҭ（ൃୡࢧ
ԉ）ٴͼ૬ஊΛ࢝Ίͱͨ͠ࢧԉのॆ࣮Λ
ਤΓ·͢ɻ

 ෆෆҭのࢧԉͳͲɺগࢠԽର
ɻ͢·͠ࢪΛ࣮ࡦ

策１　子ども・子育て支援のॆ࣮ࢪ

新座市児童センター

新座市児童発達支援センター
「アシタエール」
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ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	ㅡୈ̎࣍৽ࢠࢢ࠲Ͳɾࢠҭͯࢧԉۀࣄ計画

63,813人 84,760人

子育て支援センター
利༻者

5人 0人

保育所の機ࣇಐ

94ˋ 100％

アシタエールの支援にର͢るຬ度
（ରɿ通所利༻ࣇの保護者）

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

❸ 保育環境のॆ࣮
 ೖॴࣇػಐのղফʹ͚ɺطଘのࢪ
設Ͱੜ͍ͯ͡Δอҭ࢜ෆのղফٴͼ༮
ஓԂʹ͓͚Δؒ࣌༬͔Γอҭۀࣄのਪ
ਐΛਤΓ·͢ɻ·ͨɺࣇػಐのঢ়گʹ
Ԡͯ͡ೝՄอҭԂのࢪ設උΛࢧԉ͠
·͢ɻ

 Ұ࣌อҭɺٳอҭɺো͕͍ࣇอҭ
පࣇɾපࣇޙอҭͳͲのॆ࣮ΛਤΓ·͢ɻ

 ์՝ࣇޙಐอҭࣨの͍͋ڱԽのղফʹ
Ҿ͖ଓ͖औΓΉͱͱʹɺࢠͲの์
՝ډޙॴͮ͘Γۀࣄ（ίίϑϨϯυ）˞
ͱ࿈ܞΛਤΓɺ์՝ޙのࢠͲ͕ͨͪ҆
৺ͯ͠ա͢͜͝ͱのͰ͖Δډॴͮ͘Γ
Λਪਐ͠·͢ɻ

 อҭࢪ設ٴͼ์՝ࣇޙಐอҭࣨʹ͓͚
Δอҭの࣭Λ֬อ͢ΔͨΊɺอҭٴ࢜ͼ
Ί·͢ɻʹ্࣭ࢿԉһのࢧ

❹ 子どもの権利擁護˞の推進
 のͨΊݟൃظɾૣࢭのະવٮಐࣇ
ʹɺࢠͲՈఉ総合ࢧԉڌ˞ʹ͓͍ͯ
ɺదͳൃܒɺ૬ஊ͠ܞͱ࿈ؔػؔ
ใڞ༗ͳͲʹऔΓΈ·͢ɻ

 ֤Ոఉのࣄʹ͔͔ΘΒͣɺશͯの
Ͳ͕݈͔ʹҭͭ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɺࢠ
ٴཬ੍ʹ͍ͭͯのීࢭٮಐࣇ
Ί·͢ɻʹൃܒ

❺ 経済的支援のॆ࣮
 ΛਤΔͨΊɺݮҭͯʹؔ͢Δෛ୲ܰࢠ
͠ࢪಠࣗの͜ͲҩྍඅのແྉԽΛ࣮ࢢ
·͢ɻ

 ೕ༮ࣇҩྍඅͳͲのࢠҭͯՈఉʹର͢
Δࡁܦతࢧԉのॆ࣮ʹ͍ͭͯɺࠃɾݝʹ
తʹಇֻ͖͚·͢ɻۃੵ

 ͻとり家庭福祉のॆ࣮
 ͻͱΓՈఉの࣮ʹԠͯ͡త֬ʹରԠ
͠ɺ͖Ί͔ࡉͳॿݴใఏڙΛ͍ߦ·͢ɻ

 ͻͱΓՈఉのࡁܦతͳཱࣗΛଅਐ͢Δ
ͨΊɺ֤छࢧԉ੍のར༻Λಇֻ͖͚ͳ͕
Βɺؔؔػͱ࿈ͯ͠ܞब࿑Λࢧԉ͠·͢ɻ

第１節جຊࡦ�⁞ ԉࢧҭͯࢠ

第四์課後児童保育室
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　日本ではॾ外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。新座市においても高齢者人口
は増加し続け、ซせて高齢者数の伸びを上回るϖースで要支援・要介護高齢者や認知症高齢者が増
加していくことが予測されています。また、単身ੈ帯や高齢者のみੈ帯の増加も見ࠐまれることか
ら、高齢者のଚݫの保持と自立生活を支援することも含め、団մのੈ代が75歳以上となる令和7年

（2025年）に向け、様々な施策の充実が必要となっています。

　支援や介護を必要とする高齢者が安心して暮らしていくことができるよう、新座市では日常生活
圏域6圏域に、8か所の高齢者相談センター（地域包括支援センター˞）を設置しています。今後に
ついても、地域における介護サービス基൫の整備や介護サービスのより一層の充実に取り組Μでい
くことが求められます。

　人生100年時代˞を迎え、健康寿命を延伸するため、高齢者の介護予防・健康づくりを推進する
ことが重要です。高齢者の有病率は高く、ૣ期発見・ૣ期対応とともに、重症化予防が課題となっ
ています。また、生活機能もٸ速に低下するため、高齢者がࢀ加しやすい通いの場の֦大や、フレ
イル対策を含めたプログラϜの充実も課題となっています。

　高齢期をいきいきと過ごすことができるよう、人福祉センターや高齢者いきいき広場などを拠
点として、高齢者による趣味や生涯学習、健康づくりなどの多様な活動が行われています。今後も、
こうした高齢者の社会ࢀ加の機会を充実させていく必要があります。

第２節ࢱऀྸߴ
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ऀྸߴࢢ࠲ࢱ計画ɾ৽ࢢ࠲հޢอۀࣄݥ計画ୈ̔ظ計画

74,885人 104,363人

人福祉センター利༻者

16,245件 23,800件

高齢者相談センター
（地域包括支援センター）利༻݅

13.2ˋ 13.2％

ཁհ護認定率

245件 345件

成年後見制度利༻݅

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　高齢者福祉のॆ࣮ࢪ

❶ 地域包括ケアシステム˞のॆ ・࣮推進
と高齢者の権利擁護˞の推進

　高齢者が住み׳れた地域で自分らしく生活
ができるよう、介護予防・介護度の重度化防
止に向け、地域福祉活動との連携強化や保健・
医療・福祉の連携強化に取り組み、高齢者相
談センター（地域包括支援センター）を核と
した包括的な地域ケア体制の更なる充実を進
めます。

　医療と介護の両方を必要とする高齢者に、
在宅医療と介護を一体的に提供することがで
きるよう、関係機関との連携を推進します。

　認知症の予防からૣ期発見、意識ܒ発に取
り組み、認知症の方や家族を地域全体で見क
る地域づくりを推進します。また、認知症に
なっても本人の意思がଚ重された生活を送る
ことができるよう、医療・介護・生活支援サー
ビスが連携したネットワークを形成します。

　支援や介護を必要とする高齢者が安心して
地域で暮らしていくことができるよう、日常
生活自立支援事業˞の利用や成年後見制度˞

の周知及び利用の促進にめるとともに、権
利擁護における相談の充実を図ります。また、
高齢者虐待の防止やૣ期発見のため、地域に
おける関係者のネットワークづくりを進めま
す。

❷ 高齢者の社会ࢀՃと健康づくりの推進
　高齢者の生きがいや就労につながるよう、

地域ボランティア活動などの機会の提供を進
めるとともに、シルバー人ࡐセンターの機能
の充実を積ۃ的に支援し、高齢者が就労しや
すい環境の整備を図ります。

　市内大学などとも連携しながら生涯学習・
スポーπ活動や多様な交流活動の機会の充実
にめます。

　高齢者が主体的に社会ࢀ加に取り組み、社
会的役割や生きがいを持つことが介護予防に
つながることから、高齢者自身が様々な担い
手として地域で活躍できる仕組みの整備を進
めます。

　高齢者の心身の健康保持を図るため、介護
予防等自主的な取組を行う高齢者の通いの場
を֦充するとともに、個人でもできるフレイ
ル対策の取組を推進します。

 高齢者を対象とする医療制度の円な運営
にめるとともに、予防医療の充実を図ります。

❸ հ護サービスのॆ࣮と基൫の整備
　介護保険事業計画に基づき、支援や介護を

必要とする高齢者が安心して暮らしていくこ
とができるよう、引き続き介護サービス基൫
の整備や介護サービスの充実を図ります。

　ͻとり暮らし高齢者や認知症高齢者に対す
るサービス充実のため、認知症対応ܕ通所介
護、小規模多機能ܕ居宅介護など、地域ີ着
。サービスの充実にめますܕ

　介護人福祉施設や介護人保健施設を運
営する事業者に対して支援を進めます。
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　新座市では、ノーマライゼーション˞の理೦の下、障がいのある人もない人も分け隔てられるこ
となく互いに人֨と個性をଚ重し合いながら共に暮らすことができる地域社会の実現を目指して、

「共に暮らすための新座市障がい者基本条例」を定めています。

　障害者総合支援法では、共生社会の実現に向けて、日常生活や社会ࢀ加に対する支援を総合的か
つ計画的に行うことが求められています。

　共生社会の実現のためには、障がい者が地域社会で安心して暮らすことができるよう、それͧれ
の障がいの状ଶに応じた相談・情報提供や在宅福祉サービスの充実が求められます。

　障害者差別解消法に基づき、合理的配ྀについて国や地方公共団体等の行政機関に提供が義務付
けられるとともに、民間事業者に対しては提供の力義務が課せられることとなりました。

　障がい者の社会ࢀ加の推進のため、就労、生涯学習、教育等の環境を整備するとともに、障がい
者の移動に係る支援等の充実も必要です。

　障がいに対する理解不やภ見を解消する取組に加え、権利擁護˞の推進、誰もが不ศなく外出
できるバリアフリー˞のまちづくりも課題となっています。

ো͕͍ऀࢱ第３節
⁞�ࡦຊج

関連する
SDGs

  況と課題ݱ
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡୈ̑࣍৽ࢢ࠲ো͕͍ऀجຊ計画
ㅡୈ̒ظ৽ࢢ࠲ো͕͍ࢱ計画ɾୈ̎ظ৽ࢢ࠲ো͕͍ࣇࢱ計画

2,479件 3,222件

基幹相談支援センター相談݅

27人 51人

ब࿑定ண支援の利༻者

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　障がい者福祉のॆ࣮ࢪ

❶ ここΖのバリアフリー化の推進
　市民一人一人の障がいに対する理解と認

識をਂめるため、学校や৬場、地域社会など、
様々な場におけるܒ発活動や障がい当事者及
び関係機関等が行う福祉教育の充実にめま
す。また、障がいの有ແにかかわらず、地域
で支え合うことができるよう、地域における
様々な団体等と連携したܒ発活動にめます。

　障がい者のスポーπ・文化活動の重要性を
౿まえ、機会の充実を図るとともに、ࢀ加の
֦大に向けて広く周知します。これらの機会
を通じて、障がい者同士、障がいのある人と
ない人が互いに理解をਂめていくことができ
るよう、交流活動の充実にめます。

　発達障がいのૣ期発見とૣ期療育にめ、
保護者や保育士、教৬員、支援員等の障がい
に対する理解や意識の向上を図ります。また、
保護者に対し、様々な教育の場を選択するた
めの情報を提供します。

❷ 生活環境のバリアフリー化の推進
　平常時の利用だけでなく、災害時やٸۓ時

にも対応できるよう、誰もが利用しやすい公
共施設の整備や移動手段のバリアフリー化を
進めます。

❸ 福祉サービス推進のための環境のॆ࣮
　障がい者やその家族のニーズに対応した適

切なサービスを提供できるよう、相談機能、
情報提供機能の充実にめます。地域におけ
る相談支援の中核的な役割を担う機関として、
相談支援に関する業務を総合的に行う基װ相
談支援センター˞の機能の充実を図るととも
に、その周知にめます。

　充実した福祉サービスが提供できるよう、
相談支援事業所と連携し、相談支援やサービ
スの質の向上を図ります。

　障がい者の地域における日中活動や生活の

場として障がい福祉サービス事業所等の充実
を図ります。

　障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」を
見ਾえ、居住支援のための機能を地域全体で
支えるため、地域生活支援拠点等の整備を図
ります。

❹ 自立と社会ࢀՃの支援
　知的障がい、精神障がいなどにより判断能

力が十分でない人が、不利益を受けずに日常
生活を送ることができるよう、成年後見制度˞

等の周知を図り、適切な制度利用につなげる
とともに、障がい者本人の意思決定のଚ重や
権利擁護の推進にめます。

　障がいを理由とする差別解消の推進、社会
的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配
ྀの提供について、周知にめます。

　障がい者自らが、その意欲と能力、適性に
応じて৬業生活を設計・選択できるよう、障
がい者就労支援センターが様々な関係機関と
連携し、৬場での定着に向けて支援します。

　障がい者福祉施設利用者の工向上のため
に、障がい者施設等からの物品等の調達を推
進します。

❺ 保健とリϋビリテーションのॆ࣮
　日常生活及び保育・教育の場において医療

的ケアを必要とする子どもが適切な支援を受
けることができるよう、地域生活支援の向上
を図るための協議の場の充実を図ります。

　障がい者がリハビリテーションや自立に向
けた܇練を円に利用できるよう、情報収集
や医療・保健・福祉・教育など関係機関との連
携を進めます。

 生活向上のための経済的支援
 障がい者やその家族の経済的負担をܰ減す

るため、引き続き、福祉手当の支給や医療費
の助成を行うとともに、制度の周知にめます。
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　զが国では現在、高齢化が進み、パートタイϜ労働者・ݣ労働者等が増加しており、こうした
ことが生活困窮にؕる要因にもなっていると考えられます。また、単身ੈ帯の増加や核家族化の更
なる進行などにより、かつてのような親族による支え合いを過度に期待するのは難しい状況になり
つつあります。こうした中、平成27年（2015年）に「生活困窮者自立支援法」が施行され、生活保
護に至る前の段֊における自立支援策の強化が図られています。

　生活困窮者の๊える課題は、経済的困窮を始めとして、就労活動困難、病気、住まいの不安定や
債務問題など多ذにわたり、ෳࡶかつ多様化しています。

　平成20年度（2008年度）に1ɽ14ˋであった新座市の生活保護率は、高い割合で推移し、令和3
年度（2021年度）には1ɽ62ˋとなっています。また、ඃ保護ੈ帯の構成割合では、高齢者ੈ帯の
割合が50ˋを超えています。このため引き続き、生活困窮者などに対して一人一人の状況に合わ
せた支援を充実させ、生活の安定と自立を促していくことが重要です。

　ඃ保護ੈ帯に対しては、制度に基づいた適正な支援を行うとともに、経済的自立を促すため、就
労の支援に取り組むほか、適切な医療や介護に結び付けていくことも求められます。また、いわゆ
る貧困の連の防止に向けた対策の充実も課題です。

ੜࢧऀځࠔ׆ԉ第４節
⁞�ࡦຊج

関連する
SDGs

  況と課題ݱ
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ओなࢪ策ల։  

6ੈ帯 8世帯

ब࿑ࢦಋにΑり保護ഇࢭ
となったੈଳ（自立ੈଳ）

24.4ˋ 33.0％

ब࿑支援にΑり
ब࿑を։࢝͠た人のׂ合

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

者支援のॆ࣮ځࠔ策１　生活ࢪ

❶ 相談ମ制のॆ࣮
　生活困窮者の生活安定と自立を支援す

るため、関係機関や団体との連携をີに
し、相談体制の充実を図るとともに、ケー
スワーカーなどの৬員の育成・確保や資
質の向上にめます。

　ෳࡶかつ多様化している生活困窮者の
有する課題に対応するため、就労、家計
など様々な面の自立に向けた包括的な相
談・支援体制の整備にめます。

❷ 自立と生活の支援
　生活困窮者の支援に当たっては、一人

一人の状況に応じたプランを࡞成し、経
済的な自立のみならず日常生活自立や社
会生活自立など本人の状ଶに応じた支援
を行います。

　生活保護の実施に当たっては、日本国
法第25条の理೦に基づく、健康で文ݑ
化的な最低限度の生活を保障するととも
に、ඃ保護者の能力や置かれた環境に応
じて、自立に向けた支援を行います。

　貧困の連を防止する؍点から、ඃ保
護ੈ帯等の子どもがいるੈ帯に対して学
習支援に加え、生活習׳や育成環境の改
善に向けて必要な支援を強化します。

　中国残ཹ人等に対して、後の生活
安定など地域でその人らしい暮らしを実
現するための生活支援を行います。

アスポート事業（学習支援）イメージ
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　զが国では近年、平均寿命が伸びる一方、個人の生活習׳や労働環境などの社会構造の変化によ
り、がΜ、ଔ中、尿病などの生活習׳病や「うつ病」などの精神疾ױが増加しています。

　新ܕコロナウイルスは、人々の健康や生命をڴかすとともに、医療提供体制に大きな影響を与え
ました。新たなײછ症に対応するため、情報収集を進めるとともに、市民の意識ܒ発を図るなど、
更なる対策が求められています。

　社会的な健康志向が高まる中で、健康づくりは市民一人一人の多種多様で、主体的・継続的な取
組とともに、保健・医療・福祉の関係機関や、住民組織との連携による情報提供や活動支援が重要です。

　健康教室や健康相談、検（健）、予防接種など、市民の健康管理・健康増進の拠点である保健セ
ンターについては、機能強化・サービス向上を図るとともに、保健ࢣ、助産、ࢣ護ࢣ、管理ӫ養士、
。確保が求められていますࡐ科Ӵ生士などの専門৬の人ࣃ

　地域医療については、朝霞地区四市及び朝霞地区医ࢣ会等の関係機関と連携し、ٳ日・間のྠ
番制の実施、小児ٸٹ医療体制の整備等、医療体制の確保にめており、今後も効果的な連携の促
進が必要です。

Γɾอ݈Ӵੜ第５節ͮ͘߁݈
⁞�ࡦຊج

関連する
SDGs

  況と課題ݱ
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡୈ͖͍͖͍࣍�৽࠲��ϓϥϯ（ୈ࣍�৽ͮ͘߁݈ࢢ࠲Γߦಈ計画ɾ
৽ࢢ࠲৯ҭਪਐ計画ɾ৽ࣃࢢ࠲Պߢޱอ݈ਪਐ計画）
ㅡ৽͍ࢢ࠲のͪ͑ࢧΔࣗࡴରࡦ計画

95ˋ 100％

子健康खா交時の්の
状況Ѳ率

ңがΜ 16.9ˋ
ೕがΜ 21.8ˋ
子ٶᰍがΜ 18.5ˋ 50％
大がΜ 20.7ˋ
ഏがΜ 23.6ˋ

がΜݕड率

15.04 11.50

自ࢮࡴ率（人10ޱສ人ର）

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　健康づくりの推進ࢪ

策２　保健衛生の向上ࢪ

❶ 健康づくりの推進
　市民が健康に対する正しい知識を持ち、

自ら積ۃ的に身体及び心の健康づくりを
実ફしていくことができるよう、健康教
室の開催や、健康の保持増進及び生活習
発、情報提供ܒ病に関する知識の普及׳
を行います。

　市民が食育活動を実ફできるよう、地
域、関係団体と連携し、食育を推進します。

　市民の健康づくり活動を行う団体やグ
ループの支援にめます。

❶ 保健༧の推進
　母子保健サービスにおいて、妊৷期か

ら子育て期にかかる切れ目ない支援体制
を構築するとともに、ೕ༮児健康査の
未受の把握や๚問等による相談支援の
充実にめます。

　健康問題のෳࡶ化に対応し、市民ニー
ズに応えられる保健サービスを提供する
ため、保健センターの機能強化を図ると
ともに、保健ࢣなどの専門性の高い人ࡐ
の確保にめます。

　市民のこころの健康づくりを推進する
ため、ߨԋ会・ߨ座等の開催、相談事業、
正しい知識の普及ܒ発を行うとともに、
関係機関と連携し、精神保健事業の充実
を図ります。また、自ࡴ対策計画に基づ
き、自ࡴ予防対策事業について、効果的
な事業の推進にめます。

　検（健）・予防接種について、市民が
受けやすい環境づくりを進め、疾病予防
の強化を図ります。

❷ 保健・ҩྍの࿈ڧܞ化
　関係機関との連携を図り、日常の医療

体制のほか、ٸٹ医療体制の確保・充実
を図ります。

　地域医療機関における護ࢣ不に対
応するため、朝霞地区護専門学校の運
営について助成を行います。

છ༧ର策の推進ײ ❸
　ײછ症の正しい知識の普及・ܒ発を図

り、ײછ症の予防とまΜ延の防止にめ
るとともに、関係機関や団体と連携し、
疾病予防体制の整備を図ります。
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　国民健康保険制度は、国民օ保険の中核として、医療の確保と市民の健康の維持増進に大きな役
割を担っていますが、গ子高齢化の進行や医療技術の高度化による医療費の増大、経済・社会情
等の変化により保険税の負担能力の低いඃ保険者が増加するなど、国民健康保険事業は大変ݫしい
運営状況となっています。

　このようなഎܠの下、社会保障制度の安定的な運営を図るため、国は制度改正を行い、平成30
年度（2018年度）から国民健康保険は県と市町村の共同運営となりました。

　埼玉県は、県と市町村が共通認識の下、国民健康保険の安定的な運営を図るため、埼玉県国民健
康保険運営方針を策定しました。本運営方針は、3年ごとに見直しが行われ、県内市町村は、本運
営方針に基づき国民健康保険税のො課、効率的な事務運営のための標準化や共同化の取組等を進め
ていくこととなります。

　গ子高齢化がٸ速に進行する中にあって、活力ある社会を実現するために、今後、より一層市民
の健康づくりの取組への支援が必要となっています。ඃ保険者の健康づくりに向けて、生活習׳病
の発症及び重症化の予防に取り組Μでいく必要があります。

　国民年金制度は、齢、障がい又はࢮについて年金を支給することによって、健全な国民生活
の維持・向上に寄与することを目的とした制度であり、国が保険者となって運営し、市町村はその
一部の事務（法定受ୗ事務）を行っています。

　年金機能を強化するため、齢基ૅ年金の受給資֨期間の短ॖや年金生活者支援給付金の導入な
どの法改正が行われており、これらの制度の周知や相談の充実など、公的年金制度の理解をਂめて
いく必要があります。

ຽۚ第６節ࠃɾݥอ߁ຽ݈ࠃ
⁞�ࡦຊج
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ࠃࢢ࠲ຽ݈߁อݥσʔλϔϧε計画ୈظ�計画ɾ
ಛఆ݈߁࣮ࠪࢪ計画ୈظ�計画

36.6ˋʗ28.4ˋ 55％／48％

特定健康ࠪのड率ʗ
特定保健ࢦಋの利༻率

80.1ˋ 87.8％

税収納率ݥ民健康保ࠃ

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

のॆ࣮ݥ民健康保ࠃ　策１ࢪ

民年金制度の推進ࠃ　策２ࢪ

❶ 保ݥ制度の健全な運営
　保険者力支援制度等に基づく歳入の

確保にめ、ඃ保険者の負担ܰ減を図り
ます。

　埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、
国民健康保険税の適正な課税にめると
ともに、納税しやすい環境の整備を進め、
収納率の向上を図ります。

　県との連携を強化しながら、国民健康
保険制度に係る補助金などの充実を国に
働きֻけます。

　医療費通知の充実、レセプト点検の強
化、ジェネリック医ༀ品の普及ܒ発など
により医療費の適正化を推進し、歳出の
。減にめます

❷ 健康૿進活動の推進
　生活習׳病の予防のため、特定健康

査の受率及び特定保健指導の利用率の
向上にめるとともに、ඃ保険者が受
しやすい環境づくりを進めます。また、
生活習׳病の重症化や合ซ症への進行を
予防する取組を推進します。

　ඃ保険者の健康の保持・増進のため、
特定健康査の結果や医療情報等を分ੳ
して策定する保健事業計画（データϔル
ス計画）に基づき、地域の健康課題解決
に向けた取組を推進します。

❶ 制度のप知
　未加入者の解消に向け、国民年金制度

の意義や仕組みなどに関する理解を促進
します。

❷ 相談業務のॆ࣮
　国との連携を強化しながら、年金相談

体制の充実を図ります。
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　核家族化や都市化の進行によって、住民相互のつながりのرബ化が進Μでいます。福祉サービス
に対するニーズがෳࡶ化・多様化する中で、「社会的ݽ立」の問題や公的支援制度が対象としないよ
うな身近な生活課題などへの支援の必要性がݦ在化しており、地域住民が共に支え合う「地域共生
社会˞」の実現が求められています。

　このような課題を๊え、支援を必要とする人を把握し、適切な支援につなげていくための総合的
な相談支援体制の整備が求められています。

　こうした状況の中、市と社会福祉協議会が連携して、市民の主体的な活動を基調としながら、自
助・互助・共助・公助˞による共に支え合う社会づくりを目指しています。市内6圏域に設置された地
域福祉推進協議会を市と社会福祉協議会が支援するともに、関係機関と連携を図りながら、地域住
民の支え合いによる体制整備の構築に向けた取組を推進しています。

　地域͙るみで支え合う社会を築いていくためには、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、福祉
団体、ボランティアなどの人々によって支えられている身近な福祉活動の活性化に向けた支援が求
められています。
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡୈ̐࣍৽ࢢ࠲Ҭࢱ計画ɾ৽ࣾࢢ࠲会ڠࢱ議会Ҭ׆ࢱಈ計画

ー 100％

福祉にؔ͢るࠔり͝との
ղܾに向͚たର応を͠たׂ合

ー ６地区
（各地域福祉圏域に̍か所）

地域福祉活動の拠点の整備

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　地域福祉のॆ࣮ࢪ

❶ 相談ମ制・ใఏڙ機能のॆ࣮
　ෳࡶ・多様な社会保障制度や福祉サー

ビスを市民が適切に利用できるよう、制
度のڱ間にある課題やෳ合的な課題を๊
えた人に対して、関係機関と連携し、福
祉に関する総合的な相談支援体制の整備
を図るとともに、地域資源の把握にめ、
地域の中で気ܰに利用できる相談体制の
確立を目指します。

　地域福祉活動への関心と意欲を高める
ことができるよう、あらゆるഔ体を活用
し、コミュニティ情報や地域福祉情報の
提供の充実を図ります。

❷ 地域福祉ネットϫークづくり
　福祉団体の活動の発表の場を設け、෯

広い年代に対する福祉意識のܒ発にめ
るとともに、福祉団体の自立と社会ࢀ加
を促進し、連携を強化します。

　福祉団体、福祉施設や事業所、市内に
ある各大学や教育機関などの様々な主体
による活動をいかし、連携して地域福祉
活動に取り組むことができるよう、地域
福祉ネットワークづくりを進めます。

　社会福祉協議会との更なる連携強化に
め、市全域及び各地域福祉圏域で取り
組む課題を協議しながら生活支援体制の
整備を進めます。

❸ 地域Ͱ支͑合͑る人ࡐの育成と
活動支援

　地域で支え合える人ࡐの育成にめる
とともに、社会福祉協議会、民生委員・
児童委員、福祉団体、ボランティアなど
による活動を支援します。

地域住民によるサロン活動
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第̍અ　就学前教育 P76

第̎અ　学校教育 P78

第̏અ　੨গ年健全育成 P82

第̐અ　生涯学習 P84

第̑અ　文化ܳ術 P86

第̒અ　スポーπ・レクリエーション P88
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　ೕ༮児期は、生活や༡びを通じて、生涯にわたる人間形成の基ૅをഓう重要な時期です。このた
め、就学前教育は、子どもが生きる力を育む上で大切な役割を担っており、小学校教育につなげる
ために、家庭、地域、༮ஓ園・保育園が連携して取り組む必要があります。

　新座市では、就学前の子どもを持つ保護者を対象として子育てߨ座を実施し、家庭における教育
の充実を図ってきました。今後は、これから親になるੈ代に対する学習機会の充実などを通じ、家
庭や地域における教育力の更なる向上を促していく必要があります。

　認定こども園・༮ஓ園・保育園・小学校の更なる連携強化により、就学前教育の充実と、就学前教育・
小学校教育の円な接続を図っていくことが重要です。

बֶલڭҭ第１節
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ڭࢢ࠲ҭେߝ
ㅡୈ࣍�৽ࢠࢢ࠲Ͳɾࢠҭͯࢧԉۀࣄ計画

100ˋ 100％

子育てにؔ͢るߨ座のࢀՃ率

65.3ˋ 80％

༮ࣇ・ࣇಐ交ྲྀ会のࢀՃ͠ている
༮ஓ園、保育園のׂ合

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　ब学前教育のॆ࣮ࢪ

❶ 家庭地域に͓͚る教育のための
学習機会のॆ࣮

　就学前の子どもを持つ保護者を対象と
して、子育てߨ座を実施し、家庭におけ
る教育力の向上を促します。

　これから親になるੈ代や、子どもを見
कることが期待されるੈ代に対して、家
庭と地域における教育の大切さのܒ発に
めます。

❷ 認定こども園・༮ஓ園・保育園・
খ学校の࿈ܞのॆ࣮

　就学前教育と小学校教育の円な接続
を図るため、保育士や教৬員が方の教
育の理解をਂめる取組を推進するととも
に、園児と児童が交流する場づくりを推
進し、認定こども園・༮ஓ園・保育園・小
学校の連携の充実を図ります。

児童と園児の交流の様子

77



生
き
る
力
と
生
き
が
い
を
育
む
ま
ち

基
本
政
策

教
育
文
化

２

　あらゆる分野におけるグローバル化は社会に多様性をもたらし、ٸ速な高度情報化や技術ֵ新の
進展が生活の質を大きく変化させています。

　このように、ক来の変化を予測することが困難な時代であっても、子どもたち一人一人がເと志
を持って自ら未来を切りいていけるよう、確かな学力・豊かな心・健やかな体をバランスよく身に
付けられる教育を推進していく必要があります。

　子どもたちが安心して、明るくのびのびと学校生活を送ることができるためにも、心身ともに安
心できる教育環境の確保が求められています。

　今後は、子どもたち一人一人に個別最適な学びを展開できるようにするため、ICT˞環境を始め
とする教育環境の更なる整備・充実など、時代に対応した教育活動の質の向上を図る必要があります。

　学校教育農園などの地域の自然環境をいかした体験学習やコミュニティ・スクールと学校応援団˞

活動を一体的に推進するなど、地域と共にある学校づくりにめ、新座市独自の学校教育を展開し
ていくことが大切です。
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ओなࢪ策ల։  

策２　教育活動の࣭の向上ࢪ

❶ ͔֬な学力の育成
　児童生徒の基ૅ学力の定着を図るため、個

に応じたきめࡉかな指導体制を充実させると
ともに、学力向上と正の相関があるඇ認知能
力˞を高めます。また、自ら学び、自ら考え、
課題を解決する力を育成するために、主体的・
対的でਂい学びの実現に向けたत業を推進
します。

　児童生徒一人一人が学力の伸びを実ײし、
学ぶָしさを味わうことで、児童生徒の健や
かな心や、主体的に学習に向かうଶ度を育み
ます。

　Society5.0˞の進展に対応できる児童生徒
を育成するため、外国語教育やプログラミン
グ教育˞などを推進します。

❷ ๛͔な心の育成
　児童生徒が自立心を持ち、人権のଚ重や思

いやりなどの豊かな心を身に付け、実ફ力を
育む道ಙ教育の充実を図るとともに、৬場体
験や福祉体験、ボランティア活動などを推進
します。また、ಡ書活動を推進し、豊かな心
を育成します。

　児童生徒が安心して学校生活を送ることが
できるよう、児童生徒のみや不安に対する
相談支援体制の充実にめるとともに、いじ
めや虐待、不登校などの未然防止、ૣ期発見、
ૣ期解決のための体制を整えます。

❸ 健͔なମの育成
　児童生徒の体力向上に向けて、自ݾの体力

の伸びを実ײさせるとともに、運動のָしさ
やتびを実ײできる児童生徒を育てることが
できるようなत業や体育的活動の充実を図り
ます。

　時代に応じて新たに直面する健康課題に対
して情報を収集し、家庭・地域と連携しなが
ら生活習׳の改善も含めた取組を推進します。

❹ 特別支援教育のॆ࣮
　障がいのある児童生徒一人一人の状況に応

じたきめࡉかな支援を行うため、家庭と学校
で連携して個々の教育的ニーズを把握すると
ともに、教員の専門性の向上と支援体制の充
実を図ります。

　障がいの有ແにかかわらず、誰もが相互に
人֨と個性をଚ重し合える共生社会の実現の
ため、通常の学ڃや通ڃによる指導、特別支
援学ڃ、特別支援学校といった「多様な学び
の場」による支援の充実を図り、交流及び共
同学習を効果的に進めます。

❶ 教һのࢦಋ力の向上
　各学校が๊える教育課題の解決に向けたݚ

を支援するとともに、主体的・対的でਂڀ
い学びの実現に向け、ICT機ثの効果的な活
用を始めとしたत業内容の適ٓ改善や児童生
徒一人一人に応じた指導の充実を図ります。

　教員の豊かな人間性と実ફ的な指導力をഓ
うため、Society5.0などの時代に対応した多
様なݚ修を体系的に整備し、त業の改善・指
導力の向上を図ります。

❷ 学校・地域・ؔ にΑる学ܞ機ؔの࿈
校教育の࣭の向上

　児童生徒の発達段֊や実ଶに応じた指導を
行うため、ݚ修や交流会等を通じて小学校・中
学校・高等学校の連携を推進します。また、地
域・関係機関との連携を強化するため、市内3
大学、民間事業者等との連携や学校運営協議
会を通じた地域の人ࡐ活用に取り組みます。

　部活動ボランティア指導員や農業支援員な
ど、地域の方々が体験学習を通じ、児童生徒
と直接関わり、その知識や技術をえる制度
の充実を図ります。

策１　教育༰のॆ࣮ࢪ
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࣮ॆ・策３　教育環境の整備ࢪ

❶ 教育ࢪ設・制度のॆ࣮
　ٺ化した学校施設について、長寿命化や

大規模改修を進めるとともに、バリアフリー˞

化及び炭素化の視点を重視しながら、引き
続き計画的な改修を進め、課題解決に向けて
取り組みます。

　児童生徒の情報化社会への適応力をഓい、
学力向上を図るため、GIGAスクール構˞

により整備した端末一人1台環境を継続して
発展させ、個別最適な学びを実現します。

　教育ネットワークを時代に適合したセキュ
アな方ࣜに改め、ハード・ιフト両面からत
業・校務におけるICT環境を充実させること
により、学校教৬員の働き方改ֵの一助とす
るとともに、教育の更なる情報化を推進しま
す。

　児童生徒が自然に৮れ、豊かな人間性を育
むための場所づくりとして、自然環境の保全・
整備等にめます。

❷ 地域と共にある学校づくりの整備・ॆ ࣮
　地域における学習機会の充実や施設の有効

活用を図るため、学校施設を開์します。
　保護者や地域住民などで構成する学校運営

協議会の充実を図り、学校と地域の連携・協
働を進めます。また、学校評価制度˞を活用
し、見直しを図りながら学校・家庭・地域が一
体となって学校の教育力を高めていきます。

　様々な面における専門知識や技術をえる
ことのできる地域の人ࡐ、ボランティア等を
確保し、児童生徒が多様な経験ができる機会
の提供にめます。

　通学路で、ة険と思われるՕ所に交通指導
員等を配置し、児童の登下校時の安全確保に
めます。

❸ ब学・進学の支援
　経済的理由などにより就学・進学が困難な

家庭に対し、就学援助制度の周知を図り、就
学に伴う費用の援助や入学準備金及び学金
のແ利子ି付などの支援を実施します。

❹ 学区域の力的運༻
　今後の児童生徒数の推移を考ྀしながら、

学区域の見直しを検౼します。

第２節جຊࡦ�  ҭڭߍֶ
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ओମ的・ର的Ͱਂい学ͼの࣮ࢪ

小学校
　5年　4.0p
　6年　4.0p
中学校
　1年　4.0p
　2年　3.8p
　3年　3.8p

平均4.1pまで上げる。

、学力・学習状況調ࠪに͓͚るݝ
学力レϕルを৳͠た
ಐ生ెのׂ合と学力の৳ͼ率ࣇ

小学校
　5年 76.1

2.6
　6年 74.8

2.2
中学校
　1年 70.6

2.0
　2年 57.0

1.0
　3年 67.6

2.0

小学校
平均80％の児童を伸ばしかつ
学力レベルを平均2.6に上げる。

中学校
平均70％の生徒を伸ばしかつ
学力レベルを平均2.0に上げる。

ෆొ校のׂ合 小学校　1.19ˋ
中学校　4.98ˋ

小学校　１％未満
中学校　４％未満

ଇਖ਼͠く健康的な生活をૹっているن
ಐ生ెのׂ合ɿ朝৯を৯るࣇ

（全ࠃ学調）
男子　88.5ˋ
女子　79.7ˋ

男子、女子
90％

運動スポーπが͖ͩと͑た
ಐ生ెのׂ合ࣇ

（全ࠃ運動能力・運動習׳調ࠪ）

小学校̑年
　男子　89.0ˋ
　女子　80.1ˋ
中学校̎年
　男子　83.8ˋ
　女子　77.0ˋ

全国平均を上回る。
考令和̏年全国平均ࢀ˞
小̑男子　91.0ˋ　女子　83.7ˋ
中̎男子　87.5ˋ　女子　75.5ˋ

新ମ力テスト　ઈର評価
上Ґ３ランクのࣇಐのׂ合

小学校　77.4ˋ
中学校　82.4ˋ

小学校　80％
中学校　85％

ٺ化ର策を࣮͠ࢪた校ࣷ 0校 4校

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ڭࢢ࠲ҭେߝ
ㅡ৽ࢪߍֶࢢ࠲設ण໋Խ計画
ㅡ৽ڭߍֶࢢ࠲ҭใԽਪਐ計画
ㅡୈ̐࣍৽ࢠࢢ࠲Ͳಡॻ׆ಈਪਐ計画

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  
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　都市化、核家族化、高度情報化などをഎܠとして、地域の人間関係がرബ化し、੨গ年を取り巻
く環境が変化しています。

　社会的ストレスをきっかけとした੨গ年のݽ立が不登校や引きこもりの増加・長期化の要因とな
り、高年齢者の引きこもり「8050問題」につながっています。

　学校で児童生徒の一人1台のタブレット端末が整備されるなどICT˞環境が進み、また、スマート
フΥンやインターネットの普及により、コミュニケーション手段が多様化し、多くの情報や知識を
得られる一方で、ِڏの内容や੨গ年に有害な情報など、たくさΜのة険がજΜでいます。また、
੨গ年の人間関係を形成する能力の低下や直接的な体験や経験の不がݒ೦されています。

　ੈ࣍代を担う੨গ年が、豊かな人間性を備えた大人として成長していくことができるよう、家庭、
学校、地域との関わりの中で人間関係を構築し、様々な体験や経験を積Μでいくことが大切です。

　੨গ年の健やかな成長を促すためには、੨গ年期に社会ࢀ加活動の機会の充実を図るとともに、
関連する団体や活動を支援していく必要があります。

 新座市では、子どもの์課後居場所づくり事業（ココフレンド）˞ や新座っ子ͺわーあっくらぶ˞

を展開し、์課後やٳ日の子どもの安全・安心な居場所の確保を推進してきましたが、今後も、学
35人制等を考ྀした活動場所の確保と子どもの学習活動や体験活動の充実を図る必要がありまڃ
す。

੨গ݈શҭ第３節
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ओなࢪ策ల։  

37ˋ 50％

ココフレンドのొ率

28クラブ473人 35クラブ600人

新座っ子ぱわーあっぷくらぶ
։設クラブ・ࢀՃ者

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　青少年の健全育成の推進ࢪ

❶ 青少年活動のॆ࣮
　੨গ年の健やかな成長を促すため、੨

গ年のボランティア活動など社会ࢀ加活
動の機会の充実を図ります。

　੨গ年の活動を支援するため、地域社
会の様々な資源や、小・中学校、公民館、
図書館等の社会教育施設、文化施設等の
有効活用にめます。

　ICT環境に対応できる੨গ年を育成す
るために、੨গ年がICTを適切に活用す
る力を身に付けられる機会の充実を図り
ます。

❷ 青少年健全育成活動の支援と
୲いखの֬保

　地域͙るみで੨গ年の健やかな成長を
促すため、੨গ年の健全育成に携わる団
体の活動を支援するとともに、੨গ年の
健全育成に関する活動の担い手の確保に
めます。

❸ 子どもの安全・安心な居場所のॆ࣮
　์課後やٳ日の子どもの安全・安心な

居場所を確保し、健全で意欲的な活動が
できるよう、学校や地域と連携して子ど
もの学習活動や体験活動の機会の充実を
図ります。

　੨গ年期の不登校や引きこもりの一因
となっている子どものݽ立を予防するた
め、学校・家庭・地域が連携した安全・安
心な居場所づくりを推進します。

子どもの์課後居場所づくり事業
（ココフレンド）
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 人生100年時代˞迎え、いつまでも自分らしく学び続けたいという生涯学習への意欲が高まるとと
もに、最新の知識を身に付け、必要に応じて教育機関にって学ぶことができるリカレント教育˞の
重要性が高まっています。

　性別や年齢、障がいの有ແにかかわらず、多様な人ࡐが能力を発شし、社会で活躍するためにも、
生涯にわたって行う学習活動はܽかせませΜ。また、オンライン学習や̖̞˞などテクノロジーを
活用した生涯学習環境の多様化も進Μでいます。

　新座市では、公民館・コミュニティセンター、図書館などを中心として各種ߨ座を開催し、市民
の多様なニーズに応えるべく取り組Μでいます。

　市内のࡾつの大学との連携により、プラスカレッジ˞、公開ߨ座などを開催し、市民の学習機会
の充実を図ってきました。今後は、民間事業者や地域などを含め、学習機会の֦大を更に進めてい
きます。

　市民の学習ニーズを的確に把握し、市民一人一人が「いつでも、どこでも、だれでも」学ぶこと
ができる環境を整備することが必要です。また、学習の成果をいかし、地域の課題解決に向けて、
市民が主体的に地域社会にࢀ加することで更に地域のつながりがਂまることが期待されています。

ੜֶ֔श第４節
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡୈ̐࣍৽ࢢ࠲ੜֶ֔शਪਐ計画

125件 400件

出前ߨ座ґཔ݅ʗ࣮݅ࢪ

108人（団体） 110人（団体）

ボランティアバンクొ者

77人 120人

にい͟プラスカレッジࢀՃ者

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　生涯学習の推進ࢪ

❶ 生涯学習機会のॆ࣮
　様々な年代の市民のニーズに応じたߨ

座が開催できるよう、ニーズ調査や学習
プログラϜのڀݚにめるとともに、各
公民館・コミュニティセンターや図書館
において地域にࠜざした特৭ある事業を
展開します。

　性別や年齢、障がいの有ແにかかわら
ず、多様な市民が、能力開発を通じて自
。実現を図る機会を提供しますݾ

 Society5.0˞に対応できるよう、ICT˞

関連のߨ座の推進を図ります。

❷ 生涯学習ࢪ設の整備・ॆ ࣮
　༮児から高齢者まで、個々の年代に対

応した生涯学習を支えるため、民間等事
業者との連携など、効果的な運営を図り
ます。

　生涯学習施設について、ٺ化対策や
通信環境を含めた地域の拠点としての機
能強化など、課題解決を図りながら、計
画的な整備・改修に取り組みます。

❸ 自ओ的な活動の支援・ॆ ࣮
　各施設のϗーϜϖージの充実など、生

涯学習機会に関する情報発信の強化に
め、市民の自発的・自主的な生涯学習活
動を支援します。

　各公民館・コミュニティセンターによ
る社会教育に関する相談などの充実を図
ります。

　市民の多様化する学習を支援するため、
図書館資料の整備・充実、レファレンス
機能˞の֦充など図書館サービスの推進
を図ります。

❹ 学習の成Ռをい͔͢組Έづくり
　図書館などにおける社会教育活動及び

地域活動においてボランティアの活躍す
る機会や場を提供するとともに、ボラン
ティアのマッチングを推進することで、
生涯学習の成果を地域社会にいかすこと
のできる仕組みづくりを進めます。

　市民の多様な学習ニーズやボランティ
ア意欲に応えるため、生涯学習ボラン
ティアバンクへの登録を推進します。

協力・ܞ機ؔとの࿈ؔ ❺
　市民の生涯学習意欲の高まりに対応す

るため、小・中学校と連携し、学校施設
の地域への開์や༨༟教室の活用などを
推進します。

　市民の学習意欲の多様化、高度化に対
応した学習機会を提供するため、大学な
どと連携した事業の充実にめます。

　生涯学習への市民ࢀ加を更に推進する
ために、関係団体と連携・協力し、市民
同士や団体間の交流の促進にめます。

　子どものಡ書活動を推進するため、図
書館と小・中学校が連携して、子どもの
ಡ書活動の機会の֦充を図ります。
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　গ子高齢化やグローバル化の進展など、文化ܳ術活動を取り巻く状況が大きく変化しています。
こうした中、文化ܳ術基本法の改正が行われ、文化ܳ術のৼڵにとどまらず、まちづくりや教育な
ど෯広い分野を取りࠐむことにより、文化ܳ術に関する施策が更に推進されていくことが期待され
ています。

　文化財についても、文化財保護法の大෯な改正が行われ、未指定を含めた有形・ແ形の文化財を
より広ൣにଊえ、まちづくりにいかしつつ、地域社会全体で文化財の継ঝを進めていくことが求め
られています。

　新座市では、市民の主体的な文化ܳ術活動を推進するため、文化ܳ術団体・サークルの活動の支
援や文化ܳ術活動の成果を発表する機会の提供などに取り組Μできました。

　市内で活動する文化ܳ術団体等は、গ子高齢化を始めとする社会情の変化により、メンバーの
高齢化や後継者不などが課題となっており、人ࡐの育成や確保が困難となりつつあります。この
ため、団体同士のԣのつながりを強化するほか、෯広いੈ代が文化ܳ術活動に関心が持てるような
機会を創出し、文化の継ঝを進めていく必要があります。

　新座市には、有形・ແ形の文化財が数多く存在しますが、こうした歴史的資源は地域の特性を生
み出す源流であり、地域のつながりを育む資産として、地域で継ঝしていく必要があります。

จԽܳज़第５節
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡୈ̐࣍৽ࢢ࠲ੜֶ֔शਪਐ計画
ㅡ࡛ࢦݝۄఆ࢙Րࢭ༻ਫอଘ׆༻計画

2,150人 2,500人

新座շదΈらい都市市民まͭり文化ࡇ
དྷ場者

3,301人 10,000人

ྉؗདྷؗ者ࢿ民ଏ࢙ྺ

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　文化ܳज़活動の振興ࢪ

༺策２　文化財の保ଘ・活ࢪ

❶ 文化ܳज़活動の環境整備
　市民の主体的な文化ܳ術活動を推進

するため、引き続き文化ܳ術に関わる
NPOや自主グループ、個人の活動を支
援します。

　市民の誰もが文化ܳ術を発表・ؑ ・創
造できる機会の充実を図ります。また、
子どもやए者が文化ܳ術に৮れ、関心を
持てる機会を創出し、効果的な情報発信
を通じて、地域文化を継ঝし発展させる
まちづくりを進めます。

 文化ܳ術活動に積ۃ的に取り組む市民
や専門家などの人ࡐの活用により、市民が
文化ܳ術に親しむ環境づくりを進めます。

 市民会館、公民館など文化ܳ術関連施
設については、多様化する市民のニーズ
を把握した上で、施設の整備・充実を図り、
文化ܳ術活動の拠点づくりを進めます。

❷ 文化ܳज़活動振興のための
ネットϫークづくり

　市内の大学や事業所、県、近ྡ自治体
などと連携し、文化ܳ術活動を推進しま
す。また、文化ܳ術に関する情報の収集・
提供の充実を図り、市民の文化ܳ術活動
相互の連携の強化やネットワークの形成
を支援します。

❶ 文化財保護ମ制のॆ࣮
　文化財保護法・条例に基づき、指定文

化財を保護するとともに、民俗、ه೦物、
Ҩ跡など、未指定の文化財の調査・ڀݚ
を進め、更なる保護にめます。

　保存・管理・整備・活用という四原則の
下、新座市の歴史を紹介し、平林ࣉや野
火止用水を始めとする文化財を保護して
いくとともに、౷文化の保存・継ঝを
支援します。

❷ 文化財の保ଘ・活༻とࢪ設の整備
　市民が地域への愛着と誇りを持てるよ

うに、リーフレットや書籍などのץ行や
ウェブサイトの活用、学校教育との連携
などを通じて、文化財に関する効果的な
。発及び広報活動を推進しますܒ

　リニューアルした歴史民俗資料館につ
いて、更なる有効活用を図ります。また、
その他文化財関連施設の整備と効果的な
運営を図ります。

「野火止用水ݹֆ図（ൈਮ）」明治4年(1871)
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　生きがいづくりや健康づくりへの関心の高まりを受け、スポーπ・レクリエーション活動にڵ味
を持つ人が増えています。国は令和̐年(2022年)に「第̏期スポーπ基本計画」を策定し、スポー
πࢀ画人口の֦大に取り組Μでいます。

　新座市においても、市民のニーズの高まりを受けて、子どもから高齢者まで、それͧれのライフ
ステージに応じて、誰もがスポーπやレクリエーション活動に親しむことができるよう、活動機会
の充実を図るとともに、各種イベントの開催をྭしてきました。

　スポーπに対する価値؍や種目の多様化が進Μでいるため、市民のニーズを౿まえつつ、誰もが
利用しやすい環境づくりを進めていく必要があります。

　スポーπ・レクリエーション活動を推進するためには、活動を支える関係団体と連携を図りなが
ら、指導者の育成や市民ボランティアとの連携強化を進める必要があります。

εϙʔπɾϨΫϦΤʔγϣϯ第６節
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡୈ̐࣍৽ࢢ࠲ੜֶ֔शਪਐ計画

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　スポーπࢪ ŋ レクリエーションの振興

❶ スポーπ・レクリエーション活動の
推進

　市民の誰もが生涯を通じて手ܰにス
ポーπやレクリエーション活動に親しむ
ことができるよう、市内3大学やスポー
π協会など関係団体と連携し、スポーπ
教室、スポーπ大会やレクリエーション
大会などを開催します。また、民間団体
等による公益的なスポーπ教室やスポー
πイベントなどの開催を支援します。

❷ スポーπ環境の整備
　多様化する市民のニーズを౿まえ、ス

ポーπ施設の充実を図ります。
　学校体育施設を開์するなど、資源の

有効活用を通じて誰もがスポーπに親し
みやすい環境づくりを進めます。

❸ スポーπ・レクリエーション振興の
ための人ࡐ育成・活༻

　スポーπ・レクリエーション活動の一
層の推進を図るため、スポーπ推進委員
の育成に取り組むとともに、地域スポー
π団体の指導者となる人ࡐの発۷と育成
にめます。

　スポーπ・レクリエーション活動を指
導するボランティアに関する情報の収集
と活用にめ、登録団体の運営を支援し
ます。

266,417人 280,000人

スポーπࢪ設利༻者（֎）

180,062人 200,000人

スポーπࢪ設利༻者（）

ー 7,000人

学校ࢪ設༡ͼ場։放利༻者

新座市民総合体育館 新座市営大和ా運動場
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第̍અ　都市づくり P92

第̎અ　公共交通 P94

第̏અ　公園・緑地 P96

第̐અ　道路 P98

第̑અ　Տ・水路 P100

第̒અ　上水道 P102

第̓અ　下水道 P104

͢Β͗ͱ
རศੑ͕
ͪ·ଘ͢Δڞ

大和ాࡾ丁目公園
（当ॳ完成予定イメージ図）
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　これまで、新座市では、首都近郊の地理的優位性と、豊かな自然環境などの強みをいかし、安全
性、շ適性を備え、؍ܠに配ྀしたまちづくりを進めてきました。

　今後は、ক来の人口減গやগ子高齢化の進行など社会のஶしい変化に対応しつつ、誰もが安心し
てշ適に暮らし続けることができるよう、土地区画整理事業˞を着実に進め、都市基൫整備を行い、
市街地環境の向上を図る必要があります。

　市域の約39ˋを占める市街化調整区域˞での有効な土地利用を推進し、魅力あるまちづくりを進
めるとともに、都市高速鉄道12号線˞の延伸やスマートインターチェンジ˞の設置を見ਾえた、新
たな拠点の整備についても検౼を進めていく必要があります。

　まちづくりに当たっては、年齢や障がいの有ແを問わず、誰もが安心してշ適に暮らし続けるこ
とができるようなまちづくりを進めていくことが求められます。

　新座市は、ࡶ木林などଂ野の面影を残す緑豊かな自然が多く残され、野火止用水などの文化的
づくりに取؍ܠをつくり出しています。今後も、地域の特性をいかした؍ܠとซせて特的な؍ܠ
り組Μでいく必要があります。

　近年、গ子高齢化やط存の住宅・建物のٺ化に伴い、適切に管理されていないۭ家等が増加す
ることは、൜ࡑの༠発や害の発生の原因となるため、周辺の生活環境にѱ影響を及΅しているこ
とが全国的に問題になっています。

　これまで新座市では、適切に管理されていないۭ家等の抑制や改善に取り組Μできました。今後
も、地域の実情に応じた総合的なۭ家等対策を効果的・計画的に推進する必要があります。

ͮ͘ࢢΓ第１節
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ࢢ࠲ࢢ計画Ϛελʔϓϥϯ
ㅡ৽ͮ͘؍ܠࢢ࠲ΓϏδϣϯ
ㅡ৽؍ܠࢢ࠲計画
ㅡୈ̎ظ৽ۭࢢ࠲Ոରࡦ計画

53ˋ 100％

新座Ӻޱ土地区画整理事業進ḿ率

91.8ˋ 100％

通ใがあったۭ家の
管理ෆ全Օ所のղܾ率

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　計画的なまちづくりの推進ࢪ

策２　ۭ家ର策ମ制のॆ࣮ࢪ

❶ 市街地環境の向上
　商業系市街地では、Ӻ周辺における良好な

都市基൫をいかしつつ、土地利用の༠導を図
るとともに、安全でշ適なา行ۭ間や自転ं
通行ۭ間を確保することにより、に͗わいと
安全性、շ適性を݉ね備えた良好なۭ間の形
成を図ります。

　新座Ӻ口周辺について、活力とわいの
ある商業ۭ間の創出やӺ周辺の計画的な土地
利用による良好な街ฒみを形成するため、土
地区画整理事業により都市基൫整備を進めま
す。

　工業系市街地では、工業施設や物流業務施
設などの新たな施設立地を促進し、周辺環境
に配ྀしたまちづくりの形成と地域の利ศ性
の向上を図ります。

　住居系市街地では、地区の特性に応じた居
住環境の整備や改善を図ります。

❷ 有ޮな土地利༻の推進
　市街化調整区域については、自然環境との

調和に配ྀしつつ、有効な土地利用の༠導を
図ります。

　新座Ӻに近接するあたご・ੁ沢地区につい
ては、地理的条件をいかし、土地区画整理事
業による新たな市街地整備を検౼します。

　市中ԝ部における新たな拠点の形成を図る
ため、都市高速鉄道12号線の延伸実現及び
スマートインターチェンジの設置に向けたま
ちづくりについて検౼します。

　都市計画道路保୩朝霞線の整備の進ḿに合
わせた、道場地区におけるまちづくりの在り
方について検౼します。

❸ バリアフリー ・˞ユニバーサルデザイン˞

にΑるまちづくりの推進
　全ての人にやさしいまちとなるよう、バリ

アフリー・ユニバーサルデザインに配ྀした
まちづくりを進めます。

づくりの推進؍ܠ ❹
　؍ܠづくりに関する情報提供の充実を図

るとともに、؍ܠに関連するॾ制度を活用し、
地域の特性をいかしながら良好な؍ܠづくり
に取り組みます。

❶ ۭ家の管理ҙࣝの高༲
　ۭ家等の管理意識の高༲を図るため、ۭ家

等の適切な管理についてのܒ発活動を実施し
ます。

❷ ۭ家ର策ମ制の整備
　庁内及びその他関係機関と連携して、ۭ家

等対策を推進する体制を整備します。
　ۭ家等の利活用を促し、管理不全のۭ家等

の発生を防͙ための取組にめます。
　ۭ家等対策に取り組む団体との連携や、ۭ

家等の適正な管理の促進により、周辺地域の
生活環境をकります。
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　公共交通は、市民の日常生活を支える重要な役割を担っており、高齢化が進行する中、誰もが安全でշ
適に利用できる公共交通の更なる充実が求められています。また、自家用ंの利用者が公共交通利用に
転換することで、環境負荷の低減や道路のࠞࡶ؇和にもつながることから、公共交通を利用しやすい環境
づくりを進めることが必要です。

　市民が利用する鉄道路線としては、主に東東上線、+Rଂ野線及びା線がありますが、鉄道ۭ
ന地域となっている市中ԝ部における鉄道の整備は、新座市の長年の課題となっています。このため、都
市高速鉄道12号線˞の延伸のૣ期実現に向けた取組を進めていくことが重要です。また、ط存の鉄道につ
いては、更なる利ศ性の向上に向けて、鉄道事業者へ働きֻけていくことが必要です。

　バス路線は、Ӻや公共施設などへの交通手段としての役割を担っており、շ適に利用するためには、路
線の֦充や運行系౷の見直し、運行本数の増加などについて、バス事業者へ働きֻけていくことが必要
です。今後は、バス業քの運転手不により、運行の維持が難しくなることが定されており、市におい
ても、コミュニティバスなど、市民の身近な交通手段の充実を図っていく必要があります。

　市民の誰もが安心して外出できるよう、交通機関や周辺施設のバリアフリー˞化を推進していく必要が
あります。

　զが国では、自動ं保有率の上ঢに伴い、交通事ނが増加してきましたが、平成16年(2004年)を境に
減গ向となり、令和3年(2021年)の交通事ނ発生件数はおよそ30ສ5ઍ件でした。一方、高齢者が関係
する交通事ނは増加向にあり、高齢者の交通事ނ減গに向けた取組が課題となっています。

　これまで新座市では、交通ルールの९क、マナーの向上や交通安全意識のܒ発を図るため、交通安全推
進団体などの関係機関と連携し、交通事ނゼロを目指して交通安全運動を推進してきました。൵ࢂな交通
事ނから市民をकり、交通安全に向けた取組を一層推進するために、誰もが安全かつ安心に通行できる交
通環境を整備することが重要です。

௨第２節ަڞެ
�ࡦຊج

関連する
SDGs

  況と課題ݱ

94



や
す
ら
ぎ
と
利
便
性
が
共
存
す
る
ま
ち

基
本
政
策

都
市
整
備

３

ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ࢢ࠲Ҭެަڞ௨γεςϜ計画

118,795人 224,000人

コミュニティバス利༻者

21回ʗ1,790人 41回／4,000人

交通安全教࣮ࣨࢪճʗ人

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　公共交通網のॆ࣮ࢪ

策２　交通安全の֬立ࢪ

❶ 都市高速鉄道12号線のԆ৳
　都市高速鉄道12号線の延伸のૣ期実

現に向けて、関係機関との協議や新Ӻ予
定地周辺におけるまちづくりの検౼を進
めるとともに、地元の更なる機運ৢ成を
図る取組を進めます。また、東京都の動
向などの情報収集にめ、関係機関への
効果的な働きֻけを行います。

❷ 鉄道利༻環境の向上
　鉄道の利ศ性を高めるため、東東上

線、+Rଂ野線、ା線については、
ダイϠの見直しやӺ舎の改善などについ
て、鉄道事業者に働きֻけます。

　Ӻ利用者の利ศ性を確保するため、Ӻ
周辺の自転ंறं場やバイクறं場の適
切な維持管理に取り組みます。

❸ バス利༻環境の向上
　利用者のニーズを౿まえた運行本数の

見直しや路線の֦大など、路線バスの༌
送サービスの維持・֦充をバス事業者に
働きֻけます。

　バス利用者の利ศ性やշ適性を確保す
るため、バスఀのࠜ・ベンチの維持管
理や増設、運行状況案内システϜの設置
をバス事業者に働きֻけるとともに、バ
スఀ周辺の自転ं置場の適切な維持管理
に取り組みます。

　շ適な公共交通手段の確保及び市内全
体の移動利ศ性を向上するため、まちづ
くりと一体となった、持続可能な地域公
共交通ネットワークの構築を進めます。

❹ バリアフリー化の推進
　鉄道やバス、タクシーなどの利ศ性と

安全性を向上するため、Ӻやその周辺施
設のバリアフリー化を進めます。

❶ 交通安全ҙࣝの高༲
 警察等関係機関との連携の下、交通安

全運動及び交通安全教室の実施により、自
動ंだけでなく、自転ंやา行者に対して、
交通ルールの९क、マナーの向上や交通安
全意識のܒ発を進めます。また、高齢者に
よる交通事ނ減গに向けて、高齢者の運転
໔ڐ証の自主返納を促進します。

❷ 安全な交通環境の整備
　安全な交通環境を確保するため、地域

や警察との効果的な連携を図るとともに、
์置ې止区域内等において์置自転ंの
ఫ去活動を行います。

 道路環境の変化や交通量の増加に伴う交
通ة険Օ所の解消に向け、ܒ発൘、道路
反ࣹڸ（カーブミラー）、安全標識、路面標
示などの交通安全施設の整備を進めます。
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　公園・緑地の保全や創出にめることは、良好な都市環境の保持・形成につながるだけでなく、地
域コミュニティの形成や健康活動の充実といった面から重要です。公園・緑地が持つ多様性をいか
すとともに、みどりの質の向上を図っていく必要があります。

　新座市は、ଂ野の面影を残すࡶ木林、༄やࠇ目など、みどりと水にܙまれており、本市
のو重な財産として࣍代に継ঝしていくことが重要です。その中でも、平林ࣉ境内林は近郊緑地特
別保全地区 （˞首都圏近郊緑地保全法）に、また、ົԻ沢のࣼ面林は特別緑地保全地区 （˞都市緑地法）
に指定されています。

　市内の緑地は市街化の進展と共に減গしていますが、これまで、保存樹木の指定を行うとともに、
みどりの保全協定を締結し、市民ボランティアとの連携による取組を進めてきました。今後も、良
好な自然環境を保全していくとともに、多くの市民に親しまれる場として緑地を活用していく必要
があります。

　市民のܜいの場となる公園については、自然と調和したゆとりある都市ۭ間の実現に向けて、拠
点となる公園の整備やط存の公園の更なる充実を図ることで、誰もが安全で安心して利用できる公
園づくりを進める必要があります。

　公園の維持管理に当たっては、町内会や市民ボランティアとの協働による取組のほか、民間の活
力を導入するなど新たな体制のڀݚが必要です。

　公園のリニューアルや新規整備に関しては、新しい視点による創意工が求められています。そ
こで、公募設置管理制度（Park�PFI）˞ による民間の資本やノウハウを活用した整備・改修及び管理
手法について検౼する必要があります。
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ࢢ࠲ΈͲΓのجຊ計画

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

な自વ環境の保全、活༻、創出ྑ　策１ࢪ

いの場となる公園のॆ࣮ܜ　策２ࢪ

❶ 緑地の保全・活༻の推進
　平林ࣉ周辺を始めとした、良好な自然環境

の保全にめます。
　ົԻ沢周辺の良好な自然環境の保全やܜい

の場となる周辺整備の推進にめます。
 みどりの保全協定などのॾ制度に基づき、緑

地の保全・活用を推進するとともに、市内に残
るو重な緑地を計画的に取得するため、新座グ
リーンスマイル基金の周知と活用を図ります。

　市民・事業者に対しては、緑地協定制度˞

などを活用し、地域͙るみによる自主的な緑
地の保全活動の促進にめます。

　ࢁ林の相続税༛予に関する制度の確立及び
林の買取りに対する財政支援策の創出につࢁ
いて、国・県へ要望していきます。

❷ 緑地ۭؒの創出
 公共施設や道路などについては、緑化基準˞

に基づき、緑化を推進するとともに、民間事
業者に対して、緑化指導を行うことで、؍ܠ
等も考ྀしながら、و重なみどりをकってい
きます。

　生け֞設置に関する助成を行うとともに、
市民及び事業者に対しての周知を進めます。

　新たな緑地ۭ間を創出するため、市民緑地
認定制度の導入・活用にめます。

❶ 拠点となる公園の整備
　大和ా二・ࡾ丁目地区土地区画整理事業地

内での公園整備など、土地区画整理事業˞に
合わせ、魅力ある街区公園˞の整備を推進す
るとともに、道場地内において新座セントラ
ルキッズパークの整備を進めます。

　本市のスポーπ・レクリエーション及び自
然؍察の中核として、総合運動公園の適切な
維持管理を行うとともに、設備等のリニュー
アルにめます。

　地域の身近な公園や児童༡園の再配置、
化した公園の再整備に当たっては、公園のٺ
リニューアル計画を策定し、෯広いニーズに
対応できる公園づくりを進めます。また、公
園施設の新設・改良に当たっては、ユニバー
サルデザイン˞やバリアフリー˞に配ྀした
整備を行います。

　公園のリニューアルや新規整備に際しては、
規模や立地場所などの条件を౿まえ、必要に
応じて、公募設置管理制度（Park�PFI）によ
る民間の資本やノウハウを活用した整備・改
修及び管理手法について検౼します。

❷ ୭もが利༻Ͱ͖る公園のॆ࣮
　公園༡具の安全点検の実施と維持・補修を

進めるとともに、ユニバーサルデザインに配
ྀした整備を進めます。

　子どもたちのをௌき、子育てੈ代にも配
ྀして、親子で1日༡べるなど、利用者のニー
ズを౿まえた公園づくりを推進します。

　行政と市民との協働の下、公園の清掃や維
持管理を行います。

314.58ha 306.03ha

緑地໘ੵ
˞今後減গはආけられないため、減গ෯

及び減গϖースを抑えることにめる。

1.77ᶷ 1.98㎡

市民一人たりの都市公園໘ੵ

234人 254人

緑・公園にؔ͢る
ボランティアొ者
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　গ子高齢化が進行する中、子どもや高齢者、障がい者など、誰もが安全でշ適に使用できる道路
環境を整える必要があります。また、ແిப化による防災対策、道路の緑化による؍ܠ・環境への
配ྀに加え、構造物のٺ化にも対応するなど、多様な視点からの改善・整備が重要となります。

　生活道路については、า行者や自転ं利用者の視点から、安全性の確保とշ適性の向上に重点を
置いた計画的な改善・整備が必要です。

　װ線道路については、ंٸۓ両の円な通行等、市民の生命や財産をकることに加え、経済活動
を支えるためにも重要なものです。新座市のװ線道路のうち、都市計画道路東ཹٱถ志木線につい
ては比較的整備が進Μでいますが、今後は、埼玉県が整備中である์ࣹ̓号線と接続するͻばりϲ
丘ยࢁ線や周辺都市との連携強化につながる保୩ळ線を重点路線として整備に取り組Μでいく必
要があり、今後も東京都や埼玉県、近ྡ市との連携が重要です。

　交通利ศ性の更なる向上に向けて、関ӽ自動ं道へのスマートインターチェンジ˞の設置につい
て検౼が必要です。さらに、国道̎̑̐号のຫ性的なࠞࡶにより、これを要因とするौが市内各
所で発生し、その解消が大きな課題の一つとなっています。

　ฮのইみによるৼ動・૽Իの問題が生じています。このため、道路パトロールの強化など、き
めࡉかな対応が求められるとともに、安全でշ適な道路環境維持のために、市民との協働が必要と
なります。

　ڮについては、ଛইが大きくなる前に予防的な対策を行う予防保全ܕの維持管理を行っており、
計画的な長寿命化などに引き続き取り組む必要があります。
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ࢢ࠲ಓ࿏උجຊ計画
ㅡ৽ࢢ࠲ಓฮमસ計画
ㅡ৽ڮࢢ࠲ྊण໋Խमસ計画

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　道路交通網の整備ࢪ

策２　道路管理のॆ࣮ࢪ

❶ 道路環境のվળ・整備
　交通手段にかかわらず、誰もが安全で

շ適に使用できる道路整備を推進します。
また、安全、防災、؍ܠにおいて効果の
高いແిப化の検౼や街路樹の整備を進
めます。

　า行者の安全性やշ適性に配ྀし、道
路の֦෯やา道の確保を計画的に進め、
安全な道路環境づくりに取り組みます。
また、市民の利用状況に合わせ、自転ं
通行ۭ間の整備をするなど、自転ंやं
いす、新たなモビリティ（交通手段）等
の利用にも配ྀした整備にめます。

❷ 幹線道路の整備
　都市計画道路保୩ळ線、ͻばりϲ丘

ยࢁ線については関係機関と調整しなが
ら整備を推進するとともに、東ཹٱถ志
木線については整備を進めます。

　都市計画道路保୩朝霞線、์ࣹ7号線、
東村ࢁ立線などのૣ期整備について、
県に要・協力します。

　関ӽ自動ं道へのスマートインター
チェンジの設置に向け、調査検౼を進め
ます。

　国道254号のຫ性的なࠞࡶの解消に向
けて、国道254号和光富士見バイパスの
ૣ期整備について、関係機関に要望しま
す。

❶ 道路のҡ࣋・ิ म
　道路の定期的な調査やパトロールを実

施し、市民からの情報提供等を受けなが
ら、ฮ等のইみのૣ期発見・計画的な
補修により、ฮの長寿命化を図るとと
もに、街路樹や植樹帯の保全にめます。

　市民による清掃・Ֆの植栽など、協働
による良好なԊ道؍ܠの創出と道路の適
切な維持管理を進めます。

ิ・࣋のҡڮ ❷ म
　市内ڮについて、5年ごとの定期点検

によるྼ化進行度合いに応じて、修સ時
期を検౼するとともに、点検結果を基に
適切な維持管理に取り組み、災害に強い
道路の確保を図ります。

道整備の支援ࢲ ❸
　࠭利道のฮやٺ化したฮの再整

備など、ࢲ道整備の支援にめるととも
に、補助金の要件について調査・ڀݚし
ます。

16ˋ 90％

都市計画道路整備率

0ˋ 100％

市道ฮमસ計画にΑる
市道मસ率

0ˋ 100％

ྊण໋化मસ計画にΑるڮ
मસ率
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　近年各地でこれまでの定を超えた大規模な水害が発生する中、ඃ害を抑制するため、Տ・水
路を計画的に改修し、治水対策をこれまで以上に推進していくことが重要です。Տ改修について
は、県による༄、ࠇ目の改修など、当面の整備は完ྃしていますが、Տ内にଯ積した土࠭
のᔱ

しΎΜせつ

ᕕ工事の継続した実施を要望していく必要があります。

　水害を抑制するため、ಁ水性ฮやӍ水ਁಁますなどの施設の設置を進めるとともに、ط存施設
の活用など新たな方策について検౼する必要があります。また、開発事業者に対しても、Ӎ水流出
抑制を図るよう促していくことが求められます。

　Տ・水路は、市民が自然を体験できるو重なۭ間であり、新座市ではこれまで、༄、ࠇ目
や野火止用水といった水辺ۭ間を、ウΥーキングやサイクリング、自然؍察などをָしめるレク
リエーションの場として活用するため、༡า道や親水護؛の整備等に取り組Μできました。

　今後も引き続き、関係機関と連携しながら、流域環境の整備を進め、市民が気ܰに水辺に親しめ
る環境づくりに取り組む必要があります。また、市民との協働による清掃活動などを通じ、շ適な
水辺ۭ間を確保することも求められます。

Տɾਫ࿏第５節
�ࡦຊج

関連する
SDGs

  況と課題ݱ
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ओなࢪ策ల։  

0ˋ 100％

։発行ҝに͓͚る
Ӎ水ஷ ・ླਁཱྀ 設設置率ࢪಁ

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　治水ର策の推進ࢪ

策２　Տ・水路環境の整備ࢪ

❶ 治水安全ର策のଅ進
　༄、ࠇ目について、Տ内にଯ

積した土࠭を取り除くᔱᕕ工事など適正
な維持管理と、必要に応じて更なる治水
機能の向上に向けた改修・整備を県に要
望します。

❷ Ӎ水ྲྀ出制の推進
　߱Ӎ時におけるՏへのܹٸなӍ水の

流出を抑制するため、公共施設の新設・
改修に合わせてのӍ水ஷཹ・ਁಁ施設の
設置や、า道の整備におけるಁ水性ฮ
を推進します。さらに、定を超えた大
台風や集中߽Ӎの発生時においてもඃܕ
害を抑制できるよう、公園や学校などの
広いෑ地を持った施設について、ஷཹ施
設としての活用を進めます。

　民有地におけるӍ水ஷཹ・ਁಁ施設の
設置を促進します。

❶ 水ลに͠める環境づくり
　༄、ࠇ目について、整備の完ྃ

した༡า道の適切な維持管理を進めると
ともに、ウΥーキングやサイクリング、
自然؍察など、市民が気ܰに親しめるレ
クリエーションの場として積ۃ的な活用
を図ります。

　野火止用水について、護؛の補修を適
ٓ行い、暮らしに身近な水辺ۭ間として
の活用を図ります。

　市民との協働により、清掃活動やܒ発
活動を進め、շ適な水辺ۭ間を創出しま
す。

大和ాࡾ丁目地下調整

101



や
す
ら
ぎ
と
利
便
性
が
共
存
す
る
ま
ち

基
本
政
策

都
市
整
備

３

　上水道は、人々がշ適でӴ生的生活を送る上で不可ܽな都市基൫です。զが国では、市街地の֦
大等に伴い、全国的な整備が進められてきましたが、人口減গہ面に入る中で需要が減গし、持続
的な事業の運営に向けた課題が生じています。また、施設のٺ化なども問題となっています。

　新座市では当面、人口がܹٸに減গする可能性は低いとみられていますが、અ水機ثの普及など
により、水道事業の給水収益が؇やかに低下していく見通しです。このため、引き続き水道事業の
多様な広域連携の検౼や民間委ୗを進めるとともに、水道料金等の改定についても検౼を進め、こ
れまで以上に安定的・継続的な健全経営を目指して取り組Μでいく必要があります。

　高度経済成長期に整備した水道施設が耐用年数を迎えていることから、事業の優ઌ度を検౼した
上で、管路や施設の適切な維持管理、更新に取り組Μでいくことも求められます。

্ਫಓ第６節
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ࢢ࠲ਫಓܦۀࣄӦઓུ
ㅡ৽ࢢ࠲ਫಓۀࣄΞηοτϚωδϝϯτ
ㅡ৽্ࢢ࠲ਫಓୈ̓ࢪ࣍設උۀࣄ計画

100ˋ 100％

水࣭߲ࠪݕの合֨ʗ水࣭基準ద合率

95ˋ 96.31％

有収率

 　

管路化率

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

څڙ策１　上水道の安定ࢪ

❶ 安定的・ܧଓ的な健全経営
　水道施設等の資産の状況を把握した上

で、水道事業の安定的・継続的な健全経
営にめます。また、事業の運営状況に
ついて、市民への分かりやすい情報発信
を行います。

　࿙水調査の効果的な手法を検౼し、継
続的に実施していく中で、必要に応じて
修સ工事を行い、有収率˞の向上を図る
など、水道事業の経営の効率化にめる
ほか、અ水機ثの普及やઅ水意識の高༲
を目指した取組を進めます。

ମ制のॆ࣮څڙ ❷
　水質検査を継続的に実施し、安全な水

の供給にめます。　
　重要給水施設へ配水する管路や耐用年

数に達した管路などの耐化を優ઌ的に
進めます。また、浄水場など、ٺ化し
た施設・設備の適切な維持・管理を行い、
施設の運用に与える影響等をצ案した上
で、地球温ஆ化対策に配ྀした計画的な
更新や耐化を進めます。

管路全体 46.4ˋ
基װ管路 33.4ˋ

管路全体 49.5％
基幹管路 64.5％

࿙水調査の様子
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　下水道は、人々がշ適で清ܿな生活を送る上で不可ܽな都市基൫です。զが国では、市街地の֦
大等に伴い、全国的な整備が進められてきましたが、人口減গہ面に入る中で需要が減গし、持続
的な事業の運営に向けた課題が生じています。また、施設のٺ化なども問題となっています。

　新座市では当面、人口がܹٸに減গする可能性は低いとみられていますが、અ水機ثの普及など
により、使用水量が減গすることに伴い、下水道事業収益が؇やかに低下していく見通しです。こ
のため、引き続き公共下水道未接続ੈ帯への水洗化指導や不明水対策を進めつつ、これまで以上に
安定的・継続的な健全経営を目指して取り組Μでいく必要があります。

　下水道（汚水）については、普及率が97.3�（令和3年度(2021年度)末）、管理する管路延長は約
420km（同年度末）となっています。供用開始から40年を経過した管路が増えてきていることから、
今後は、汚水管路ストックマネジメント計画に基づき、ྼ化状況を把握し、優ઌ度を検౼した上で、
適正かつ効率的な維持管理に取り組む必要があります。

　下水道（Ӎ水）については、整備率が58.7�（令和3年度(2021年度)末）、管理する管路延長は約
310km（同年度末）となっています。耐用年数を迎えている管路が増えてきていることから、ٺ
化対策が必要となります。また、近年の߱Ӎのہ地化・ܹਙ化や都市化の進展に伴い、Ӎ水管理総
合計画に基づくӍ水管整備や更なるᷓ水対策を進める必要があります。
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ࢢ࠲Ԛਫ࿏ετοΫϚωδϝϯτ計画
ㅡ৽ࢢ࠲ੜ׆ഉਫॲཧجຊ計画
ㅡ৽ڞެࢢ࠲ԼਫಓܦۀࣄӦઓུ
ㅡ৽ڞެࢢ࠲ԼਫಓӍఱਁ࣌ೖਫରࡦ計画
ㅡ৽ࢢ࠲Ӎਫཧ総合計画

0ˋ 100％

新座市Ԛ水管路ストックマネジメント計画（第ᶗ期）にΑる
進ḿ率ʗվஙԆLʹ15�0N

0ˋ 100％

新座市Ӎ水管理総合計画にΑる
整備率ʗஷཹ管П1200NN　Lʹ�50N

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　Լ水道の整備ଅ進ࢪ

❶ 安定的・ܧଓ的な健全経営
　下水道事業の経営状況、下水道施設の

資産の現状を౿まえ、中長期的な経営の
基本計画を定め、下水道事業の安定的・
継続的な健全経営にめます。

　公共下水道未接続ੈ帯の解消に向けて、
未接続家・事業所への水洗化指導、ܒ
発により、接続率を高め、整備された公
共下水道の有効活用にめます。

❷ Ԛ水ഉ水ର策の推進
　事業認可区域の計画的な整備を推進し

ます。
　ط存の汚水管の計画的な維持管理、改

築・更新にめます。

❸ Ӎ水ഉ水ର策の推進
　Ӎ水管理総合計画に基づき、優ઌॱ位

を付けて整備を推進します。
　ط存のӍ水管の計画的な維持管理、改

築・更新にめます。
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第̍અ　地域活動 P108

第̎અ　地域経済ৼڵ P110

第̏અ　環境保全 P114

第̐અ　生活環境 P116
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　地域によるコミュニティ活動は、住民の自主的な活動が基本です。同じ地域に住む人同士が協力
して住みよいまちづくりを行うためには、住民相互による連帯や心が通い合う地域コミュニティが
重要となります。

　地域コミュニティの核である町内会の加入率は、56.7�（令和4年（2022年）1月1日現在）と、
近ྡの自治体に比べるとやや高い水準となっていますが、年々減গ向にあります。

　町内会では、活動の担い手の不や高齢化が課題となっており、今後も活動の活性化に向けた支
援が求められます。

　ボランティア活動を安心して行うことができる環境づくりに加えて、市民の自主的な活動を支援
して、ボランティア・市民活動の活性化を進めることが重要です。

　新座市の外国人住民人口数は、68か国、3,669人（令和4年（2022年）4月1日現在）であり、平
成23年（2011年）と比較すると、およそ1.5ഒに増加し、市の人口の約2.2�を占めており、在ཹ
資֨の؇和等をഎܠに今後も更なる増加が予されます。このため、外国人市民のニーズに合った
意見や要望を把握し、市政に取り入れる取組が必要です。

　新座市では、フィンランド共和国ユϰァスキュラ市、中՚人民共和国Տೆ省済源市及びドイπ連
共和国ブランデンブルグभノイルッピン市と༑好（࢞ຓ）都市提携を締結し、市民の相互交流を
進めてきましたが、交流事業を開催する機会が減গしています。

　日本人住民と外国人住民が共に地域社会を支え、共にาむ多文化共生˞のまちづくりを推進する
ため、外国人住民に対し必要な支援を行い、同じ地域社会の一員として理解し合う地域社会を築い
ていくことが重要です。

Ҭ׆ಈ第１節
�ࡦຊج

関連する
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  況と課題ݱ
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ओなࢪ策ల։  

56.7ˋ 60.0％

ொ会Ճೖ率

168団体 205団体

公ӹ活動団ମ
（市民公ӹ活動ิঈ制度ొ団ମ）

2教室 3教室

市共࠵日本ޠ教ࣨ

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　コミュニティ活動の推進ࢪ

策２　ボランティア・市民活動の推進ࢪ

化の推進ࡍࠃ　策３ࢪ

❶ 地域コミュニティの支援
　同じ地域に住む人同士が協力して住み

よいまちづくりを行う多様な主体による
自主的な活動に対し、アナログ及びデジ
タルの両面から支援することで、自治意
識の高༲を図ります。

　転入者への案内や町内会における活動
などを通じ、地域コミュニティの核であ
る町内会への加入を促進します。

❷ コミュニティの拠点整備
　地域コミュニティの活動拠点となる市

立集会所については、利用実ଶや維持管
理に係る費用もצ案し、施設の在り方を
含めた整備の方向性について検౼します。

　町内会等が実施する地域会館等の整備
に対し、助成を行います。

❶ ボランティア・市民活動の支援
　ボランティア・市民活動に関する情報

を発信するとともに、より効果的な収集
と発信の方法を検౼します。

　活動中の事ނをٹ済し、安心して活動
にࢀ加できるように、公益的な活動を行
う市民団体を対象とする補償制度の運用

を継続するとともに、登録者に対し制度
内容の周知を図ります。

　市民や団体がボランティア・市民活動
を新たに行いやすい環境づくりや地域コ
ミュニティと連携した活動等に対する支
援について検౼します。

交ྲྀの推進ࡍࠃ ❶
　3か国の༑好（࢞ຓ）都市との間におい

て、教育機関と連携し、オンライン等を
活用した市民レベルの相互交流の֦充を
図ります。

　市民自らが国際社会に生きる自֮と
を持ち、国際的視野を身に付けるとと
もに、ੈքの人たちとの相互理解をਂめ
るため、出前ߨ座や市民活動団体への支
援などを通じて、国際交流機会の֦充を
図ります。

❷ 多文化共生のまちづくり
 国籍を問わず、外国人市民が適正に行

政サービスが受けられるよう、市における
体制づくりを推進するとともに、外国人市
民が必要な情報を適時入手できるよう
めます。また、関係機関と連携し、外国人
市民に対する相談体制の充実を図ります。

　異なる文化を持つ者同士が、それͧれ
の文化に৮れ合う場を設けるとともに、
日本の౷文化を外国人市民に紹介する
機会の充実を図ります。
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　社会全体のD9˞の取組が加速しています。こうした中、ا業活動においてもデジタル化を推進し、
新たなビジネスモデルの確立につながる段֊への౸達を目指すことが重要となっています。

　新座市には、約5,600以上の事業所が存在し、その多くが中小ا業です。これらの中小ا業では、
日本全体のܠ気動向の影響を受けやすいため、安定的な経営基൫の構築に向けた支援が求められて
います。また、経営者の高齢化や後継者が不在のため、廃業せざるを得ないケースが増加しており、
事業ঝ継を円に進めるための相談や支援体制の充実が求められています。

　商業については、新座Ӻ周辺の土地区画整理事業˞などに合わせ、新たな商業集積地や、に͗わ
いのある商店街の形成に向けた支援等にめてきました。今後も、ط存の地域商店街の活性化やۭ
き店ฮ対策をߨじる必要があり、ए手後継者の育成支援を進めることも求められています。

　工業については、首都圏の有力な工業適地として工場の進出が進み、現在では出൛・ҹが多く
立地しています。今後は、ط存工業のڝ૪力強化を支援するとともに、首都近郊という立地の優位
性を౿まえたا業༠致の促進についても検౼していく必要があります。

　農業については、農家数と耕地面積が年々減গ向にあり、農地の適正な保全、農業経営の近代
化と後継者の確保、市民に身近な農業と地産地消˞の推進などが求められています。

　就৬に役立つ知識や求人情報の提供だけでなく、短時間ۈ務や在宅ۈ務等、多様な労働環境や就
業形ଶに対応した新たな就労支援の在り方について検౼が求められています。

　新座市では、消費者ඃ害のない環境づくりに取り組Μできました。今後も最新の情報の発信やܒ
発事業を通じて、誰もが安心して消費生活を送ることができる環境を整えていく必要があります。
また、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、ए年層における消費者ඃ害
の֦大防止に向けた対策が求められています。
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ओなࢪ策ల։  

策ࢪ 1　தখا業の経営基൫のڧ化

策ࢪ 2　工業のॆ࣮

策ࢪ 3　都市業の振興

❶ தখا業の育成・支援ମ制のॆ࣮
 況や経営ニーズにଈした༥資や支援制ܠ

度、経営相談の充実などを関係機関と連携
して進めていくことにより、中小事業者の
経営の安定化と経営基൫の強化を図ります。

　ى業・創業を目指す人を対象とした、
相談体制の充実や創業資金の支援にめ
ます。

　中小ا業の経営者の高齢化、後継者不
に対する課題を解決するため、関係機
関と連携を図り、事業ঝ継に関する相談
や支援の充実を図ります。

　デジタル社会の進展に伴う、新たなビ
ジネスモデルへの対応が図れるよう、中
小ا業のデジタル化を支援します。

❶ 工業振興のॆ࣮
　商店街の活性化を図るため、市内商店

会との連携を図り、各商店会が行う各種
事業を支援します。

　所有者及び関係機関と連携しながら、
ۭき店ฮの有効活用の方策について検౼
します。

　ൢ路開や生産性向上に資する経営相
談や各種支援の充実を図ります。

　市内の特৭ある商工業者の魅力を市内
外に発信するため、商工会等の関係機関
と連携を図り、イベント等を通じてPR
を図ります。

　土地区画整理事業等に合わせて、産業
利用に適した用地の創出や、多様な産業
の༠致について検౼します。

❶ 都市近郊型業の振興
　新たな農業技術について引き続き調査

しながら、農業経営基൫の強化のたڀݚ
めの支援や、環境保全ܕ農業の導入に対
する支援の充実を図ります。

　引き続き農業生産者団体との連携をີ
にし、後継者を含む੨年農業者の交流の
場の設定や、担い手の育成、団体組織と
しての資質の向上を図るとともに、自主
的な団体活動を促進します。

❷ 地の保全
　農業の基൫である農地の保全手法につ

いて調査ڀݚし、農地を計画的に保全し
ます。また、生産者の意向を౿まえ、生
産緑地˞の指定解除をۃ力抑え農地とし
て継続できるよう、新たな手法を関係者
と連携して検౼し、導入にめます。

❸ 近な業の推進
　市民が農業に親しむ機会を創出するた

め、ੈ代を問わずレジϟー農園及び農業
体験農園などについて周知を図ります。

　地産地消を推進していくため、新たな
手法を調査ڀݚしつつ農産物直売施設の
充実を図ります。
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ー 600件

経営相談ٴͼى業・創業者͔らの相談݅

5回 10回

ब৬セミφーの࣮ࢪճ

23,454ᶷ 10,000㎡

༡ٳ地໘ੵ

76ˋ 80％

消費生活センターに͓͚る自ओ交ব率

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策ࢪ 4　ब࿑支援ମ制のॆ࣮

策ࢪ 5　๛͔Ͱ安心Ͱ͖る消費生活

❶ ब࿑支援ମ制のॆ࣮
　就業機会の֦充を図るため、ハロー

ワーク朝霞などと連携し、求人情報の効
果的な収集と提供を行います。また、在
宅での就労ニーズを౿まえ、市民・事業
者に対しICT˞などを活用した多様な働
き方の周知にめます。

　関係機関と連携し、あらゆる層の雇用
促進にめるとともに、就労ر望者のた
めのセミナーなどを開催します。

　男女や年代を問わず、就業やみごと
相談を継続的に実施します。

❶ 消費者ҙࣝの向上
　෯広いੈ代に向けた消費生活に関わる

情報発信を行い、消費者意識の向上を促
します。特に、成年年齢の引下げの状況
を౿まえ、ए年層への消費者教育や情報
発信の強化にめます。

❷ 相談支援ମ制のॆ࣮
　消費生活に関する最新情報の収集に

め、ਝ速に市民に発信します。
　市民に対して、的確な相談૭口への案

内を行います。また、相談員のスキルアッ
プも含めて体制を強化し、市民が相談し
やすい環境づくりにめます。

　消費生活センターの運営を通じて、消
費者ඃ害の対策に取り組みます。また、
消費生活ߨ座の開催やܒ発事業により、
消費生活に関する基ૅ的な知識を消費者
に広めることで、誰もが安全かつ安心し
て消費生活を送れるような環境づくりに
めます。

第２節جຊࡦ� Ҭࡁܦৼڵ

消費生活センター
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　平成27年（2015年）の国連気候変動組条約第21回締約国会議（COP21）において、令和2年（2020年）
以߱の地球温ஆ化対策の新たな組みである「パリ協定」が採択されました。また、平成30年（2018年）
に公表された国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）「1.5ˆ特別報ࠂ書」を受け、ੈք各国で、令和
32年（2050年）までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル˞を目指す動き
が広がっています。

　զが国においても、地球温ஆ化を原因とするॵ日の増加や集中߽Ӎなどの気象災害がසൟ化、ܹਙ化
する中で、地球規模の課題解決に向けて再生可能エネルギー˞の有効活用などの取組が進められ、令和2
年（2020年）10月には、令和32年（2050年）までにカーボンニュートラルを目指すことが宣言されました。

　新座市では、炭素社会の実現を目指すゼロカーボンシティ˞宣言を表明するとともに、温ஆ化対策に
資するݡい選択を促すCOOLC)OICE（ݡい選択）運動にࢍ同するなど、温室効果ガス排出抑制につなが
る取組を進めています。

 今後も、野火止用水やଂ野のࡶ木林など、水と緑にܙまれたまちであることをいかしつつ、市民・事業者・
市がそれͧれの役割を果たしながら、環境負荷の低減や資源・エネルギーの有効活用等、循環ܕ社会˞の構
築に向けて取り組む必要があります。

　ごみの減量と資源の有効活用を進めるため、4R（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）˞ の
実ફに向けた市民・事業者の意識高༲にめるとともに、効率的な収集体制の確保、中間処理、再資源化
に適した収集・運ൖ形ଶの確立にめる必要があります。

　災害廃棄物への対応や、高齢等によりごみ出しが困難なੈ帯への支援など、新たな課題への取組が求め
られています。

　ごみの中間処理については、新座市と志木市・富士見市の3市で構成する志木地区Ӵ生組合˞により実施
されており、長寿命化や環境負荷の低減を図るためのごみম٫施設更新工事が完ྃしています。
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡୈ̏࣍৽جڥࢢ࠲ຊ計画
ㅡୈ̐࣍৽ࢢ࠲ٿԹஆԽରߦ࣮ࡦ計画
ㅡୈ̏࣍৽ࢢ࠲Ұൠഇغॲཧجຊ計画

策１　ૉ社会の推進ࢪ

策２　循環型社会の推進ࢪ

❶ 環境ෛՙのݮと市民ҙࣝの高༲
　国が示した温室効果ガスの減目標を

౿まえ、市民及び事業者と一体となって、
市域における温室効果ガス排出量の減
を目指した取組を進めます。

　市民の環境に関する意識の高༲を目的
として、෯広い年代に向けた環境保全の
ためのߨ座、イベントなどを開催し、各
種ܒ発活動を推進します。

　公共施設への再生可能エネルギー等の
導入を推進するとともに、省エネルギー
システϜの設置の普及にめます。

❶ ͝Έྔݮ化ର策とݯࢿ循環のଅ進
　ごみの発生抑制や再使用、再資源化を

促進するため、ܒ発を行うとともに、家
庭内の༨食品の活用を図ります。

　事業者に対し、ごみの適正処理を促す
とともに、リサイクル資源の適正な排出
など、ごみの再資源化・減量化について、
。発を行いますܒ

　町内会を始めとする市民団体によるご
みの再資源化に向けた取組に対し支援す
るとともに、資源ごみの不正な持ち去り
への対策を進めます。

　技術開発や社会情の変化などに応じ、
新たな再資源化の方法を検౼します。

❷ ͝Έॲ理ମ制のॆ࣮
　確実で効率的なごみの収集・運ൖ体制

を確保するとともに、災害時の対応やご
み出しが困難なੈ帯への支援策を推進し
ます。

　安定的な収集運ൖ・処理体制の確立の
ため、志木地区Ӵ生組合及び組合構成市
と連携を図りながら、家庭ごみの有料化
について検౼を進めます。

　環境負荷の低減や効率的な中間処理・
再資源化のため、志木地区Ӵ生組合と連
携して、ごみの分別収集体制などについ
て検౼を進めます。

17回 30回

環境にؔ͢るߨ座・セミφーの։࠵ճ ԹࣨޮՌΨスのഉ出ྔ

28.8ˋ 43.6％

設置可能な市保有ݐஙの
ଠཅޫ発ిಋೖ率

5.2� 64.9％

公༻ंに͓͚るి動ंのಋೖ率

46,638̓ 43,629ｔ

͝Έの総ഉ出ྔ

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

市域　618.4ઍt
事務事業　10,348t

市域　442.9千t
事務事業　7,165.8t

115



に
ぎ
わ
い
と
環
境
が
調
和
す
る
ま
ち

基
本
政
策

市
民
生
活

４

　公害防止対策については、法令等に基づく事業所・工場等への指導、立入検査のほか、૽Ի・ৼ動等の
視や大気・水質の汚છなどに対する定期検査を実施しており、おおむね環境基準を達成しています。

　今後も関係機関と協力しながら事業所・工場などへの指導、立入検査の実施を継続して取り組むことで、
環境基準を確保し、շ適な生活環境を維持していくことが求められます。

　ポイࣺてや路上٤Ԏなど、身近な生活環境に対する相談が多く寄せられています。こうした問題を解決
するためには、市が積ۃ的に周知・ܒ発を行い、市民一人一人の環境ඒ化意識の向上を図る必要があります。

　野生ௗ्については、Ϝクドリ、カラス、アライグマ等による人へのඃ害を抑制する必要があります。

　ϖットのࣂい方については、ࣂい主が法令における手続や必要なマナーをॱकし、ऴ生ࣂ養することが
求められており、市として、これを推進するための取組が必要です。

　Տの水質ѱ化の防止、生活環境の保全及び公衆Ӵ生の向上を図るため、公共下水道に接続されていな
い建物等に対して、浄化૧の適正な維持管理等について周知・ܒ発を行う必要があります。

　し尿処理業務については、新座市と朝霞市・志木市・和光市の4市で構成する朝霞地区一部事務組合˞に
より実施されています。処理量の減গと、施設のٺ化に対応するため、平成30年度(2018年度)に新た
なし尿処理施設を整備しました。

　ุ地行政については、社会情の変化により、ّ、納ࠎの在り方などが多様化しており、これにॊೈ
に対応していくことが求められています。

　今後の高齢多ࢮ社会を見ਾえて、増加する火ニーズに対応するための取組を広域的に検౼することが
必要です。

　新座市には、上自Ӵୂ朝霞றಮ地及びถ܉大和ా通信所が所在し、ۭߤ機のඈ行、܇練等に伴う૽Ի
や周辺環境の保全など、様々な問題を๊えているため、周辺住民への配ྀが必要です。
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ओなࢪ策ల։  

1.5mg�Ὑ 1.5㎎ /ℓ以下

Րࢭ༻水に͓͚るBOD˞ೱ度

10団体 13団体

環境ඒ化活動のࢀՃ団ମ

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　安全Ͱշదな環境の創出ࢪ

❶ 公ର策の推進
　大気・土・地下水の汚છ、水質汚を

防止するため、定期的な環境測定を実施
するとともに、県と連携し、事業者に対
する規制・指導を実施します。

　૽Ի、ৼ動、ѱषを防止するため、事
業者に対する規制・指導を実施するとと
もに、県と連携して地൫下や化学物質
による汚છ状況を視し、状況に応じて
必要な対策をߨじます。

❷ շదな生活環境の࣮ݱ
　不法棄、ごみのポイࣺて、ݘの;Μ

害などの防止を図るとともに、Ӻ周辺の
路上٤Ԏې止地区において、८回パト
ロールの実施及び路上٤Ԏې止地区の周
知を図ります。

　ແடংな土࠭等のたい積の防止やۭき
地の適正な管理などを推進します。また、
土地管理者に協力を要しながら不法
棄の防止にもめます。

　生活環境保全のため、野生ௗ्の適正
な管理を行います。また、生ଶ系保全の
ため、特定外来生物のۦ除を行います。

　சݘ登録及びݘڰ病予防ࣹのపఈを
図り、ݘڰ病予防対策の充実にめます。
また、ϖットの適正ࣂ育やऴ生ࣂ養につ
いて、ࣂい主の意識向上にめます。

　浄化૧の適正な維持管理や、単独処理
浄化૧から合ซ処理浄化૧への転換につ
いて周知・ܒ発を行います。

　し尿の処理については、朝霞地区一部
事務組合において、効率的かつ、効果的
な適正な処理を実施します。

❸ ุ園・ࡈ場の整備・վमの推進
　市営ุ園については、ࡈ場や園内施設

のٺ化に伴い、計画的な改修や修સを
進めます。また、多様化するニーズに対
応するため、合ุの設置に向けた取組
を進めます。

　市内のุ地区域については、地域住民
の生活環境がଛなわれることのないよう、
必要な指導及び助言を行います。

　朝霞地区4市による共用火場の設置
に向けた検౼を進めます。

❹ 衛ࢪ設・基地पล環境整備の推進
　ۭߤ機のඈ行や܇練等による周辺住民

の不安の解消・ܰ減を図るため、ۭߤ機
等の安全な運行や܇練等の事ނ防止のప
ఈなどについて、関係機関に対し要望し
ます。

新座市営ุ園
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　近年、発生している大規模な地、台風や集中߽Ӎといった自然災害に加え、新たなײછ症のまΜ延や

力ܸ߈の発生へのݒ೦など、日常生活をڴかすٸۓ事ଶに対する人々の不安やة機管理への関心が高
まっています。

　自然災害によるඃ害を最小限に抑えるためには、市民による「自助」、地域による「互助」・「共助」、市及
び消防・警察などによる「公助」それͧれの؍点から、各主体が連携して防災体制を確立し、多様な災害に
対応できるよう平常時から準備することが重要です。

　これまで、市民や自主防災組織による災害に備えた取組を支援するとともに、防災に関する正確な情報
達やܒ発活動・防災܇練の実施、防災設備や備品の整備などを行ってきましたが、今後も災害に強い
まちを実現するため、国土強㔸化の取組を進めることが重要です。

　新座市は、朝霞市・志木市・和光市と共に埼玉県ೆ部消防ہを設立し、広域消防により対応しています
が、地域防災の要となる消防団の活動の充実を図り、消防体制の整備・強化を進めていく必要があります。

　防൜面に関しては、市民が安全で安心して暮らせるまちの実現に向け、市、市民、事業者、警察その他
関係団体が一体となって地域におけるパトロール活動などを展開してきました。

　市内での൜ࡑ発生件数は、全国と同様に減গ向にありますが、高齢者をૂったৼりࠐめٗや、イン
ターネット・SNS˞などを利用した൜ࡑによるඃ害が増加していることもあり、൜ࡑの特性に応じた対応
策の検౼が必要となっています。

　൜ࡑのないまちづくりのためには、警察の活動や防൜設備の整備だけでなく、市、市民及び事業者のそ
れͧれが൜ࡑを防止する主役となり、地域のつながりを強めることで、൜ࡑを未然に防͙ことが重要です。

　市民の防൜意識の更なる高༲を図るとともに、関係機関と連携した防൜体制の整備を進めていく必要が
あります。

　不測の事ଶに対応できるよう、日ࠒから৬員のة機管理意識を高めるとともに、ة機管理体制を組織͙
るみで整備していくことが重要です。

ཧ第１節ػة
�ࡦຊج

関連する
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  況と課題ݱ
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ओなࢪ策ల։  

いまちづくりの推進ڧにࡂ　策１ࢪ

❶ ࡂҙࣝのܒ発とࡂ行動力の向上
　防災に関する情報を発信し、市民一人

一人の防災意識のܒ発と防災行動力の向
上を図りながら、自主防災組織の活動及
び防災リーダーの育成を支援します。

❷ ࡂମ制のॆ࣮
　災害時の食ྐや資機ࡐの計画的な備

を推進するとともに、ආ難所の整備や防
災設備、災害時の給水体制の充実を図り
ます。

　男女それͧれの視点を取り入れた防災
対策を進めます。

　災害時における応援体制の強化のため、
他の自治体や事業者などと災害時応援協
定の締結を推進します。

　防災性の高い住環境づくりを推進する
ため、建築物の耐断や耐改修を促
進します。

　災害時における大規模土造成地の
動่མによる宅地地൫のඃ害を防止する
ため、一定の要件をຬたす大規模土造
成地について調査を実施し、民が連携
しながら適切な対応を図ります。

　土࠭災害特別警ռ区域、土࠭災害警ռ
区域及びࣼٸ地่յة険区域ฒびにਁ
水定区域の災害リスクを周知します。

　高齢者、障がい者や外国人などのආ難
行動要支援者に対する支援に関して、自
主防災組織や消防団などと連携し、ආ難
支援体制の充実を図ります。

　災害が発生し、又は発生するおそれが
ある場合に、確実に情報がわるよう情
報発信方法の充実にめます。

❸ 消ମ制のॆ࣮
　活力ある消防団づくりを目指し、市民

への消防団活動の周知・ܒ発、消防団の
加入促進や処遇改善を図るとともに、消
防団員の技術の向上を図ります。

　埼玉県ೆ部消防ہと連携して、消防
団の設備や備品の充実を図るとともに、
情報の達体制の強化を図ります。

　ਝ速かつ安全な消防団活動が行えるよ
う消防団の分団ंݿ及び消防ポンプं両
の更新などの機能強化を図ります。

　地域の消防力の充実を図るため、街֯
消火ثの設置を進めるとともに、消火ખ
や防火水૧の整備・維持を行います。

ඇ常用持出品の例
⃝ඇ常用持出ା
⃝ඇ常食
⃝飲料水
⃝携帯ラジオ
⃝ջ中ి౮
医療品ٸٹ⃝
⃝災害用トイレ
⃝その他、ٸۓに必要となるもの
重品（現金、預金通ா、ҹؑ、保険証など）و・　
　・10円玉（公衆ి用）
　・タオル、下着、ۺ下など
　・トイレットϖーパー、ウェットティッシュ
　・ビニールା（45Ὑ以上の大ܕのもの）
　・モバイルバッテリー
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ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ࢢ࠲Ҭࡂ計画
ㅡ৽ࠃࢢ࠲ᯰڧԽҬ計画
ㅡ৽ݐࢢ࠲ஙվमଅਐ計画
ㅡ৽ۀࢢ࠲ܧଓ計画（ฤ）
ㅡ৽ۀࢢ࠲ܧଓ計画（৽ܕΠϯϑϧΤϯβରࡦฤ）
ㅡࠃຽอޢʹؔ͢Δ৽ࢢ࠲計画
ㅡ৽ࢢ࠲डԉ計画
ㅡ৽ࢢ࠲൜ਪਐ計画

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策２　൜ମ制のॆ࣮ࢪ

化ڧ策３　危機管理のର応力ࢪ

❶ ൜ҙࣝの高༲
　市民一人一人の防൜意識の高༲を図る

ため、新たな൜ࡑの特性に応じた内容に
見直しながら、ܒ発活動を実施します。

❷ ൜ମ制の整備
　警察ॺと連携して不審者情報・൜ࡑ情

報を把握し、学校・防൜関係団体などへ
速やかに情報提供を行い、地域の防൜体
制の充実を図ります。

　防൜パトロールなど、市民及び事業者
による自主的な防൜活動を促すため、防

൜資機ࡐのି与など、防൜関係団体の活
動の支援を行います。

　高齢者をૂったৼりࠐめٗの対策を
強化します。

　道路照明౮の設置など、防൜対策を推
進します。

❸ ൜ࡑඃ者の支援
　൜ࡑඃ害者支援のための施策を推進し、

市民への周知を図ります。

❶ 危機管理のର応力ڧ化
 自然災害や力ܸ߈の発生、新たなײ

છ症のまΜ延などのة機事象から市民の
生命、身体、財産をकるため、有事の際に
ਝ速かつ的確な対応が図れるよう、組織的
なة機管理体制の強化・充実を図ります。

61団体ʗ34回ʗ1,630人 61団体／70回／6,000人

܇ࡂ࿅を࣮͢ࢪる自ओࡂ会ʗ࣮ࢪճʗࢀՃ者

187人 235人

消団һ

78団体 91団体

自ओ൜パトロールを࣮͢ࢪる団ମ

第１節جຊࡦ� ཧػة
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第̍અ　共創のまちづくり P126

第̎અ　人権 P128

第̏અ　シティプロモーション P130

第̐અ　行財政運営 P134
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　まちづくりにおける課題が多様化・ෳࡶ化する中、行政のみによる課題解決が今まで以上に難し
い状況になっています。これまで、市民と行政が相互に協力して取り組む「協働によるまちづくり」
が進められてきましたが、近年では、その視点を更に前進させ、市民、各種団体、民間ا業などの
多様な主体と行政が相互に手を携えながら、まちづくりの課題解決に取り組む「共創のまちづくり」
の理೦がਁಁしつつあります。

　新座市では、平成18年（2006年）に新座市自治ݑষ条例˞が施行されて以߱、市政に対する市民
の主体的なࢀ画の実現に向けた取組を進めてきました。「共創のまちづくり」を進めていくためには、
更なる市民ࢀ画制度の充実を図り、市政運営の様々な場面における機会の提供にめる必要があり
ます。

　まちづくりの課題や市民ニーズを把握し、市政に反映するためには、෯広いੈ代の市民から意見
をௌく機会を積ۃ的に設け、広ௌ活動を充実する必要があります。

　市政情報の発信に当たっては、広報ࢴ、ϗーϜϖージ、SNS˞など多様なഔ体を活用して取り組
Μでいます。情報取得手段がੈ代や個々に応じて異なることから、えたい情報がえたい市民に
届くよう適切に情報発信していくことが重要です。

　共創の取組を進めるためには、市民と情報を共有することが不可ܽです。市政情報の適切な公開
により、市民の知る権利を保障するとともに、市政のಁ明性を高めていく必要があります。

　今後も、これまでの市民ࢀ画や協働の取組を基本としつつ、多様な主体と連携を図りながら、ま
ちづくりの課題解決につなげていくため、「共創のまちづくり」を進めることが求められています。

ͷ·ͪͮ͘Γ第１節ڞ
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ओなࢪ策ల։  

8.0ˋ 15.0％

公募にΑる市民ҕһを設͚ている
ෟଐ機ؔのׂ合

43.8ˋ 50.0％

市民ҙࣝ調ࠪのճճ収率

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　共創にΑるまちづくりの推進ࢪ

❶　共創のまちづくりの推進
　新座市自治ݑষ条例の理೦に基づき、

市民や各種団体、民間ا業などが共にま
ちを創るパートナーであることを認識し
た上で、ক来都市૾とまちづくりのプロ
セスを共有し、新座市の新たな魅力や価
値を共に創り上げていきます。

　民間ا業や大学などと更なる連携を図
り、それͧれが持つ資源やノウハウを活
用しながら、地域の活性化や市民サービ
スの向上を図ります。

❷　市民ࢀ画の機会のॆ࣮
　まちづくりにࢀ画する機会がগない市

民を含め、෯広い市民に対して、様々な
機会を࡞り、広くࢀ画をݺびֻけるとと
もに、まちづくりへのࢀ画に対する意識
の高༲を図ります。

　各種審議会や委員会等へ市民公募を
設置し、市民目線の意見を把握するとと
もに、日ࠒ意見を出すことのない方々の
思いを市政に反映させるため、市民の
を෯広く収集できる仕組みの確立にめ
ます。

　市民ニーズにଈした市政運営を実現す
るため、パブリック・コメント制度˞、
ワークショップなどの多様な手法を取り
入れ、෯広いੈ代の市民の意見をௌくと
ともに、条例制定や各種計画策定時など
の政策形成過ఔにおける市民ࢀ画の機会
の確保にめます。

ใ活動のॆ࣮・ௌ　❸
　まちづくりの課題や市民ニーズを把握

するため、定期的な市民意識調査や市長
への手ࢴ、メールなどの制度を実施する
ほか、直接市民と対できる機会を確保
するとともに、時代にଈした多様な広ௌ
活動の充実を図ります。

　多様な情報提供手段の特性を౿まえな
がら、市民に分かりやすくわるよう市
政情報を発信します。

❹　։͔Εた市政の推進
　情報公開制度の適正な運用を図り、市

民に信頼される開かれた市政を推進しま
す。

　各種施策や事業の進ḿ状況、結果等に
ついて、年࣍報ࠂ書等により市民に対す
るઆ明の機会の創出にめます。
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　社会全体で人権問題に取り組む機運が高まる中、国では、「障害者差別解消法」、「ϔイトスピー
チ解消法」、「部མ差別解消推進法」のいわゆる人権3法を整備し、基本的人権に関わる重要な社会
問題の解決に取り組Μでいます。

　SDGs˞がܝげる「誰一人取り残さない」という理೦には、人権をଚ重する考え方がࠜఈにあるよ
うに、人権は一人一人が生まれながらにして持っているかけがえのない権利です。

　誰もがそれͧれの個性と能力を発شでき、あらゆる人にとって暮らしやすく、多様性に富Μだイ
ンクルーシブ社会˞の実現に向けて、人権意識の高༲を図る総合的な取組を進めることが重要です。

　新座市では、差別のない人権がଚ重された住みよいまちづくりを目指し、これまでも人権意識の
高༲や相談体制の充実を図ってきました。しかし、現在もなお、同和問題を始めとして、৬場にお
ける様々なハラスメントや、インターネット上での㒷ᨱ中ই、LG#T2˞などの性的গ数者への差
別など、生活の様々な場面で人権問題が発生しています。こうした問題の解決に向けて、今後も、
市民の理解を更にਂめ、支援を必要とする人を支える体制づくりを進めて、多様性を認め合う社会
づくりが求められています。

　男女共同ࢀ画や女性活躍社会を推進するためには、D7の防止や女性の多様な就労環境の整備、
女性の政策・方針決定過ఔへのࢀ画や意識ܒ発に引き続き取り組み、家庭や学校、৬場など様々な
場面において、誰もが自分らしく活躍できる環境づくりを推進していく必要があります。

　新座市健康平和都市宣言の趣旨に基づく健康で平和な住みよいまちづくりを進めていくために、
引き続き市民の平和意識の高༲を図ることが重要です。
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ओなࢪ策ల։  

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡୈ̐࣍ʹ͍͟உঁڞಉࢀ画ϓϥϯ
ㅡ৽ࢢ࠲ਓݖɾಉߦ࣮ࢪ計画
ㅡୈ̏࣍৽ࢢ࠲ऀۮ͔Βのྗٴࢭͼඃࢧऀԉجຊ計画

35.2ˋ 40.0％

֤छ৹ٞ会・ҕһ会のঁੑొ༻率

37ˋ 50％

市所に͓͚るঁੑ৬һのׂ合

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

策１　人権ଚॏ社会の構ஙࢪ

成とジェンダー˞ฏの推進ܗ策２　多༷ੑを認め合͏社会のࢪ

策３　ฏҙࣝの高༲ࢪ

❶　人権教育の推進
　学校教育において、人権意識を高めるため

の学習機会を保障し、人権教育を推進します。
　市民一人一人の人権意識の高༲に向けて、

生涯学習の一環として、人権に関するߨ座
やߨԋ会など、学習機会の充実にめます。

❷　人権ܒ発・交ྲྀの推進
　同和問題や様々な人権問題について、正し

い理解と認識をਂめるため、ϗーϜϖージや

パンフレット、SNS˞など様々なഔ体やߨԋ
会等の機会を活用して、より効果的な人権ܒ
発活動を推進するとともに、市民と人権関係
団体との交流をਂめる機会を設けます。

❸　相談・支援ମ制のॆ࣮
　社会生活や家庭生活における様々な人権

問題の解決を図るため、市及び関係機関が
設置する各種相談૭口等と連携し、人権৵
害ඃ害者のٹ済や支援にめます。

❶ 多༷ੑのଚॏとۮ者͔らの力のࢭ
　国籍の違いや障がいの有ແ、性自認や性

的指向などのあらゆる多様性を認め合い、
ଚ重することができるよう、支援やܒ発に
めます。

　重大な人権৵害であるD7を始めとした、
あらゆる力のない社会の実現を目指し、
広く市民に対して、意識のܒ発や関連法規
の理解の促進を図るとともに、ඃ害者のٹ
済体制の整備にめます。

 リプロダクティブ・ϔルス�ライπ（性と生৩
に関する健康と権利）についての理解をਂめる
ため、必要な市民への情報発信にめます。

❷ உঁ共ಉࢀ画の推進
　男女平等意識の向上を促すとともに、༮

児教育や学校教育、生涯学習など、あらゆ
る機会を通じて意識ܒ発にめます。

　市の審議会等や管理৬への登用など、女
性の政策・方針決定過ఔへのࢀ画を促進する
とともに、男女が共にあらゆる分野にࢀ画
し、その個性と能力が十分に発شすること
ができる地域づくりを進めます。

❸ உঁが共にಇ͖͢い環境づくり
　育児や介護などを男女が共に取り組むこ

とができるよう、支援の充実にめるとと
もに、働きやすい৬場づくりについて事業
者に対するܒ発を行います。

　৬場における男女共同ࢀ画を推進するた
め、女性の就業機会の֦大や均等待遇の整
備などについてのܒ発活動を行います。

❶　ฏҙࣝの高༲
　新座市健康平和都市宣言の趣旨にのっと

り、平和のଚさや大切さを考える機会を提
供し、市民の平和意識の高༲にめます。
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　全国的に人口減গが進む中、地域独自の資源をいかしたઓ略的なシティプロモーション˞に取り
組み、まちの魅力を発信することで、地域や地域の人々と多様に関わる関係人口の増加や移住・定
住者の増加につなげていこうとする自治体の動きが活発になっています。

　新座市は、ାからిंで20分以内というศ利な立地に在りながら、ଂ野のࡶ木林や野火止
用水など豊かな自然と歴史的文化資産にܙまれています。近年は、首都近郊のベッドタウンとして
発展するとともに、ࡾつの大学が所在する文教都市という特長があります。

　定住人口や交流人口の増加を目指し、シティプロモーションを効果的に推進するため、ターゲッ
ト層を定めたシティプロモーション方針を策定して、様々な施策を展開しています。

　都市間ڝ૪がܹ化する中、「新座市に住Μでみたい、ずっと住み続けたい」と選ばれるまちにな
るためには、「新座ならでは」といえる魅力を効果的かつ継続的に発信し、新座市のブランドイメー
ジの向上や確立につなげていく必要があります。

　今後は、地域全体の活性化に向け、これまで取り組Μできた様々な施策についても、シティプロ
モーションの؍点から更にຏきをかけて着実に進めるとともに、市民・事業者・学校などと協力し、
地域全体で施策に取り組み、市の魅力を共有していくことが求められています。

　地域全体で新座市の魅力や価値を共有し合うことにより、新たな魅力の創出や魅力の更なる周知
につなげるとともに、魅力発信の担い手を増やして広くえていくことが重要です。

γςΟϓϩϞʔγϣϯ第 3 節
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ओなࢪ策ల։  

策１　બΕるまちになるためのシティプロモーションの推進ࢪ

策２　新座ならͰのັ力づくりࢪ

❶ シティプロモーションの推進
　市外の人から「住Μでみたい」と選ば

れるまちを目指し、転入数を増加させる
取組を進めます。また、市に๚れる交流
人口や市と多様に関わる関係人口を創出
する取組を進めます。

　市民が「ずっと住み続けたい」と思え
るまちを目指し、定住人口を増加させる
取組を進めます。また、情報発信やイベ
ントの開催、地域、学校、民間ا業など
との連携により、市への愛着や誇り（シ
ビックプライド˞）のৢ成を図ります。

❶ 地域ݯࢿをい͔͠たັ力づくり
　市民や来๚者が、自然や歴史的文化資

産などの地域資源に৮れることができる
ウΥーキングルートの開発やまちなか؍
光案内所の֦充など、回༡を促す取組を
進めます。

　市民や来๚者が市への理解をਂめ、愛
着を持ってもらえるよう、ボランティア
などの地域人ࡐと連携して、自然や文化
を体験できる取組を進めます。

　市内の団体や事業者と連携し、市を
PRできるイベントを実施します。また、
市の認知度向上や地域活性化につながる
自主的な市民活動を支援します。

❷ 地域ブランドの֬立
　طに新座ブランド˞として認定した商

品に加え、新たな認定商品の開発や選出
を進めます。また、認定商品について、
市内外へのPRやൢ路֦大を支援します。

　新座ブランドに限らず、新座らしさを
える商品等を発۷し、;るさと納税˞

の返ྱ品などを活用して広く情報発信し
ます。

　市のイメージキϟラクター「κウキリ
ン」を活用した商品開発やイベントで着
͙るみを登場させるなどPRを進めます。

131



基
本
構
想
の
推
進
の
た
め
に

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡୈ̎࣍৽ࢢ࠲γςΟϓϩϞʔγϣϯํ

8,077人 8,300人

年ؒసೖ者

18,402人 30,000人

SNS公ࣜアカウントのొ者
（TXitter、FaceCook、LIN&、:oVTVCe）

1,055人 1,500人

ボランティアΨイドの年ؒҊ人ޫ؍

97,550ઍ円 120,000千円

新座ブランド年ؒൢചֹ࣮

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

組Έづくりめる策３　まちのັ力を͑ࢪ

❶ ັ力発৴のڧ化
　子育てੈ代や大学生などシティプロ

モーション方針のターゲット層に響く情
報を発信するため、ଈ時性・֦ࢄ性の高
いSNS˞を効果的に活用します。

　全ての市৬員が市のシティプロモー
ション担当・広報担当であるという意識
を持ち、情報提供の内容の充実、積ۃ的
な情報発信にめます。

　来๚者の増加につなげるため、市内の
様々な魅力をえる؍光マップやガイド
ブックを࡞成し、市内外で配するとと
もに、市外の方や外出ઌからでも手ܰに
入手できるి子ഔ体を活用した情報の発
信にめます。

❷ シティプロモーションの୲いखづくり
　市が目指す「選ばれるまち」のイメー

ジをより多くの市民と共有し、市民が新
座の魅力を発信できるようめます。

　市民や市外の人が市にڵ味・関心を持
ち、自発的にまちづくりや市の情報発信
に関わることができるよう働きֻけてい
きます。

　シティプロモーションの担い手を増や
すため、市の魅力づくりやPRにつなが
る市民活動やا業活動、市内大学との連
携を推進します。

　ক来のシティプロモーションの担い手
を育てるため、子どもたちが市の歴史、
文化、自然などの魅力に৮れる機会を提
供します。また、子どもたちが市の魅力
や理のক来૾を発表する機会を創出し、
市への愛着のৢ成を図ります。

ʹͷਪਐͷͨΊߏຊج 第３節 γςΟϓϩϞʔγϣϯ
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　人口減গ・গ子高齢化の進行や、国際社会における共通目標であるSDGs˞の達成に向けた動向な
ど、地方自治体を取り巻く環境は大きく変化しています。このようなഎܠの中、地方自治体におい
ては、行政課題の高度化やෳࡶ化に対応しつつ、健全な財政を確立することが重要です。

　新座市では、これまでも市民の理解と協力の下、平成30年度（2018年度）に策定した財政健全
化方針に基づいて事務事業の見直しなどを行い、社会経済情に応じた行財政運営にめてきまし
た。また、新ܕコロナウイルスの影響もあり、令和2年（2020年）10月から令和4年（2022年）3月
までの約1年の間、財政ඇ常事ଶ宣言を発出し、事業の減にめてきた経Ңがあります。

　このような事ଶを通じて、持続可能な財政運営を確立していくことの重要性を再認識したところ
であり、今後も引き続き財政健全化に向けた取組を行っていく必要があります。

　ত和40年代からত和50年代までにかけての人口ٸ増期を中心に整備を進めてきた教育施設を始
めとする公共建築物や道路、上下水道などのインフラが近いক来に一੪に更新時期を迎えます。そ
のため、こうした公共施設等の更新、౷廃合、長寿命化は本計画期間内における最も大きな課題の
一つといえます。こうした資産管理（アセットマネジメント）は大きな財政支出が伴うものである
ため、中期的な財政予測を౿まえた計画的な改修・改築が必要です。

　国を挙げて取組が進められているD9˞を更に推進することで、単なるط存業務の効率化だけで
なく、組織体制や働き方に対する従来の常識を見直して組織全体の生産性を向上する必要がありま
す。また、こうした時代の変化に対応できる৬員の能力向上や人ࡐ育成を図ることが重要です。

　ক来にわたる持続可能なまちの実現に向けて、行政サービスの変ֵの視点を持ちながら、民間活
力の活用など、市民のຬ度の向上につながる不断の取組を進めていくことが求められています。

ӡӦ第４節ࡒߦ
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ओなࢪ策ల։  

策１　行政のޮ率化・高度化の推進ࢪ

❶　行政経営の推進
　基本計画に位置付けた施策をઓ略的か

つ効果的・効率的に展開していくため、
取組の実や進ḿについて適切に管理・
評価しながら、状況に応じて予ࢉへ反映
させるなど、PDCAサイクル˞に基づい
た行政運営を推進します。

　経営的な視点に立って事務事業の成果
やコストを重視するとともに、市を取り
巻く社会環境に対応する仕組みを整え、
持続可能な行財政運営を推進します。

❷　৬һの能力向上と組৫の活ੑ化
　高度化・ෳࡶ化する行政課題に的確に

対応できる৬員を育成するため、人ࡐ育
成基本方針に基づき、৬員に対する能力
開発や৬員ݚ修の充実を図ります。また、
人事評価制度などを通じた人ࡐマネジメ
ントの最適化を図ります。

　計画的に人ࡐを確保し、業務に応じた
弾力的な業務ࣥ行体制を構築するととも
に、テレワークの定着化など、ワークラ
イフバランスに配ྀし、多様な人ࡐが活
躍できる৬場の環境づくりを進めます。

　市民ニーズや新たな行政課題にਝ速か
つ着実に対応するため、ॊೈで機動的な
組織体制を構築します。

❸　民ؒ活力の活༻
　ෳࡶ化する行政課題を効果的に解決し

ていくため、公共性の確保にཹ意しなが
ら、PPP・PFI˞の導入や業務のアウト
ιーシングなど、民間活力の活用を推進
します。

❹ DXの推進にΑる業務ޮ率化と
サービスの向上

　最ॳから最後まで一؏してデジタルで
完結することのできる行政手続オンライ
ン化の֦大、誰もがデジタル化のԸܙを
受けられるようになるための情報֨差解
消の取組など、市民目線に立った利ศ性
の向上につながるD9を推進します。

　৬員一人一人が、行政課題の解決に向
けたD9推進の意義を共有し、AI˞等の
ઌ端技術を積ۃ的に活用した業務改ֵに
取り組むなど、市民サービス向上と業務
の効率化を推進します。

の推進ܞ域࿈　❺
　新座市域を含む圏域全体の発展に向け

て、火場の設置検౼など、スケールメ
リットが期待できる事業については、市
域のを超えた広域的な連携を推進しま
す。

　公共ࢪ設のదਖ਼な管理・整備
　公共施設等を限られた財源の中で適切

に維持管理するため、公共施設等総合管
理計画に基づき、今後定される人口減
গを見ਾえた施設の総量の適正化を図る
とともに、安全性の確保に向けた計画的
な改修・改築を進めます。

　多様化する市民ニーズに対応した魅力
ある都市ۭ間の創出を図るため、ݢࡾ
公園及び東コミュニティセンターのෑ
地を活用した新たなෳ合施設の整備を進
めます。
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策２　健全な財政の֬立ࢪ

ある財政運営の推進ن　❶
 効率的に施策・事業が推進できるよう、

中・長期の財政収支見通しを౿まえながら、
規ある財政運営を進めるとともに、財
政状況の公表によりಁ明性を確保します。

 受益と負担の公平性の؍点から、社
会経済情に応じた制度の適正化を図り、
行政サービスの質・量の最適化にめます。

❷　財ݯの֬保
　市財源のࠜװである市税について、適

正なො課と公正な収を推進するため、
納税しやすい環境の整備や納処分の強
化を推進します。

　;るさと納税˞の充実や、クラウド
ファンディング˞など様々な手法を活用
して、自主財源を確保します。

 国や県による補助制度や支援策を積ۃ
的に活用して、自主財源負担をܰ減します。

ؔ࿈͢るݸ別計画・方ɹ	 ㅡ৽ࡒࢢ࠲݈શԽํ
ㅡୈ̎ظ৽ࢢ࠲ํੜ総合ઓུ
ㅡ৽ࢢ࠲ਓޱϏδϣϯ
ㅡ৽ࢪڞެࢢ࠲設総合ཧ計画
ㅡ৽ࢪڞެࢢ࠲設ݸผࢪ設計画
ㅡ৽ࢢ࠲ਓࡐҭجຊํ（ୈ̎൛）
ㅡ৽ࢢ࠲৬һఆһཧ計画
ㅡୈ̐࣍৽ࢢ࠲ಛఆۀࣄओߦಈ計画
ㅡ৽ࢢ࠲σδλϧɾτϥϯεϑΥʔϝʔγϣϯ（̙̭）ਪਐ計画

13.68ˋ 30％

உੑ৬һの育ٳࣇ業取ಘ率

97.8ˋ 98.7％

市税収納率

39.4ԯ円 35億円以上

財政調整基金˞の高（通年）

96.1ˋ 95％未満

経常収支比率˞

,PI（ॏཁ業評価ࢦඪ）  

ʹͷਪਐͷͨΊߏຊج 第４節 ӡӦࡒߦ
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第4ฤ

地方創生総合ઓུ
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ୈ�編ɹํੜ૯߹ઓུ

ୈ̎ظํੜ૯߹ઓུ

　国では、人口減গ及びগ子高齢化をࠀし、ক来にわたり活力ある日本社会を維持するため、平成

26年（2014年）11月に「まち・ͻと・しごと創生法」を制定しました。あわせて、同年12月には、日

本の人口の現状と2060年までの人口のক来の展望を示す「長期ビジョン」及びまち・ͻと・しごと創生

に関する目標や施策の基本的な方向を示す「まち・ͻと・しごと創生総合ઓ略」が策定されました。同

ઓ略は計画期間のऴ期を迎え、現在は令和元年（2019年）12月に策定された「第2期まち・ͻと・しご

と創生総合ઓ略」に基づき、東京一ۃ集中のੋ正に向けた取組などが推進されています。

　また、まち・ͻと・しごと創生法においては、地方公共団体においても、地域の実情に応じた「地方

൛総合ઓ略」を策定することが力義務として求められており、本市においても、国や県の総合ઓ略

をצ案しながら、平成27年度（2015年度）に「新座市人口ビジョン」及び「新座市地方創生総合ઓ略」

を策定し、豊かな自然などの本市の強みや特性をいかして、に͗わいと活力を創出し、多くの人に選

ばれるまちづくりに取り組Μできました。

　この地方創生総合ઓ略は、同時期に推進していた第4࣍基本構やその基本計画に位置付けられて

いた取組の中から、選ばれるまちの実現に向けて効果的とଊえる取組をந出し、策定したものです。

しかしながら、各種取組を進めていく中で、市が持つ魅力をいかしながら更にຏき、移住・定住の促

進を図っていくためには、特定の分野に力するのではなく、市政全般にわたる取組を通じてこそ実

現するものと強く認識しました。

　そのため、新たな地方創生総合ઓ略の策定に当たっては、総合計画が同ઓ略の機能を持つものとし、

第2期新座市地方創生総合ઓ略については、総合計画前期基本計画と一致させることとし、地方創生

の取組を総合的に推進します。

　なお、総合ઓ略に求められる,PI（重要業評価指標）については、基本計画において施策ྖ域ごと

に設定している߲目とし、PDCAサイクルによる検証により、進ḿを管理することとします。

˞　国では、「第2期まち・ͻと・しごと創生総合ઓ略」をൈ本的に改గし、令和5年度（2023年度）ʙ令和9年度（2027年度）の
5か年の新たな総合ઓ略として、「デジタルా園都市国家構総合ઓ略」を令和4年（2022年）12月23日に閣議決定しました。

　　国の改గに伴い、地方൛総合ઓ略についても、それͧれの地域が๊える社会課題等を౿まえた改గを求められていますが、
本市における対応については、令和5年度（2023年度）中に方針について検౼することを予定しています。

年　度 )23 ~ )27 )28 )29 )30 )31
R1 R2 R3 R4 R5 ʙ R9

総合計画 第4次新座市基本構想総合振興計画
前期基本計画�後期基本計画

市政運営の
基本方 第5次新座市総合計画前期基本計画

第2期新座市地方創生総合ઓུ
総合ઓ略 新座市地方創生総合ઓུ Ԇ
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কདྷਓޱͷਪٴܭͼՌඪ

কདྷ人ޱの推計

　本市のক来的な人口については、国立社会保障・人口問題ڀݚ所による推計や「新座市人口ビジョン」

において推計していますが、本市の総人口は、これまで؇やかに増加してきたものの、現状の人口動

ଶのまま推移すると、令和7年（2025年）をピークに減গに転じる見ࠐみとなっています。

成Ռඪ

　目指すまちの実現や目標人口を౿まえ、第2期新座市地方創生総合ઓ略における成果目標について、

。のとおり定めます࣍

˙�ɹඪɹਓɹޱɿ��ສ����ਓ

ɹྩ�ʢ����ʣɿ����ʣߟࢀಛघग़ੜɿ����ʢܭ߹�˙

　そこで、人口増加を図るための地方創生の取組を通じて、合計特घ出生率を令和15年（2033年）

に1.60を達成することを目指すとともに、総人口を令和42年（2060年）に約18ສ4ɼ000人を達成

することを目指すものとしています。

「新座市人口ビジョン」ൈਮ

163,674
166,329

169,953 172,276 
172,974

175,734
178,681

181,724 184,103 183,864

162,122 164,229 164,641 163,772 162,219 160,533 158,710

149,182
143,493

136,826
130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

令和42年
(2060年)

令和37年
(2055年)

令和32年
(2050年)

令和27年
(2045年)

令和22年
(2040年)

令和17年
(2035年)

令和12年
(2030年)

令和7年
(2025年)

令和２年
(2020年)

平成27年
(2015年)

総
人
口（
人
）

図表　ক来人口の推計

目標人口基本推計
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資料編

લجظຊܭըͷࡒݟ௨ ʢ͠Ұൠձܭʣ

ೖの見通͠ （単位ɿඦສ円、ˋ）ࡀ　1

出の見通͠ （単位ɿඦສ円、ˋ）ࡀ　2

推計方๏
令和5年度（2023年度）は当ॳ予ࢉ額であり、令和6年度（2024年度）以߱は計画策定時における税財政制度や手当u医療制度
が今後も続くものとして、令和4年度（2022年度）予ࢉをベースに財政見通しを࣍のとおりࢉࢼしています。

ʲࡀೖの見通͠ʳ
市 税ɿ令和4年度（2022年度）予ࢉをベースに、国のGDP見ࠐみや過去の実などをצ案してࢉࢼしています。
地方ৡ与税等ɿ令和4年度（2022年度）予ࢉをベースに、国のGDP見ࠐみや過去の実などをצ案してࢉࢼしています。
地 方 交 付 税ɿ令和4年度（2022年度）予ࢉをベースにࢉࢼしています。
国 県 支 出 金ɿ各年度における扶助費等をצ案してࢉࢼしています。
そ の 他 収 入ɿ分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄ෟ金、繰入金、繰ӽ金、ॾ収入を推計しています。
市 債ɿ 基本計画に連動する事業費等に基づき、ࢉࢼしています。令和8年度（2026年度）及び令和9年度（2027

年度）については、新庁舎建設事業債のआ換えに伴う新規आ入額を除いて計上しています。
ʲࡀ出の見通͠ʳ

人 件 費ɿ現行の給与制度等に変更がないものとして、令和4年度（2022年度）予ࢉをベースにࢉࢼしています。
扶 助 費ɿ現行制度に変更がないものとして、令和4年度（2022年度）予ࢉをベースに過去の実などをצ案してࢼ

。していますࢉ
公 債 費ɿ令和3年度（2021年度）までの市債आ入額と、令和4年度（2022年度）以߱の市債आ入見ࠐ額をベースに、

元利償ؐ金額をࢉࢼしています。令和8年度（2026年度）及び令和9年度（2027年度）については、新庁
舎建設事業債のआ換えに伴う償ؐ額を除いて計上しています。

そ の 他ɿ補助費等、繰出金、物件費、維持補修費、積立金、資及び出資金、ି付金、予備費を推計しています。
 資 的 経 費ɿ基本計画に連動する事業費をࢉࢼしています。

۠
ྩ��
ʢ����ʣ

ྩ�
ʢ����ʣ

ྩ�
ʢ����ʣ

ྩ�
ʢ����ʣ

ྩ�
ʢ����ʣ

ֹۚ ֹۚ ৳ ֹۚ ৳ ֹۚ ৳ ֹۚ ৳
市税 25,467 25,562 0.4 25,753 0.7 25,982 0.9 26,176 0.7
地方ৡ与税等 4,695 4,646 ˚1.0 4,698 1.1 4,761 1.3 4,814 1.1
地方交付税 2,800 2,620 ˚6.4 2,620 0.0 2,620 0.0 2,620 0.0
国県支出金 15,037 14,210 ˚5.5 14,169 ˚0.3 14,144 ˚0.2 14,179 0.2
その他収入 6,240 3,727 ˚40.3 3,459 ˚7.2 3,969 14.7 3,821 ˚3.7
市債 2,504 3,817 52.4 4,499 17.9 5,550 23.4 5,192 ˚6.5
合　計 56,743 54,582 ˚3.8 55,198 1.1 57,026 3.3 56,802 ˚0.4

۠
ྩ��
ʢ����ʣ

ྩ�
ʢ����ʣ

ྩ�
ʢ����ʣ

ྩ�
ʢ����ʣ

ྩ�
ʢ����ʣ

ֹۚ ֹۚ ৳ ֹۚ ৳ ֹۚ ৳ ֹۚ ৳
義務的経費 31,753 31,176 ˚1.8 30,934 ˚0.8 30,782 ˚0.5 30,856 0.2

人件費 8,284 8,176 ˚1.3 8,160 ˚0.2 8,174 0.2 8,134 ˚0.5
扶助費 18,595 18,331 ˚1.4 18,224 ˚0.6 18,160 ˚0.4 18,179 0.1
公債費 4,874 4,669 ˚4.2 4,550 ˚2.5 4,448 ˚2.2 4,543 2.1

その他 22,379 18,458 ˚17.5 18,735 1.5 18,995 1.4 19,240 1.3
資的経費 2,611 4,948 89.5 5,529 11.7 7,249 31.1 6,706 ˚7.5
合　計 56,743 54,582 ˚3.8 55,198 1.1 57,026 3.3 56,802 ˚0.4
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,1*ʢॏཁۀධՁࢦඪʣҰཡ

基本政策１　ΈΜなにさ͠く୭もがͤを͡ײるまち̡ 福祉健康ʳ

Ҭྖࡦࢪ ߲ɹ �ঢ়�ݱ �ඪ�

ԉࢧҭͯࢠ

子育て支援センター利用者数 63,813人 84,760人
保育所等の待機児童数 5人 0人
アシタエールの支援に対するຬ度

（対象:通所利用児の保護者） 94� 100�

ࢱऀྸߴ

人福祉センター利用者数 74,885人 104,363人
要介護認定率 13.2� 13.2�
高齢者相談センター

（地域包括支援センター）利用件数 16,245件 23,800件

成年後見制度利用件数 245件 345件
ো͕͍ऀ
ࢱ

基װ相談支援センター相談件数 2,479件 3,222件
就労定着支援の利用者数 27人 51人

ੜऀځࠔ׆
ԉࢧ

就労指導等により保護廃止となった
ੈ帯数（自立ੈ帯数） 6ੈ帯 8ੈ帯

就労支援により就労を開始した人の割合 24.4� 33.0�

Γɾͮ͘߁݈
อ݈Ӵੜ

がΜ検受率

ңがΜ　16.9�
ೕがΜ　21.8�

子ٶᰍがΜ　18.5�
大がΜ　20.7�

ഏがΜ　23.6�

50�

母子健康手ா交付時の妊婦の状況把握率 95� 100�

自ࢮࡴ率（人口10ສ人対） 15.04 11.50

ɾݥอ߁ຽ݈ࠃ
ຽۚࠃ

特定健康査の受率ʗ
特定保健指導の利用率 36.6� ʗ28.4� 55� ʗ48�

国民健康保険税収納率 80.1� 87.8�

Ҭࢱ

福祉に関する困りごとの解決に向けた
対応をした割合 ー 100�

地域福祉活動の拠点の整備 ー 6地区
（各地域福祉圏域に1か所）
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基本政策２　生͖る力と生͖がいを育Ήまち̡ 教育文化ʳ

Ҭྖࡦࢪ ߲ɹ �ঢ়�ݱ �ඪ�

बֶલڭҭ
子育てに関するߨ座へのࢀ加率 100ˋ 100ˋ
༮児・児童交流会へのࢀ加している
༮ஓ園、保育園の割合 65.3ˋ 80ˋ

ҭڭߍֶ

主体的・対的でਂい学びの実施

小5　4.0p
小6　4.0p
中1　4.0p
中2　3.8p
中3　3.8p

平均4.1pまで上げる。

県学力・学習状況調査における、学
力レベルを伸ばした児童生徒の割合
と学力の伸び率

小学校
5年　76.1　2.6
6年　74.8　2.2

中学校
1年　70.6　2.0
2年　57.0　1.0
3年　67.6　2.0

小 学校
平均80ˋの児童を伸
ばしかつ学力レベル
を平均2.6に上げる。

中 学校
平均70ˋの生徒を伸
ばしかつ学力レベル
を平均2.0に上げる。

不登校の割合 小学校　1.19ˋ
中学校　4.98ˋ

小学校1ˋ未ຬ
中学校4ˋ未ຬ

規則正しく健康的な生活を送ってい
る児童生徒の割合ɿ朝食を食べる（全
国学調）

男子　88.5ˋ
女子　79.7ˋ

男子、女子
90ˋ

運動やスポーπが好きだと答えた児
童生徒の割合

（全国運動能力・運動習׳等調査）

小学校̑年
男子　89.0ˋ
女子　80.1ˋ

中学校̎年
男子　83.8ˋ
女子　77.0ˋ

全国平均を上回る
考令和̏年全国平均ࢀ˞

小̑男子　91.0ˋ
女子　83.7ˋ

中̎男子　87.5ˋ
女子　75.5ˋ

新体力テスト　ઈ対評価上位̏ランク
の児童の割合

小学校　77.4ˋ
中学校　82.4ˋ

小学校80ˋ
中学校85ˋ

ٺ化対策を実施した校舎数 0校 4校

੨গ݈શҭ
ココフレンドの登録率 37ˋ 50ˋ
新座っ子ͺわーあっくらぶ開設ク
ラブ数・ࢀ加者数 28クラブ473人 35クラブ600人

ੜֶ֔श
出前ߨ座依頼件数ʗ実施件数 125件 400件
ボランティアバンク登録者数 108人（団体） 110人（団体）
にいざプラスカレッジࢀ加者数 77人 120人

จԽܳज़
新座շ適みらい都市市民まつり文化
祭来場者数 2,150人 2,500人

歴史民俗資料館来館者数 3,301人 10,000人

εϙʔπɾ
ϨΫϦΤʔγϣϯ

スポーπ施設利用者数（外） 266,417人 280,000人
スポーπ施設利用者数（内） 180,062人 200,000人
学校施設༡び場開์利用者数 ー 7,000人
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基本政策３　͢ら͗と利ศੑが共ଘ͢るまち̡ 都市整備ʳ

基本政策４　に͗わいと環境が調͢るまち̡ 市民生活ʳ

Ҭྖࡦࢪ ߲ɹ �ঢ়�ݱ �ඪ�

ͮ͘ࢢΓ
新座Ӻ口土地区画整理事業進ḿ率 53ˋ 100ˋ
通報があったۭ家等の管理不全Օ所の解決率 91.8ˋ 100ˋ

௨ަڞެ
コミュニティバス利用者数 118,795人 224,000人
交通安全教室実施回数ʗ人数 21回ʗ1,790人 41回ʗ4,000人

ެԂɾ

緑地面積 ˞今後減গはආけられないため、減গ෯及
び減গϖースを抑えることにめる。 314.58ha 306.03ha

市民一人当たりの都市公園面積 1.77ᶷ 1.98ᶷ
緑・公園に関するボランティア登録者数 234人 254人

ಓ࿏
都市計画道路整備率 16ˋ 90ˋ
市道ฮ修સ計画による市道修સ率 0ˋ 100ˋ
ྊ長寿命化修સ計画による修સ率ڮ 0ˋ 100ˋ

Տɾਫ࿏ 開発行ҝ等におけるӍ水ஷ ・ླਁཱྀ ಁ施設設置率 0ˋ 100ˋ

্ਫಓ

有収率 95ˋ 96.31ˋ

管路耐化率 管路全体 46.4ˋ
基װ管路 33.4ˋ

管路全体 49.5ˋ
基װ管路 64.5ˋ

水質検査߲目の合֨ʗ水質基準適合率 100ˋ 100ˋ

Լਫಓ

新座市汚水管路ストックマネジメント計画（第
ᶗ期）による進ḿ率ʗ改築延長L�1,560m 0ˋ 100ˋ

新座市Ӎ水管理総合計画による整備率�ஷཹ管
П1,200mm　L�650m 0ˋ 100ˋ

Ҭྖࡦࢪ ߲ɹ �ঢ়�ݱ �ඪ�

Ҭ׆ಈ
町内会加入率 56.7ˋ 60.0ˋ
公益活動団体数（市民公益活動補償制度登録団体数） 168団体 205団体
市内共催日本語教室数 2教室 3教室

Ҭࡁܦৼڵ

経営相談及びى業・創業者からの相談件数 ー 600件
༡ٳ農地面積 23,454ᶷ 10,000ᶷ
就৬セミナー等の実施回数 5回 10回
消費生活センターにおける自主交ব率 76ˋ 80ˋ

อશڥ

環境に関するߨ座・セミナーの開催回数 17回 30回

温室効果ガスの排出量 市域618.4ઍ̓
事務事業10,348̓

市域442.9ઍ̓
事務事業7,165.8̓

設置可能な市保有建築物の太陽光発ి導入率 28.8ˋ 43.6ˋ
公用ंにおけるి動ंの導入率 5.2ˋ 64.9ˋ
ごみの総排出量 46,638̓ 43,629̓

ੜڥ׆
野火止用水における#ODೱ度 1.5mg�Ὑ 1.5mg�Ὑ以下
環境ඒ化活動のࢀ加団体数 10団体 13団体
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基本政策５　安全・安心を࣮ײͰ͖るまち̡ 安全安心ʳ

基本構想の推進のために

Ҭྖࡦࢪ ߲ɹ �ঢ়�ݱ �ඪ�

ཧػة

防災܇練を実施する自主防災会数
実施回数
加者数ࢀ

61団体
34回

1,630人

61団体
70回

6,000人
消防団員数 187人 235人
自主防൜パトロールを実施する団体数 78団体 91団体

Ҭྖࡦࢪ ߲ɹ �ঢ়�ݱ �ඪ�

ͷ·ͪͮ͘Γڞ
公募による市民委員を設けているෟ属機関等の割合 8.0ˋ 15.0ˋ
市民意識調査の回答回収率 43.8ˋ 50.0ˋ

ਓݖ
各種審議会・委員会への女性登用率 35.2ˋ 40.0ˋ
市役所における女性役付৬員の割合 37ˋ 50ˋ

γςΟϓϩϞʔγϣϯ

年間転入者数 8,077人 8,300人
光ボランティアガイドの年間案内人数؍ 1,055人 1,500人
SNS公ࣜアカウントの登録者数

（Twitter、Facebook、LINE、:ouTube） 18,402人 30,000人

新座ブランド年間ൢ売実額 97,550ઍ円 120,000ઍ円

ӡӦࡒߦ

男性৬員の育児ٳ業取得率 13.68ˋ 30ˋ
財政調整基金の残高（通年） 39.4ԯ円 35ԯ円以上
市税収納率 97.8ˋ 98.7ˋ
経常収支比率 96.1ˋ 95ˋ未ຬ
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ੑҬͱ4%(Tͷؔྖࡦࢪͼٴࡦຊج

基本政策
（章）

策ྖ域ࢪ
（節）

̍ɹ߁݈ࢱ

̍　子育て支援 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̎　高齢者福祉 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̏　障がい者福祉 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̐　生活困窮者支援 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̑　健康づくり・保健Ӵ生 ˔ ˔

̒　国民健康保険・国民年金 ˔ ˔

̓　地域福祉 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̎ɹڭҭจԽ

̍　就学前教育 ˔

̎　学校教育 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̏　੨গ年健全育成 ˔ ˔ ˔

̐　生涯学習 ˔ ˔ ˔

̑　文化ܳ術 ˔ ˔

̒　スポーπ・レクリエーション ˔ ˔ ˔ ˔

̏ɹࢢඋ

̍　都市づくり ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̎　公共交通 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̏　公園・緑地 ˔ ˔ ˔ ˔

̐　道路 ˔ ˔

̑　Տ・水路 ˔ ˔ ˔ ˔

̒　上水道 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̓　下水道 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̐ɹࢢຽੜ׆

̍　地域活動 ˔ ˔ ˔

̎　地域経済ৼڵ ˔ ˔ ˔ ˔

̏　環境保全 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̐　生活環境 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̑ɹ҆શ҆৺ 機管理ة　̍ ˔ ˔ ˔

̒ɹجຊߏͷ
ਪਐͷͨΊʹ

̍　共創のまちづくり ˔ ˔ ˔ ˔

̎　人権 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̏　シティプロモーション ˔ ˔ ˔ ˔

̐　行財政運営 ˔ ˔ ˔ ˔
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基本政策
（章）

策ྖ域ࢪ
（節）

̍ɹ߁݈ࢱ

̍　子育て支援 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̎　高齢者福祉 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̏　障がい者福祉 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̐　生活困窮者支援 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̑　健康づくり・保健Ӵ生 ˔ ˔

̒　国民健康保険・国民年金 ˔ ˔

̓　地域福祉 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̎ɹڭҭจԽ

̍　就学前教育 ˔

̎　学校教育 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̏　੨গ年健全育成 ˔ ˔ ˔

̐　生涯学習 ˔ ˔ ˔

̑　文化ܳ術 ˔ ˔

̒　スポーπ・レクリエーション ˔ ˔ ˔ ˔

̏ɹࢢඋ

̍　都市づくり ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̎　公共交通 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̏　公園・緑地 ˔ ˔ ˔ ˔

̐　道路 ˔ ˔

̑　Տ・水路 ˔ ˔ ˔ ˔

̒　上水道 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̓　下水道 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̐ɹࢢຽੜ׆

̍　地域活動 ˔ ˔ ˔

̎　地域経済ৼڵ ˔ ˔ ˔ ˔

̏　環境保全 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̐　生活環境 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̑ɹ҆શ҆৺ 機管理ة　̍ ˔ ˔ ˔

̒ɹجຊߏͷ
ਪਐͷͨΊʹ

̍　共創のまちづくり ˔ ˔ ˔ ˔

̎　人権 ˔ ˔ ˔ ˔ ˔ ˔

̏　シティプロモーション ˔ ˔ ˔ ˔

̐　行財政運営 ˔ ˔ ˔ ˔
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SDGsの1�のඪ（ΰール）

ශࠔをなくͦ͏

あらゆる場所で、あらゆる形ଶの貧
困にऴ止ූをଧつ

ٌծをゼロに

ٌծにऴ止ූをଧち、食ྐの安定確
保とӫ養状ଶの改善を達成するとと
もに、持続可能な農業を推進する

͢ての人に健康と福祉を

あらゆる年齢のすべての人々の健康
的な生活を確保し、福祉を推進する

エネルギーをΈΜなに
ͦ͠てクリーンに

すべての人々に手ごろで信頼でき、
持続可能かつ近代的なエネルギーへ
のアクセスを確保する

ಇ͖がいも　経済成も

すべての人々のための持続的、包摂
的かつ持続可能な経済成長、生産的
な完全雇用およびディーセント・ワー
ク（働きがいのある人間らしい仕事）
を推進する

産業とٕज़ֵ新の
基൫をͭくΖ͏

レジリエントなインフラを整備し、
包摂的で持続可能な産業化を推進す
るとともに、イノベーションの֦大
を図る

ม動に۩ମ的なର策をީؾ

気候変動とその影響に立ち向かうた
め、ٸۓ対策を取る

ւの๛͔さをकΖ͏

ւ༸とւ༸資源を持続可能な開発に
向けて保全し、持続可能な形で利用
する

の๛͔さもकΖ͏

上生ଶ系の保護、回෮および持続
可能な利用の推進、森林の持続可能
な管理、࠭യ化への対処、土地ྼ化
の્止およびٯ転、ならびに生物多
様性ଛࣦの્止を図る
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࣭の高い教育をΈΜなに

すべての人々に包摂的かつ公平で質
の高い教育を提供し、生涯学習の機
会を促進する

ジェンダーฏを࣮͠ݱΑ͏

ジェンダーの平等を達成し、すべて
の女性と女児のエンパワーメントを
図る

安全な水とトイレをੈքதに

すべての人々に水とӴ生へのアクセ
スと持続可能な管理を確保する

人ࠃのෆฏをなくͦ͏

国内および国家間の不平等をੋ正する

ॅΈଓ͚らΕるまちづくりを

都市と人間の居住地を包摂的、安全、
レジリエントかつ持続可能にする

ͭくる　͔ͭ͏

持続可能な消費と生産のパターンを
確保する

ฏと公ਖ਼を͢ての人に

持続可能な開発に向けて平和で包摂
的な社会を推進し、すべての人々に
法へのアクセスを提供するととも࢘
に、あらゆるレベルにおいて効果的
である包摂的な制度を構築する

パートφーシップͰ
ඪをୡ成͠Α͏

持続可能な開発に向けて実施手段を
強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活性化する
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ؔ࿈ܭըਪਐؒظҰཡ

ষ ɹըɹ໊ܭ ਪਐؒظ

̍ɹ߁݈ࢱ

第2࣍新座市子ども・子育て支援事業計画 令和 2 年度~令和 6 年度
新座市高齢者福祉計画・
新座市介護保険事業計画̡ 第8期計画ʳ 令和 3 年度~令和 5 年度

第5࣍新座市障がい者基本計画 平成30年度~令和 5 年度
第6期新座市障がい福祉計画・
第2期新座市障がい児福祉計画 令和 3 年度~令和 5 年度

第2࣍いきいき新座21プラン
（ 第2࣍新座市健康づくり行動計画・

新座市食育推進計画・新座市ࣃ科口ߢ保健推進計画）
平成27年度~令和 6 年度

新座市いのち支える自ࡴ対策計画 令和元年度~令和 5 年度
新座市国民健康保険データϔルス計画第2期計画・
特定健康査等実施計画第3期計画 平成30年度~令和 5 年度

第4࣍新座市地域福祉計画・
新座市社会福祉協議会地域福祉活動計画 令和 5 年度~令和 9 年度

̎ɹڭҭจԽ

新座市教育大ߝ 令和 5 年度~令和 9 年度

第2࣍新座市子ども・子育て支援事業計画 令和 2 年度~令和 6 年度

新座市学校施設長寿命化計画 令和 3 年度~令和27年度

新座市学校教育情報化推進計画 令和 5 年度~令和 9 年度

第4࣍新座市子どもಡ書活動推進計画 令和 5 年度~令和 9 年度

第4࣍新座市生涯学習推進計画 令和 5 年度~令和14年度

埼玉県指定史跡野火止用水保存活用計画 令和 5 年度~令和14年度

̏ɹࢢඋ

新座市都市計画マスタープラン 令和 5 年度~令和24年度

新座市؍ܠづくりビジョン ʕ（推進期間なし）

新座市؍ܠ計画 ʕ（推進期間なし）

第2期新座市ۭ家等対策計画 令和 4 年度~令和 8 年度

新座市地域公共交通システϜ計画 ʕ（推進期間なし）

新座市みどりの基本計画 令和 5 年度~令和24年度

新座市道路整備基本計画 令和 5 年度~令和14年度

新座市道ฮ修સ計画 令和 5 年度~令和 9 年度

新座市ڮྊ長寿命化修સ計画 令和 5 年度~令和 9 年度

新座市水道事業経営ઓ略 令和元 年度~令和10年度
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̏ɹࢢඋ

新座市水道事業アセットマネジメント 令和 2 年度~令和41年度

新座市上水道第7࣍施設整備事業計画 令和 3 年度~令和 7 年度

新座市汚水管路ストックマネジメント計画 令和 3 年度~令和22年度

新座市生活排水処理基本計画 平成28年度~令和 7 年度

新座市公共下水道事業経営ઓ略 令和 5 年度~令和14年度

新座市公共下水道Ӎ天時ਁ入水対策計画 令和 4 年度~令和23年度

新座市Ӎ水管理総合計画 ʕ（推進期間なし）

̐ɹࢢຽੜ׆

第3࣍新座市環境基本計画 令和 5 年度~令和14年度

第4࣍新座市地球温ஆ化対策実行計画 令和 5 年度~令和12年度

第3࣍新座市一般廃棄物処理基本計画 令和 5 年度~令和14年度

̑ɹ҆શ҆৺

新座市地域防災計画 ʕ（推進期間なし）

新座市国土強㔸化地域計画 ʕ（推進期間なし）

新座市建築物耐改修促進計画 令和 3 年度~令和 7 年度

新座市業務継続計画（地ฤ） ʕ（推進期間なし）

新座市業務継続計画（新ܕインフルエンザ等対策ฤ） ʕ（推進期間なし）

国民保護に関する新座市計画 ʕ（推進期間なし）

新座市受援計画 ʕ（推進期間なし）

新座市防൜推進計画 令和 3 年度~令和 7 年度

̒ɹجຊߏͷ
ਪਐͷͨΊʹ

第4࣍にいざ男女共同ࢀ画プラン 令和 5 年度~令和 9 年度

新座市人権・同和行政実施計画 令和 5 年度~令和 9 年度
第3࣍新座市配ۮ者等からの力防止及びඃ害者支
援基本計画 令和 5 年度~令和 9 年度

第2࣍新座市シティプロモーション方針 令和 5 年度~令和 9 年度

新座市財政健全化方針 ʕ（推進期間なし）

第2期新座市地方創生総合ઓ略 令和 5 年度~令和 9 年度

新座市人口ビジョン 平成27年度~令和42年度

新座市公共施設等総合管理計画 平成28年度~令和27年度

新座市公共施設個別施設計画 令和 3 年度~令和27年度

新座市人ࡐ育成基本方針（第2൛） 令和 元 年度~令和 5 年度

新座市৬員定員管理計画 令和 5 年度~令和 9 年度

第4࣍新座市特定事業主行動計画 令和 2 年度~令和 6 年度

新座市デジタル・トランスフΥーメーション（D9）推進計画 令和4年9月~令和 7 年度
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աܦఆࡦ

ʲฏ成30年度（201�年度）r
݄ɹ ɹɹɹաܦ

�݄��
・ 第14回新座市民意識調査の実施（調査期間ɿ7月16日まで）

調査対象ɿ6,000人
回 収 数ɿ2,626ථ（回収率ɿ43.8ˋ）

�݄�� ・策定に係る基本方針の決定（市長決裁）

��݄���

・ 小中学生アンケートの実施（調査期間ɿ11月30日まで）
調査対象ɿ 市内全市立小学校及び中学校

小学校ɿ5,6年生各1クラス（ただし、4クラス以上ある学年は、2クラス）
中学校ɿ1ʙ3年生各1クラス

回 収 数ɿ1,835人（小学生1,232人、中学生603人）

��݄��
・ 新座市総合計画策定条例（案）について、パブリック・コメントの実施
（意見募集期間ɿ12月28日まで）
提出意見なし

�݄�� ・平成31年第̍回市議会定例会 新座市総合計画策定条例を提案
�݄�� ・平成31年第̍回市議会定例会 新座市総合計画策定条例の議決

ʲฏ成31年度ʗྩݩ年度（201�年度）r
݄ɹ ɹɹɹաܦ

�݄�� ・庁内検౼組織を新座市政策推進本部決定

�݄�� ・ 庁内検౼組織（行政課題ڀݚグループ）を設置、委員命
行政課題ڀݚグループ15名（ए手৬員）

�݄�� ・ 庁内検౼組織（策定検౼部会）を設置、委員命
策定検౼部会12名（関連部ॺ管理৬員）

�݄��ʙ
�݄�

・ 行政課題ڀݚグループによるڀݚ
第1グループ

（4�23、5�9、5�16、5�22、5�30、6�6）
第2グループ

（4�22、5�9、5�16、5�24、5�31、6�4、6�7）
第3グループ

（4�23、5�10、5�17、5�24、5�30、6�5）
�݄�� ・行政課題ڀݚグループによるڀݚ結果の報ࠂ
�݄��ʙ
��݄��

・ 策定検౼部会による検౼（基本構庁内素案について）5回
（6�11、9�2、9�10、9�17、10�18）

�݄��� ・新座市総合計画審議会公募委員募集（委員募集期間ɿ7月31日まで）
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ʲྩ3年度（2021年度）r
݄ɹ ɹɹɹաܦ

��݄�� ・庁内意見募集（基本構庁内素案について）
��݄�� ・基本構を新座市政策推進本部決定
�݄�� ・第5࣍新座市総合計画特別委員会に報ࠂ
�݄�� ・新座市総合計画審議会（令和3年度第1回）による審議

�݄���
・ 第5࣍新座市総合計画基本構（案）について、パブリック・コメントの実施
（意見募集期間ɿ3月2日まで）
提出意見数ɿ45件（9人）

�݄��� ・「財政ඇ常事ଶ宣言」の解除を新座市庁議決定
ɹ�݄�� ・新座市総合計画審議会（令和3年度第2回）による審議
�݄�� ・新座市総合計画審議会（令和3年度第3回）による審議

ʲྩ2年度（2020年度）r
݄ɹ ɹɹɹաܦ

��݄��� ・「財政ඇ常事ଶ宣言」の発出を新座市庁議決定
��݄�� ・ 第5࣍新座市総合計画の策定2年ઌ送りについて新座市政策推進本部決定
�݄��� ・「市政運営の基本方針」を新座市庁議決定

�݄��� ・ 新座市総合計画審議会学識経験者・公共的団体等の代表者委員決定
�݄�� ・新座市総合計画審議会公募委員決定（募集人数5名、応募人数6名、委人数5名）
��݄��� ・庁内意見募集（基本構庁内素案について）
��݄��� ・新座市総合計画審議会市内大学生委員決定
��݄�� ・基本構庁内素案を新座市政策推進本部決定

��݄��
・ 新座市総合計画審議会へのࢾ問

委員委ɿ学識経験者、公共的団体等の代表者、市民
・新座市総合計画審議会（令和元年度第1回）による審議

��݄���
・ 第5࣍新座市総合計画特別委員会に報ࠂ
・ 第5࣍新座市総合計画基本構（案）について、パブリック・コメントの実施
（意見募集期間ɿ11月30日まで）
提出意見数ɿ18件（5人）

��݄�� ・新座市総合計画審議会（令和元年度第2回）による審議
��݄�� ・新座市総合計画審議会（令和元年度第3回）による審議
�݄�� ・新座市総合計画審議会（令和元年度第4回）による審議
�݄��ʙ
ಉ݄�� ・新座市総合計画審議会（令和元年度第5回）による審議
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աܦఆࡦ
ʲྩ4年度（2022年度）r

݄ɹ ɹɹɹաܦ

�݄��� ・「財政ඇ常事ଶ宣言」の解除
�݄�� ・新座市総合計画審議会（令和4年度第1回）による審議
�݄�� ・第5࣍新座市総合計画特別委員会に報ࠂ
�݄�� ・新座市総合計画審議会（令和4年度第2回）による審議
�݄��� ・庁内意見募集（基本計画庁内素案について）
�݄�� ・新座市総合計画審議会（令和4年度第3回）による審議
�݄�� ・新座市総合計画審議会から市長への答申
�݄��� ・基本構・基本計画素案を新座市政策推進本部決定
�݄�� ・第5࣍新座市総合計画特別委員会に報ࠂ

�݄��d
��݄�

・ 第5࣍新座市総合計画特別委員会各分科会による審議
総務分科会（7�19、7�27、7�28、8�4、10�6）
文教生活分科会（7�19、7�20、7�28、8�18）
厚生分科会（7�19、7�21、7�27、8�3、8�16、9�28）
建設分科会（7�19、7�21、7�25、8�4）

��݄�� ・庁内意見募集（基本構・基本計画素案について）
��݄�� ・基本構・基本計画素案を新座市政策推進本部決定
��݄�� ・第5࣍新座市総合計画特別委員会による要望書の提出
��݄�� ・令和4年第4回新座市議会定例会 　第5࣍新座市総合計画基本構を提案
��݄��� ・新座市議会総務常委員会による審議
��݄�� ・令和4年第4回新座市議会定例会 　第5࣍新座市総合計画基本構の議決
��݄�� ・基本計画素案を新座市政策推進本部決定

��݄��
・ 第5࣍新座市総合計画前期基本計画（案）について、パブリック・コメントの実施
（意見募集期間ɿ1月26日まで）
提出意見数ɿ18件（2人・2団体）

ɹ�݄�� ・新座市議会全員協議会に報ࠂ
ɹ�݄��� ・第5࣍新座市総合計画前期基本計画を新座市庁議決定
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諮問

答申

意見意見

意見意見

情報発信情報発信

市民

総合計画審議会

・学識経験者
・公共的団体等の代表者

・市民（公募市民、市内大学生）

総合計画審議会

・学識経験者
・公共的団体等の代表者

・市民（公募市民、市内大学生）

パブリック・コメントパブリック・コメント

市民意識調査
小・中学生アンケート

市民意識調査
小・中学生アンケート

ホームページによる周知ホームページによる周知

市
基本構想
提案

議決

市議会

庁内策定体制

庁議庁議

市長市長

政策推進本部
庁議メンバー

政策推進本部
庁議メンバー

策定検討部会
関係部署管理職員

策定検討部会
関係部署管理職員

行政課題研究グループ
若手職員

行政課題研究グループ
若手職員

課内検討課内検討

ఆମ੍ࡦ
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৽ࢢ࠲૯߹ܭըࡦఆྫ

（平成31年新座市条例第̍号）

（目的）

第 ̍ 条　この条例は、総合計画の策定に関し必要な事߲を定めることにより、総合的かつ計画的な市

政運営に資することを目的とする。

（定義）

第̎条　この条例において、࣍の各号にܝげる用語の意義は、当֘各号に定めるところによる。

ᾇ 　総合計画　市のまちづくりの指針となるもので、基本構、基本計画及び実施計画からなる

ものをいう。

ᾈ　基本構　市が目指すべきক来都市૾及びこれを実現するための政策を示すものをいう。

ᾉ　基本計画　基本構を実現するための施策を体系的に示す計画をいう。

ᾊ　実施計画　基本計画を実現するための事業を具体的に示す計画をいう。

（総合計画の策定）

第 ̏ 条　市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、市の最上位の計画として総合計画を策定す

るものとする。

（審議会へのࢾ問）

第̐条　市長は、基本構を策定し、又は変更しようとするときは、第̕条に規定する新座市総合計

画審議会にࢾ問するものとする。

（議会の議決）

第̑条　市長は、基本構を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

（公表）

第̒条　市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

（策定後の措置）

第̓条　市長は、総合計画を計画的に実施するために必要な措置をߨじるものとする。

̎　市長は、総合計画の実施状況を公表するものとする。

（総合計画との整合）

第̔条　市は、個別の行政分野に関する計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整

合を図るものとする。
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	 （総合計画審議会の設置）

第̕条　市長のࢾ問に応じ、基本構の策定又は変更に関し必要な事߲を調査審議するため、新座市

総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（組織）

第10条　審議会は、委員20人以内をもって組織する。

̎　委員は、࣍にܝげる者のうちから市長が委する。

ᾇ　学識経験者

ᾈ　公共的団体等の代表者

ᾉ　市民

（期）

第11条　審議会の委員の期は、第̕条に規定する市長のࢾ問に係る調査審議がऴྃするまでの期

間とする。

（会長及び෭会長）

第12条　審議会に会長及び෭会長各̍人を置き、委員の互選により定める。

̎　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

̏　෭会長は、会長を補ࠤし、会長に事ނがあるとき、又は会長がܽけたときは、その৬務を代理する。

（会議）

第13条　審議会の会議は、会長がট集し、その議長となる。

̎　審議会の会議は、委員の過数が出੮しなければ開くことができない。

̏　審議会の議事は、出੮委員の過数で決し、可൱同数のときは、議長の決するところによる。

（ॸ務）

第14条　審議会のॸ務は、総合政策部において処理する。

（委）

第15条　この条例の施行に関し必要な事߲は、市長が別に定める。

ෟ　則

（施行期日）

̍　この条例は、公の日から施行する。

（新座市基本構総合ৼڵ計画審議会条例の廃止）

̎　新座市基本構総合ৼڵ計画審議会条例（平成21年新座市条例第̍号）は、廃止する。
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৽ࢢ࠲૯߹ܭը৹ٞձҕһ໊

ॴଐ ໊ࢯ උߟ

十文字学園女子大学
教育人文学部児童教育学科教त 野　ರ子 会長

立教大学
コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科教त 原ా　ߊ樹 ෭会長

跡見学園女子大学
光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科教त؍ ௶原　ਈ二

東༸大学名༪教त ౻Ҫ　හ信 ʙ令和4年 5 月12日

明成法務࢘法書士法人代表 高ڮ　ྒྷ太

村上法事務所 村上　ढ़೭

新座市町内会連合会元会長 　治男

新座市商工会専務理事 野辺　ൣ一ࢁ

社会福祉法人新座市障害者をकる会理事長 ੴҪ　英子

新座市社会福祉協議会事務ہ長 高野　光༤

新座市̥̩ ・̖保護者会連合会元会長 ࢬ༑　ాמ

新座市文化協会෭会長 ҏ౻　まり子

（公募による市民）

納୩　ᚸ

内౻　代

　清ඒ

ླ木　๕फ ʙ令和2年 2 月25日

ංా　ࡊඒ子 ʙ令和3年12月22日

（立教大学学生）
߳　߂樹 ʙ令和3年 3 月31日

ສ葉　ాח 令和4年 1 月24日ʙ

（十文字学園女子大学学生）
会ా　থ子 ʙ令和3年 3 月31日

ਿࢁ　ᣪ 令和4年 1 月24日ʙ

（跡見学園女子大学学生）
前ా　ึಸ実 ʙ令和3年 3 月31日

森　ުಸ 令和4年 1 月24日ʙ
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新政発第1 2 7号
令和元年10月31日

　新座市総合計画審議会
　会長　　星野　敦子　　様

新座市長　並　木　　傑

第5次新座市総合計画基本構想について（諮問）

　本市では、平成22年度に策定した第4次新座市基本構想総合振興計画に基づき、市政推進に努めてまいりましたが、
この計画が令和2年度で目標年次を迎えます。
　そのため、新座市総合計画策定条例第4条の規定に基づき、新たに令和12年度を目標とし、本市が目指すまちづく
りの方針を示す第5次新座市総合計画基本構想を策定するに当たり、貴審議会の意見を求めます。

令和4年6月30日

　新座市長　並　木　　傑　様

新座市総合計画審議会
　　　　　会長　星野　敦子

　　　第5次新座市総合計画基本構想について（答申）
　令和元年10月31日付け新政発第127号で諮問のありました「第5次新座市総合計画基本構想（素案）」につ
いて、本審議会は、慎重に審議を重ねた結果、別添のとおり答申します。
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第5次新座市総合計画基本構想について

　私たち新座市総合計画審議会委員は、令和元年10月に新座市長から、市が目指すまちづくりの指針とな
る第5次新座市総合計画基本構想について意見を頂きたいとの諮問を受けました。
　理想のまちについて私たちは審議を進めておりましたが、途中発生した新型コロナウイルス感染症は
人々の日常や価値観を大きく変え、改めて理想の姿を考え直す必要が生じることとなり、正に時代の転換
点にある中での審議となりました。
　このような状況にあっても、私たちはそれぞれの立場から慎重に審議を重ね、別冊のとおりまとめまし
た。
　また、審議に当たってお示しいただいた基本計画の検討資料を踏まえ、基本計画策定に当たっての附帯
意見を付すとともに、新座市の将来に向けた私たちの希望を次に示させていただき、答申といたします。

○　地球温暖化等の環境問題、人口減少・少子高齢化の進行、災害等の危機管理への関心の高まり、デジ
タル化の加速など、市を取り巻く社会状況は目まぐるしく変わり、加えて、今般の新型コロナウイルス
感染症の感染拡大に伴い、人々の生活様式や価値観は大きく変化しています。こうした状況下にあって
も、時代のニーズを的確に捉えながら、新座市が持続可能なまちとして、更なる発展をしていくことを
期待します。
○　新座市は、首都近郊に在りながら、自然環境に恵まれており、これがまちの魅力の一つとなっていま
す。こうした魅力を強みと捉え、最大限いかしていくことで、他の自治体にはない新座市の独自性（オ
リジナリティ）を発揮していくことを期待します。
○　新座市が将来にわたって持続可能なまちとなるためには、新座市が抱える課題の解決に向けて、行政
だけでなく、市民・各種団体・民間企業などの多様な主体の力を結集させ、まちづくりを進めていく必要
があります。こうした取組を進めることは、まちを活性化させるばかりでなく、市の厳しい財政状況の
解決を図る上でも効果的であると考えます。基本構想にある「共創のまちづくり」には、多様な主体と
共に新座市の価値や魅力を創り上げていこうとする市の強い姿勢が感じられます。この姿勢を具体的な
取組として実践していくことを期待します。
○　計画が円滑に推進されるためには、市民と計画を共有し、市民の理解・協力を得ることが不可欠です。
市政情報の発信に当たっては、あらゆる機会や多様な媒体を通じて、情報が広く周知されるよう努めて
いくことを期待します。
○　SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念は、市政運営にも共通するものです。市民一人一人
が互いの多様性を認め合うとともに、デジタル化が進む中でのICT分野における高齢者へのサポートや、
障がいのある方への地域ぐるみの支援など、地域共生社会の実現を目指した包括的な行政システムへの
転換を円滑に図っていくことを期待します。

　新座市においては、本審議会における様々な議論や意見を踏まえ、第5次新座市総合計画を策定し、将
来都市像である「未来もずっと　暮らしに『プラス』が生まれる　豊かなまち　新座」の実現に向けた取組
を進めていかれるよう願っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新座市総合計画審議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　一　同
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議案第103号

第5次新座市総合計画基本構想の策定について

　　第5次新座市総合計画基本構想を、別紙のとおり策定するものとする。

　　令和4年11月29日提出

新座市長　並　木　　傑

　　　提　案　理　由
　第5次新座市総合計画基本構想を策定したいので、新座市総合計画策定条例第5条の規定により、この案を提出する
ものである。

新議発第649号
令和4年12月16日

　新座市長　並　木　　傑　様

新座市議会議長　白井　忠雄

　　　議案等議決書の送付について
　令和4年第4回新座市議会定例会（12月16日）において議決した下記議案等を、別紙のとおり送付します。

記
議案第103号　第5次新座市総合計画基本構想の策定について　原案可決

৽ٞࢢ࠲ձͷఏҊٴͼܾٞ
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第１編
第１章　第２節　策定の視点

SDGs Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略で、平成27年
(2015年)9月に開催された「国連持続可能な開発サミット」において採択された
国際目標をいう。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会
の実現のため、令和12年(2030年)までに実現すべき貧困やエネルギー、成長、
雇用、気候変動など17の目標(ゴール)と、これをより具体化した169の達成基準
(ターゲット)で構成されている。

▶策定の視点　に戻る

第２章 第１節　新座市を取り巻く社会状況

ステークホルダー 利害関係者をいう。

デジタル庁 令和3年(2021年)9月1日に設置された、国全体のデジタル化を主導するための
行政機関をいう。

AI（人工知能） Artificial Intelligenceの略で、人工知能と訳される。言語の理解や推論、問題
解決などの知的行動を人間に代わってコンピュータに行わせる技術をいう。

DX
（デジタル・トランスフォーメーション）

デジタル技術を活用することで、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化
させることをいう。

IoT（モノのインターネット） Internet of Thingsの略で、一般的に「モノ(物)のインターネット」と訳される。
身の回りの様々な「モノ」がインターネットに接続され、相互通信し、遠隔から
でも認識や計測、制御などが可能となる仕組みをいう。

SDGs Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略で、平成27年
(2015年)9月に開催された「国連持続可能な開発サミット」において採択された
国際目標をいう。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会
の実現のため、令和12年(2030年)までに実現すべき貧困やエネルギー、成長、
雇用、気候変動など17の目標(ゴール)と、これをより具体化した169の達成基準
(ターゲット)で構成されている。

Society 5.0 平成28年(2016年)に日本政府により閣議決定された科学技術政策の基本指針
「第5期科学技術基本計画」で用いられた言葉で、狩猟社会（Society 1.0）、農耕
社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、
日本が目指すべき未来の社会をいう。

▶新座市を取り巻く社会状況　に戻る

用語解説
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第４節　新座市の財政状況

財政調整基金 自治体における年度間の財源の不均衡を調整するための積立金をいう。

扶助費 生活保護法、児童福祉法などの各種法令に基づいた生活保護費や児童手当などの
支給や市が単独で行う各種扶助のための経費をいう。

▶新座市の財政状況　に戻る

第６節　まちづくりの基本的な課題

合計特殊出生率 15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が産む
子どもの数の平均値をいう。

シティプロモーション 本市にある歴史的文化資産や自然、農産物、祭りなど、多くの魅力を誰に、どの
ように届けるのかを明確にするとともに、効果的に発信することで、市の知名度
向上やイメージアップを図り、定住人口や転入数の増加を目指すものをいう。

土地区画整理事業 都市計画区域において、道路、公園などの公共施設を整備・改善し、土地の区画
を整え、宅地の利用増進を図る事業をいう。

DX
（デジタル・トランスフォーメーション）

デジタル技術を活用することで、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化
させることをいう。

ICT Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術と訳さ
れる。通信技術を活用したコミュニケーションを指し、情報処理だけではなく、
インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどを含む。

SDGs Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略で、平成27年
(2015年)9月に開催された「国連持続可能な開発サミット」において採択された
国際目標をいう。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会
の実現のため、令和12年(2030年)までに実現すべき貧困やエネルギー、成長、
雇用、気候変動など17の目標(ゴール)と、これをより具体化した169の達成基準
(ターゲット)で構成されている。

Society 5.0 平成28年(2016年)に日本政府により閣議決定された科学技術政策の基本指針
「第5期科学技術基本計画」で用いられた言葉で、狩猟社会（Society 1.0）、農耕
社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、
日本が目指すべき未来の社会をいう。

▶まちづくりの基本的な課題　に戻る
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第２編
第１章　基本方向

自助・互助・共助・公助 自助とは住民自治の基本であり、第一義的には自分（家族を含めて）できること
は自分で行うこと、互助とはコミュニティによる相互の支え合いのこと、共助と
は保険・年金・介護など社会保障制度による助け合いのこと、公助とは行政による
支援のことをいう。

▶基本方向　に戻る

第３章 基本政策❶　福祉健康

地域共生社会 「支える側」と「支えられる側」という固定された関係ではなく、高齢者、障がい者、
児童、生活困窮者等を含む地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自
分らしく活躍できる地域社会をいう。

バリアフリー 高齢者や障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを
除去（フリー）するという考え方で、元々は建築用語として、道路や建築物の入
口の段差などを除去することを意味していたが、現在では、物理的な障壁以外に、
社会的、制度的、心理的なバリアの除去という意味でも用いられている。

▶福祉健康　に戻る

基本政策❸　都市整備

都市高速鉄道12号線 練馬区光が丘から都庁前を経由し、六本木、両国などを通って再び都庁前に至る
都営地下鉄大江戸線のこと。地下鉄12号線の延伸(光が丘~大泉学園町~東所沢)
について、平成28年(2016年)4月20日の交通政策審議会の答申では、「東京圏
の都市鉄道が目指すべき姿」を実現する上で意義のあるプロジェクトの一つとし
て位置付けられている。

土地区画整理事業 都市計画区域において、道路、公園などの公共施設を整備・改善し、土地の区画
を整え、宅地の利用増進を図る事業をいう。

バリアフリー 高齢者や障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを
除去（フリー）するという考え方で、元々は建築用語として、道路や建築物の入
口の段差などを除去することを意味していたが、現在では、物理的な障壁以外に、
社会的、制度的、心理的なバリアの除去という意味でも用いられている。

ユニバーサルデザイン 環境、建物、製品などについて、年齢、性別、身体状況、言語などを超えて、誰
もが暮らしやすく利用しやすくすることを前提に、始めからデザインしていこう
という考え方をいう。

▶都市整備　に戻る
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基本政策❹　市民生活

カーボンニュートラル CO2（二酸化炭素）を始めとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理
などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることをいう。

再生可能エネルギー 太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、一度利用しても比較的短期間に再生
が可能なエネルギーの総称をいう。具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、太
陽熱、バイオマスなどを挙げられる。

循環型社会 廃棄物などの発生を抑制し、発生した廃棄物のうち有用なものを循環資源として
利用し、廃棄物の適正な処理をすることで、天然資源の消費を抑制し、環境への
負荷をできる限り低減した社会をいう。

▶市民生活　に戻る

基本政策❺　安全安心

自助・互助・共助・公助 自助とは住民自治の基本であり、第一義的には自分（家族を含めて）できること
は自分で行うこと、互助とはコミュニティによる相互の支え合いのこと、共助と
は保険・年金・介護など社会保障制度による助け合いのこと、公助とは行政による
支援のことをいう。

▶安全安心　に戻る

基本構想の推進のために

インクルーシブ社会 バリアフリー社会を必要とする人々に加え、マイノリティな存在に目を向け、多
様性として包括し、互いに認め合う社会をいう。

シティプロモーション 本市にある歴史的文化資産や自然、農産物、祭りなど、多くの魅力を誰に、どの
ように届けるのかを明確にするとともに、効果的に発信することで、市の知名度
向上やイメージアップを図り、定住人口や転入数の増加を目指すものをいう。

シビックプライド まちへの誇りや愛着を持ち、まちのために自ら関わっていこうとする気持ちをいう。

ICT Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術と訳さ
れる。通信技術を活用したコミュニケーションを指し、情報処理だけではなく、
インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどを含む。

▶基本構想の推進のために　に戻る
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SDGs Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略で、平成27年
(2015年)9月に開催された「国連持続可能な開発サミット」において採択された
国際目標をいう。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会
の実現のため、令和12年(2030年)までに実現すべき貧困やエネルギー、成長、
雇用、気候変動など17の目標(ゴール)と、これをより具体化した169の達成基準
(ターゲット)で構成されている。

▶基本構想の推進のために　に戻る

第３編
第１章　基本政策❶　福祉健康

第１節　子育て支援

権利擁護 疾病や障がいのため、自らの権利や介護、援助の二ーズを表明することが困難な
人に代わって、その権利や二ーズ表明を行うことをいう。

子育て支援ホームヘルパー 出産直後で親族等の家事援助を期待できない母及び多胎児を養育する者に対し、
炊事、買物、清掃、洗濯等の家事その他の日常生活に必要な支援を行う者をいう。

子ども家庭総合支援拠点 児童福祉法に基づき、子どもとその家庭、妊産婦等を対象として、実情の把握、
相談対応、情報提供、総合調整等を行う拠点をいう。

こども家庭庁 令和5年(2023年)4月1日に設置された行政機関をいう。これまで文部科学省、
厚生労働省、内閣府、警察庁などが所管していた子どもを取り巻く行政事務を集
約することを目的としている。

地域子育て支援拠点事業 就学前の子どもと保護者を対象とした事業で、保護者同士の情報交換や仲間づく
りの場として利用され、子育てに関する相談や情報の提供なども行う。

ファミリー・サポート・センター 子育ての援助をしてほしい利用会員と子育ての手助けをする協力会員を募り、利
用会員の依頼内容や要望に合う協力会員を紹介する有償ボランティア活動の会員
組織をいう。

放課後居場所づくり事業
（ココフレンド）

小学校施設（教室や校庭など）を活用し、地域の方々の協力を得ながら、子ども
たちが安全・安心に集える居場所をつくることを目的とする事業をいう。

▶子育て支援　に戻る

第２節　高齢者福祉

権利擁護 疾病や障がいのため、自らの権利や介護、援助の二ーズを表明することが困難な
人に代わって、その権利や二ーズ表明を行うことをいう。

人生100年時代 平均寿命の伸びにより、100歳まで生きるのが当たり前になる時代が来るという
考え方をいう。
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成年後見制度 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の十分でない人が契約な
どを締結する場合に、不利益にならないよう家庭裁判所から選ばれた成年後見人
などが、本人の不十分な判断能力を補い、保護・支援する制度をいう。

地域包括ケアシステム 保健サービス、医療サービス及び在宅ケア、リハビリテーション等の介護を含む
福祉サービスを、関係者が連携、協力して、地域住民のニーズに応じて一体的、
体系的に提供する仕組みをいう。

地域包括支援センター 高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のための支援として、介護予防のマネ
ジメント、総合的な相談・支援、権利擁護などの機能を担う地域の中核機関をいう。

日常生活自立支援事業 認知症や知的障がい等で判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助や、日
常的な金銭管理・重要書類等の預かり・保管などの支援を行い、権利擁護を図る事
業をいう。

▶高齢者福祉　に戻る

第３節　障がい者福祉

基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談
支援（身体障がい、知的障がい、精神障がい）、地域の相談支援体制の強化の取組、
地域移行・地域定着の促進の取組及び権利擁護・虐待防止を総合的に行う施設をい
う。

権利擁護 疾病や障がいのため、自らの権利や介護、援助の二ーズを表明することが困難な
人に代わって、その権利や二ーズ表明を行うことをいう。

成年後見制度 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の十分でない人が契約な
どを締結する場合に、不利益にならないよう家庭裁判所から選ばれた成年後見人
などが、本人の不十分な判断能力を補い、保護・支援する制度をいう。

ノーマライゼーション 障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条
件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマル（当たり前）であるとする
考え方をいう。

バリアフリー 高齢者や障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを
除去（フリー）するという考え方で、元々は建築用語として、道路や建築物の入
口の段差などを除去することを意味していたが、現在では、物理的な障壁以外に、
社会的、制度的、心理的なバリアの除去という意味でも用いられている。

▶障がい者福祉　に戻る
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第７節　地域福祉

自助・互助・共助・公助 自助とは住民自治の基本であり、第一義的には自分（家族を含めて）できること
は自分で行うこと、互助とはコミュニティによる相互の支え合いのこと、共助と
は保険・年金・介護など社会保障制度による助け合いのこと、公助とは行政による
支援のことをいう。

地域共生社会 「支える側」と「支えられる側」という固定された関係ではなく、高齢者、障がい者、
児童、生活困窮者等を含む地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自
分らしく活躍できる地域社会をいう。

▶地域福祉　に戻る

第２章　基本政策❷　教育文化
第２節　学校教育

学校応援団 地域の教育力の向上を図るため、文部科学省が平成20年度(2008年度)から実施
している学校支援地域本部事業であり、学校での教育活動を支援する保護者や地
域の方によるボランティアの活動組織をいう。

学校評価制度 学校において、教育目標を明確にし、教育活動の状況等を組織的に評価して、そ
の結果を反映させながら教育活動を改善していくという一連の仕組みをいう。

バリアフリー 高齢者や障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを
除去（フリー）するという考え方で、元々は建築用語として、道路や建築物の入
口の段差などを除去することを意味していたが、現在では、物理的な障壁以外に、
社会的、制度的、心理的なバリアの除去という意味でも用いられている。

非認知能力 意欲、協調性、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力といった、
測定できない個人の特性による能力をいう。学力（認知能力）と対照して用いられる。

プログラミング教育 児童・生徒がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行
わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動をいう。

GIGAスクール構想 1人1台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで特別
な支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、
公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ICT環境を実現
することをいう。

ICT Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術と訳さ
れる。通信技術を活用したコミュニケーションを指し、情報処理だけではなく、
インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどを含む。
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Society 5.0 平成28年(2016年)に日本政府により閣議決定された科学技術政策の基本指針
「第5期科学技術基本計画」で用いられた言葉で、狩猟社会（Society 1.0）、農耕
社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、
日本が目指すべき未来の社会をいう。

▶学校教育　に戻る

第３節　青少年健全育成

新座っ子ぱわーあっぷくらぶ 平成14年度(2002年度)から導入されている完全学校週5日制に伴い、子どもた
ちの週末の過ごし方の一つとして、各小学校等に様々な「くらぶ」を開設している。

放課後居場所づくり事業
（ココフレンド）

小学校施設（教室や校庭など）を活用し、地域の方々の協力を得ながら、子ども
たちが安全・安心に集える居場所をつくることを目的とする事業をいう。

ICT Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術と訳さ
れる。通信技術を活用したコミュニケーションを指し、情報処理だけではなく、
インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどを含む。

▶青少年健全育成　に戻る

第４節　生涯学習

人生100年時代 平均寿命の伸びにより、100歳まで生きるのが当たり前になる時代が来るという
考え方をいう。

プラスカレッジ 市民の生涯学習の場として、市内3大学（跡見学園女子大学、十文字学園女子大学、
立教大学）と連携し、平成12年度(2000年度)から「新座市民総合大学」として運
営していた。令和2年度(2020年度)に開校20周年を迎えたことから、「自分を高
め、地域を高める」学習の場を更に推進し、自分も地域もプラスになるような学
び舎となることを目指し、「にいざプラスカレッジ」と改称した。

リカレント教育 学校教育から一旦離れて社会に出た後も、必要なタイミングで再び教育を受け、
仕事と教育を繰り返すことをいう。

レファレンス機能 学習、調査などのため情報を求める市民に対して、図書館の資料と機能を活用し、
必要としている資料の紹介や提供を行う援助のことをいう。

AI（人工知能） Artificial Intelligenceの略で、人工知能と訳される。言語の理解や推論、問題
解決などの知的行動を人間に代わってコンピュータに行わせる技術をいう。

▶生涯学習　に戻る
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ICT Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術と訳さ
れる。通信技術を活用したコミュニケーションを指し、情報処理だけではなく、
インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどを含む。

Society 5.0 平成28年(2016年)に日本政府により閣議決定された科学技術政策の基本指針
「第5期科学技術基本計画」で用いられた言葉で、狩猟社会（Society 1.0）、農耕
社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、
日本が目指すべき未来の社会をいう。

▶生涯学習　に戻る

第３章　基本政策❸　都市整備
第１節　都市づくり

市街化調整区域 都市計画区域のうち、市街化を抑制する区域をいう。宅地造成などの開発は原則
として制限される。

スマートインターチェンジ 高速道路の本線上、サービスエリア（SA）、パーキングエリア（PA）などに設置さ
れるETC専用のインターチェンジをいう。

都市高速鉄道12号線 練馬区光が丘から都庁前を経由し、六本木、両国などを通って再び都庁前に至る
都営地下鉄大江戸線のこと。地下鉄12号線の延伸(光が丘~大泉学園町~東所沢)
について、平成28年(2016年)4月20日の交通政策審議会の答申では、「東京圏
の都市鉄道が目指すべき姿」を実現する上で意義のあるプロジェクトの一つとし
て位置付けられている。

土地区画整理事業 都市計画区域において、道路、公園などの公共施設を整備・改善し、土地の区画
を整え、宅地の利用増進を図る事業をいう。

バリアフリー 高齢者や障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを
除去（フリー）するという考え方で、元々は建築用語として、道路や建築物の入
口の段差などを除去することを意味していたが、現在では、物理的な障壁以外に、
社会的、制度的、心理的なバリアの除去という意味でも用いられている。

ユニバーサルデザイン 環境、建物、製品などについて、年齢、性別、身体状況、言語などを超えて、誰
もが暮らしやすく利用しやすくすることを前提に、始めからデザインしていこう
という考え方をいう。

▶都市づくり　に戻る

174



第２節　公共交通網

都市高速鉄道12号線 練馬区光が丘から都庁前を経由し、六本木、両国などを通って再び都庁前に至る
都営地下鉄大江戸線のこと。地下鉄12号線の延伸(光が丘~大泉学園町~東所沢)
について、平成28年(2016年)4月20日の交通政策審議会の答申では、「東京圏
の都市鉄道が目指すべき姿」を実現する上で意義のあるプロジェクトの一つとし
て位置付けられている。

バリアフリー 高齢者や障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを
除去（フリー）するという考え方で、元々は建築用語として、道路や建築物の入
口の段差などを除去することを意味していたが、現在では、物理的な障壁以外に、
社会的、制度的、心理的なバリアの除去という意味でも用いられている。

▶公共交通網　に戻る

第3節　公園・緑地

街区公園 都市計画法に基づく都市公園の一つで、主として街区の居住者の利用を目的とす
る公園をいう。1か所当たり0.25haを標準として設置する。

近郊緑地特別保全地区 首都圏近郊緑地保全法に基づき、近郊緑地保全区域内で特に良好な自然環境を有
する大規模な樹林地を永続的に保全する制度で、都道府県が指定する。なお、近
郊緑地保全区域については、首都圏規模で主要な緑地帯を国が指定する。

公募管理設置制度（Park-PFI） 平成29年（2017年）の都市公園法の改正により新たに設けられた、都市公園にお
ける民間資金を活用した新たな整備・管理手法をいう。飲食店、売店など公園利用
者向けのサービス施設の設置と、そこから生じる収益を活用して、周辺の園路や
広場など公園施設の整備・改修などを一体的に行う者を公募により選定する。

特別緑地保全地区 都市緑地法に基づき、都市の中のまとまりのある緑地を永続的に保全し、緑豊か
なまちの環境を維持する制度をいう。都市計画法における地域地区として、市町
村(10ha以上かつ2以上の区域にわたるものは都道府県)が計画決定を行う。

土地区画整理事業 都市計画区域において、道路、公園などの公共施設を整備・改善し、土地の区画
を整え、宅地の利用増進を図る事業をいう。

バリアフリー 高齢者や障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを
除去（フリー）するという考え方で、元々は建築用語として、道路や建築物の入
口の段差などを除去することを意味していたが、現在では、物理的な障壁以外に、
社会的、制度的、心理的なバリアの除去という意味でも用いられている。

▶公園・緑地　に戻る
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ユニバーサルデザイン 環境、建物、製品などについて、年齢、性別、身体状況、言語などを超えて、誰
もが暮らしやすく利用しやすくすることを前提に、始めからデザインしていこう
という考え方をいう。

緑化基準 公共施設の整備に適用する事業区域内における緑化面積の割合や植栽の基準をい
う。

緑地協定制度 都市緑地法に基づく制度で、土地所有者等の合意により、市町村の認可を受けて
締結される緑地保全や緑化促進のための協定をいう。

▶公園・緑地　に戻る

第４節　道路

スマートインターチェンジ 高速道路の本線上、サービスエリア（SA）、パーキングエリア（PA）などに設置さ
れるETC専用のインターチェンジをいう。

▶道路　に戻る

第６節　上水道

有収率 浄水場から配水された水量（配水量）のうち、家庭や事務所、工場など、水の需
要者に供給され、料金収納の対象となった水量（有収水量）の割合をいう。

▶上水道　に戻る

第４章　基本政策❹　市民生活
第１節　地域活動

多文化共生 国籍や民俗などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こ
うとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくことをいう。

▶地域活動　に戻る

第２節　地域経済振興

生産緑地 都市計画法及び生産緑地法に基づく地域地区の一つで、市街化区域内にある農地
を対象に、環境保全や災害防止に役立て、良好な都市環境を形成するため、計画
的な保全を目的に定めるもの。税制上の優遇措置がある。

地産地消 地域で生産された農林水産物を、その地域で消費することをいう。

土地区画整理事業 都市計画区域において、道路、公園などの公共施設を整備・改善し、土地の区画
を整え、宅地の利用増進を図る事業をいう。
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DX
（デジタル・トランスフォーメーション）

デジタル技術を活用することで、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化
させることをいう。

ICT Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術と訳さ
れる。通信技術を活用したコミュニケーションを指し、情報処理だけではなく、
インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどを含む。

▶地域経済振興　に戻る

第３節　環境保全

カーボンニュートラル CO2（二酸化炭素）を始めとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理
などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることをいう。

再生可能エネルギー 太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、一度利用しても比較的短期間に再生
が可能なエネルギーの総称をいう。具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、太
陽熱、バイオマスなどを挙げられる。

志木地区衛生組合 朝霞地区一部事務組合と同様の一部事務組合で、志木市、新座市、富士見市によ
り構成され、ごみ処理を共同で行っている。

循環型社会 廃棄物などの発生を抑制し、発生した廃棄物のうち有用なものを循環資源として
利用し、廃棄物の適正な処理をすることで、天然資源の消費を抑制し、環境への
負荷をできる限り低減した社会をいう。

ゼロカーボンシティ 環境省では「2050年にCO2（二酸化炭素）を実質ゼロにすることを目指す旨を首
長自らが又は地方自治体として公表された地方自治体」をゼロカーボンシティと
している。本市では、令和4年(2022年)5月20日に「新座市ゼロカーボンシティ
宣言」を表明した。

4R（リフューズ、リデュース、
リユース、リサイクル）

必要ないものは断ろう（Refuse:リフューズ）、ごみの量を減らそう（Reduce:リ
デュース）、繰り返し使おう（Reuse:リユース）、資源としていかそう（Recycle:
リサイクル）の四つの英語の頭文字を取ったもので、資源を大切に使うためのポ
イントとなる行動をいう。

▶環境保全　に戻る
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第４節　生活環境

朝霞地区一部事務組合 一部事務組合は、地方公共団体の事務の一部を他の地方公共団体と共同処理する
ための組合をいう。新座市は、朝霞市、志木市、和光市と朝霞地区一部事務組合
を組織し、し尿の処理、障がい者支援施設の管理・運営、常備消防について共同
処理している。

BOD 水の中の有機物（汚れの原因）を微生物が分解するのに使われる酸素の量で、水
の汚れを示す代表的指標をいう。

▶生活環境　に戻る

第５章　基本政策❺　安全安心
第１節　危機管理

SNS Social Networking Serviceの略で、登録された利用者同士が交流できるウェブ
サイトの会員制サービスをいう。Twitter、Facebook、Instagram、LINEなど
が知られている。

▶危機管理　に戻る

第６章　基本構想の推進のために
第１節　共創のまちづくり

新座市自治憲章条例 市が目指す方向や、それに向かって市民・市議会・市がどのように取り組むかなど
を定めた市政運営の基本となる条例をいう。

パブリック・コメント制度 市の今後の施策展開の基本方針や進むべき方向を定める計画、市民生活に大きな
影響を与えるような計画等を策定する際に、事前にその趣旨や原案を公表し、広
く市民の意見や情報を求める制度をいう。

SNS Social Networking Serviceの略で、登録された利用者同士が交流できるウェブ
サイトの会員制サービスをいう。Twitter、Facebook、Instagram、LINEなど
が知られている。

▶共創のまちづくり　に戻る
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第２節　人権

インクルーシブ社会 バリアフリー社会を必要とする人々に加え、マイノリティな存在に目を向け、多
様性として包括し、互いに認め合う社会をいう。

ジェンダー 男性・女性であることに基づき定められた社会的属性や機会、女性と男性、女児
と男児の間における関係性、更に女性間、男性間における相互関係をいう。

LGBTQ レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、
トランスジェンダー（生まれた時の性別と自認する性別が一致しない人）、クエ
スチョニング（自分自身のセクシュアリティを決められない、分からない又は決
めない人）など、性的マイノリティの方を表す総称の一つ。

SDGs Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略で、平成27年
(2015年)9月に開催された「国連持続可能な開発サミット」において採択された
国際目標をいう。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会
の実現のため、令和12年(2030年)までに実現すべき貧困やエネルギー、成長、
雇用、気候変動など17の目標(ゴール)と、これをより具体化した169の達成基準
(ターゲット)で構成されている。

SNS Social Networking Serviceの略で、登録された利用者同士が交流できるウェブ
サイトの会員制サービスをいう。Twitter、Facebook、Instagram、LINEなど
が知られている。

▶人権　に戻る

第３節　シティプロモーション

シティプロモーション 本市にある歴史的文化資産や自然、農産物、祭りなど、多くの魅力を誰に、どの
ように届けるのかを明確にするとともに、効果的に発信することで、市の知名度
向上やイメージアップを図り、定住人口や転入数の増加を目指すものをいう。

シビックプライド まちへの誇りや愛着を持ち、まちのために自ら関わっていこうとする気持ちをいう。

新座ブランド 本市の地域経済の活性化等に寄与する優れた商品を「新座ブランド」として認定
する事業をいう。

ふるさと納税 出身地や応援したい地方自治体に寄付すると、寄付金額のうち2,000円を超える
額が個人住民税と所得税から控除される制度をいう。

SNS Social Networking Serviceの略で、登録された利用者同士が交流できるウェブ
サイトの会員制サービスをいう。Twitter、Facebook、Instagram、LINEなど
が知られている。

▶シティプロモーション　に戻る
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資料編

第４節　行財政運営

クラウドファンディング 群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語で、通常、インターネッ
ト経由で、不特定多数の人が他の人々や組織に財源の提供や協力などを行う仕組
みをいう。

経常収支比率 人件費、扶助費、公債費などの経常的な支出に充てられた一般財源の額が、市税、
普通交付税を中心とする経常的な一般財源の総額に占める割合をいう。この数値
が低いほど、弾力性のある財政運営がなされているといえる。

財政調整基金 自治体における年度間の財源の不均衡を調整するための積立金をいう。

ふるさと納税 出身地や応援したい地方自治体に寄付すると、寄付金額のうち2,000円を超える
額が個人住民税と所得税から控除される制度をいう。

AI（人工知能） Artificial Intelligenceの略で、人工知能と訳される。言語の理解や推論、問題
解決などの知的行動を人間に代わってコンピュータに行わせる技術をいう。

DX
（デジタル・トランスフォーメーション）

デジタル技術を活用することで、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化
させることをいう。

PDCAサイクル Plan（計画）、Do（実行）、Check（検証）、Action（改善）の頭文字を取ったもので、
「計画・実行・検証・改善」を継続的に繰り返すことにより、より効率的、効果的に
目標の達成を目指す仕組みをいう。

PPP・PFI PPPは、Public Private Partnership（パブリック プライベート パートナーシップ）
の略であり、民間事業者の資金やノウハウを活用して社会資本を整備し、公共サー
ビスの充実を進めていく手法であり、PFIや指定管理者制度などが含まれる。 
PFIは、Private Finance Initiative（プライベート ファイナンス イニシアティブ）
の略であり、公共サービスの提供に際して公共施設等が必要な場合に、従来のよ
うに公共が直接整備せずに民間の資金を利用して民間に施設整備と公共サービス
の提供を委ねる手法をいう。

SDGs Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略で、平成27年
(2015年)9月に開催された「国連持続可能な開発サミット」において採択された
国際目標をいう。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会
の実現のため、令和12年(2030年)までに実現すべき貧困やエネルギー、成長、
雇用、気候変動など17の目標(ゴール)と、これをより具体化した169の達成基準
(ターゲット)で構成されている。

▶行財政運営　に戻る
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